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１ 法人の概要 

（

（平成 ２３年５月１日現在） 

（１）名 称 
公立大学法人岡山県立大学 

（２）所在地  
      岡山県総社市窪木１１１番地 
（３）法人設立の年月日  
      平成１９年４月１日 
（４）設立団体 
      岡山県 
（５）中期目標の期間 
      平成１９年４月１日から平成２５年３月３１日 
（６）目的及び業務 

ア 目 的 
公立大学法人岡山県立大学は、人間を取り囲むさまざまな環境の中で調和のとれた発展を期し、地域の課題

や社会の要請に的確に応えるため、「人間・社会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」
ことを基本理念とする。 
この理念に基づいて、学術の進展と教育の振興を図り、福祉の増進、文化の向上、地域産業の発展等に寄与

する研究活動に取り組むとともに、知性と感性を育み、豊かな教養と深い専門性を備えて新しい時代を切り拓
く知識と高度な技術を身につけた実践力のある人材を育成する。 

イ 業 務 
(ア) 岡山県立大学を設置し、これを運営すること。 
(イ) すべての学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談など学生生活に関する相談その他の

援助を行うこと。 
(ウ) 民間企業や試験研究機関等との間の共同研究や受託研究、技術指導等を実施するなど、法人以外の者と連

携して教育研究活動の推進に取り組むこと。 
(エ) 地域社会に貢献するため、公開講座を開設する等、地域住民に幅広く学習機会を提供するとともに、大学

における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
(オ) 前各号に掲げる業務を効果的かつ効率的に実施するため、附帯して必要となる関連業務を行うこと。 

（７）資本金の額      １２０億 ９,１６３万 ２,９４３円 
（８）代表者の役職氏名  
       理事長 三宮 信夫 
（９）役員及び教職員の数 

ア 役員  
理事長          １人 
副理事長        １人 
理事            ３人 
監事       ２人 
 役員計    ７人 

イ  教職員 
教員    １６５人（専任教員数。ただし、学長を除く。） 
職員     ３７人 
教職員計 ２０２人 
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（10）組織図 
 

【法人部門】     
                            
        
         
      経営審議会                 理事長（学長）   
           役員会     副理事長（事務局長）   
           理事長（学長）      理事（地域共同研究機構長）          
     副理事長（事務局長）      委員（非常勤：学外者）４人               理事（学生部長）         
             理事（地域共同研究機構長）       
              理事（非常勤：学外者）     教育研究審議会          
         理事長（学長）   
                副理事長（事務局長）   
                理事（学生部長）           
        理事（地域共同研究機構長）                   委員（保健福祉学部長）   
              委員（情報工学部長）   
              委員（デザイン学部長）          
       委員（附属図書館長）                 委員（全学教育研究機構長）   
              委員（非常勤：学外者）２人          
         
                    

 

【大学部門】 

 

           

 

                                           
                 看護学専攻（博士前期課程）   
             
                  （大学院）            
                      栄養学専攻（博士前期課程）   
                 保健福祉学研究科       
                  
                        保健福祉学専攻（博士前期課程）   
              
                   
            保健福祉科学専攻（博士後期課程）   
             
                  
             電子情報通信工学専攻（博士前期課程）   
                
                     
                    機械情報システム工学専攻(博士前期課程)   
       情報系工学研究科       
                         
              人間情報システム工学専攻（博士前期課程）   
              
                    
             システム工学専攻（博士後期課程)   
                     
                   
            ビジュアルデザイン学専攻（修士課程)   
         デザイン学研究科       
                         
                   
           

 デザイン工学専攻（修士課程） 
  

             
                   
           

 造形デザイン学専攻（修士課程） 
  

            
                  
           看護学科    
       （大学）       
                  
             保健福祉学部     栄養学科   
              
                    
             保健福祉学科    
              
                   
            情報通信工学科    
              
                    
  学 長      情報工学部     情報システム工学科    
             
                    
             スポーツシステム工学科    
              
                   
            デザイン工学科    
         デザイン学部       
                  
                    造形デザイン学科   
             
                               
                         語学センター    
              
                             
        全学教育研究機構     情報教育センター    
             
                   
            健康・スポーツ推進センター   
             
                  
           産学官連携推進センター   
              
                   
       地域共同研究機構     保健福祉推進センター    
              
                   
          メディアコミュニケーション推進センター   H24.3.31廃止  
          
            認定看護師教育教育センター   
             
                  
         附属図書館         図書班    
                       
                        
                企画広報班    
                  
                      
           総務課     総務班   
                  
                     
                                学部事務班    
         事務局                         
                     
                  経理班   
                   
                   
                 教務班    
        学生部長       教学課      
                 
            学生班   
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（11）法人が設置運営する大学の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学の名称 岡山県立大学 
大学本部の位置 岡山県総社市窪木１１１番地 
学長の氏名 三宮 信夫（公立大学法人岡山県立大学理事長） 
学部等の名称 
 
 

修業 
年限 

入学 
定員 

 収容 
 定員 

  開設年度 
 

備 考 
 

 
保健福祉学部 
  看護学科 
  栄養学科 
  保健福祉学科 

  年 
 
 ４ 
 ４ 
 ４ 

  人 
 
４０ 
４０ 
６０ 

    人 
 
１６０ 
１６０ 
２４０ 

 
 
平成５年４月 
平成５年４月 
平成５年４月 

 
 
 
 
 

情報工学部 
  情報通信工学科 
  情報システム工学科 
  スポーツシステム工学科 

 
 ４ 
 ４ 
 ４ 

 
５０ 
５０ 
４０ 

 
２００ 
２００ 
１６０ 

 
平成５年４月 
平成５年４月 
平成18年４月 

 
 
 
学科新設 

デザイン学部 
  デザイン工学科 
  造形デザイン学科 

 
 ４ 
  ４ 

 
４０ 
５０ 

 
１６０ 
２００ 

 
平成18年４月 
平成18年４月 

 
学科再編 
   〃 

保健福祉学研究科 
（博士前期課程） 
 看護学専攻 
  栄養学専攻 
  保健福祉学専攻 
（博士後期課程） 
 保健福祉科学専攻 

 
 
  ２ 
 ２ 
  ２ 
 
  ３ 

 
 
  ７ 
  ６ 
  ７ 
 
  ５ 

 
 
  １４ 
  １２ 
  １４ 
 
  １５ 

 
 
平成９年４月 
平成９年４月 
平成９年４月 
 
平成15年４月 

 
 
 
 
 
 
 

情報系工学研究科 
（博士前期課程） 
 電子情報通信工学専攻 
 機械情報システム工学専攻 
 人間情報システム工学専攻 
（博士後期課程） 
  システム工学専攻 

 
 
  ２ 
 ２ 
 ２ 
 
  ３ 

 
 
２０ 
２０ 
１２ 
 
  ６ 

 
 
  ４０ 
  ４０ 
  ２４ 
 
  １８ 

 
 
平成９年４月 
平成９年４月 
平成22年４月 
 
平成11年４月 

 
 
 
 
専攻新設 
 
 

デザイン学研究科 
（修士課程） 
 デザイン工学専攻 
 造形デザイン学専攻 

 
 
  ２ 
  ２ 

 
 
  ７ 
  ９ 

 
 
  １４ 
  １８ 

 
 
平成22年４月 
平成22年４月 

 
 
専攻再編 
   〃 

附属施設等 附属図書館、全学教育研究機構、地域共同研究機構 
学生数  １,８９９人 
教員数     １６５人（専任教員数。ただし、学長を除く。） 
職員数       ３７人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      【大学の沿革】 
                     
平成 5年 4月  岡山県立大学（保健福祉学部・情報工学部・デザイン学部）開学 
         岡山県立大学短期大学部開学 
平成 9年 4月  大学院保健福祉学研究科，情報系工学研究科（修士課程）開設 
平成10年 4月  大学院デザイン学研究科（修士課程）開設 
平成11年 4月    大学院情報系工学研究科（博士後期課程）開設 
平成12年 6月    共同研究機構設置 
平成14年 4月    保健福祉支援センター設置 
               メディアコミュニケーション支援センター設置 
平成15月 4月    大学院保健福祉学研究科（博士後期課程） 開設 
平成15年 6月    サテライトキャンパス設置（～平成18年７月） 
平成17年 8月    全学教育研究機構設置 
平成17年10月    地域共同研究機構設置 
平成18年 4月    情報工学部スポーツシステム工学科設置 
               デザイン学部の学科再編 
                ビジュアルデザイン学科・工芸工業デザイン学科 

 → デザイン工学科・造形デザイン学科 
平成19年 3月    岡山県立大学短期大学部閉学 
平成19年 4月    公立大学法人岡山県立大学設立 
               保健福祉学部保健福祉学科改組 
平成22年 4月    大学院情報系工学研究科の専攻（博士前期課程）設置 

人間情報システム工学専攻設置 
デザイン学研究科の専攻（修士課程）再編 
ビジュアルデザイン学専攻・工芸工業デザイン学専攻  

→ デザイン工学専攻、造形デザイン学専攻 
平成23年4月   認定看護師教育センター設置 
平成24年3月   メディアコミュニケーション推進センター廃止 
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5 

 

２ 平成２３年度に係る業務の実績に関する自己評価結果 

 

（１）総合的な評定 

 

評 定   中期計画の進捗状況は優れて順調 

 

法人化５年目の平成 23 年度は、第１期中期計画の総仕上げの年と位置づけ、理事長のリーダーシップのも

と教職員一丸となり、これまでの課題の克服に取り組むとともに、次期中期計画に向けた準備を進めた年で

あった。 

 その結果、23年度の業務実績に対する自己評価は、最小項目の評価点の配分で見ると、「達成（４点）」、

「概ね達成（３点）」、「やや未達成（２点）」 

の割合がそれぞれ 21％（24 項目）、76％（87項目）、3％（3項目）で、22 年度に比べると、「やや未達成」

がかなり減るとともに、「達成」が倍以上となった。 

 そして大項目の評価点で見ると、大項目Ⅱ「大学の教育研究等の質の向上」と大項目Ⅲ「業務運営の改善

及び効率化」における評価がともに５年目にして初めて「優れて順調」になった。（大項目Ⅳ「財務内容の

改善」、大項目Ⅴ「自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供」、大項目Ⅵ「その他業務運営に関する

重要事項」は、前年度に引き続き「順調」と評価） 

このようは評価点を踏まえ、また全体の最小項目評価の平均値が 3.2 であることを考慮して、総合的な評

定を「優れて順調」と判定した。 

 

 

（２）評価概要 

ア 全体的な状況 

 

大項目ごとの自己評価の詳細を見てみると、 

大項目Ⅱ「大学の教育研究等の質の向上」では、「やや未達成」が前年度は 8％（6 項目）だったのが 3％

（2 項目）と減り、「達成」が 12％（9 項目）から 30％（21 項目）へと増え、全体としてかなり改善された。

「やや未達成」と評価した 2 項目は、件数が中期計画目標数値に達していない連携大学院［最小項目 No28］

と、数が増えていない留学生の受入［最小項目 No51］に関してである。最終年度における向上努力が期待さ

れる。 

 大項目Ⅲ「業務運営の改善及び効率化」における「やや未達成」は、前年度は 4％（1 項目）だったのが 23

年度は無くなった。 

 大項目Ⅳ「財務内容の改善」では、「やや未達成」が前年度は 31％（5 項目）あったのが 23 年度は 6％（1

項目）とここでも改善された。「やや未達成」と評価した項目は、外部研究資金の獲得［最小項目 No110］

に関してである。これも、最終年度における向上努力が期待される。  

大項目Ⅴ「自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供」における「やや未達成」は、前年度は 25％（1

項目）だったのが 23 年度は無くなった。 

 大項目Ⅵ「その他業務運営に関する重要事項」は、前年度同様「やや未達成」は無く、すべて「概ね達成」

であった。 

 

 

イ 大項目ごとの状況 

(ｱ) 大学の教育研究等の質の向上に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は優れて順調 

 

【教 育】 

①  本学の教育目的は、「１．法人の概要」で記載したとおり、「人間、社会、自然の関係性を重視する 
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実学を創造し、地域に貢献する。」ことにある。この目標を達成するために、各学部・研究科は次のような

取組を行った。 

・ 保健福祉学部では、教育活動の主な成果として、看護学科の看護師・保健師・助産師の各国家試験、栄

養学科の管理栄養士の国家試験、保健福祉学科の社会福祉士の国家試験の合格率を中期計画の目標数値と

して設定している。今年度は、看護師及び助産師の合格率は目標値の 100%を達成し、保健師の合格率は

92.9％で初めて 95%を下回ったが目標数値 90%は上回っている。管理栄養士の合格率は 97.6％で過去最高

であった。社会福祉士の国家試験は全国の福祉系大学等 216 校中 6 位の合格率であり、目標値 80%を超え

る 81.8％を達成した。 

  また、次期中期計画において保健師教育については大学院博士前期課程で行うこと、幼稚園教諭１種免

許を取得できる課程を設けることを決定している。 

・ 情報工学部では、情報系科目について今年度から３学科共通の横断的教育プログラムを実施し、その効

果を確認するためのデータ収集を開始した。 

・ デザイン学部では、平成 22 年度に採択された文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」の「『デザ

イナーの卵』孵化推進教育プログラム」を精力的に取り組んだ。 

・ 大学院研究科博士後期課程では、学生の高度な論文発表能力・コミュニケーション能力の醸成を目的に

した学会や海外大学との合同セミナー等での研究発表を奨励した結果、実施件数が昨年度より増加してい

る。 

 

② 昨年度から検討している入学者受入方針と受験資格の整合性の改善策を各学部学科で実施し、栄養学科

で推薦入試に一般教科の口頭試問を導入するなどの改善を行った。 

 

③ 教育課程のうち、特に全学教育に関しては、全体を概観・統括し方向性を示す司令塔として全学教育研

究機構運営委員会を設置し、全学教育のあり方を検討し、東アジアの食文化を深く理解するための「韓国

食文化学」を平成 24 年度から開講することを決定した。 

また、英国国立バンガー大学の語学・文化研修に学生を参加させ、英会話力の向上、異文化理解の促進を

図った。 

 

④ 教育方法に関しては、教育前教育やオフィスアワー制度等を活用した少人数教育により、きめ細かな指

導を行った。また、社会のグローバル化に対応するため次期中期計画開始時からの中級英語の全学必修化、

入試成績順位と入学後の成績の相関分析、入試形態と入学後の成績に相関が見られた栄養学科における推

薦入試に一般教科の口頭試問の導入、シラバスの Web 公開などが改善結果として挙げられる。 

   

⑤ 成績評価に関しては、シラバスの内容を明確化するとともに、各学部学科において、個々の成績評価方

法を点検し、必要な改善を行った。 

 

⑥ 教職員の配置等では、今年度採用した教員 17 名はすべて公募によった。また、県の派遣職員が減少され

る中で事務局の円滑な組織運営を行うため、事務職のプロパー職員 3 名を採用した。 

 

⑦ 教育環境の整備では、語学センター、情報教育センター、附属図書館の利便性の向上等に取り組んだ。

また、デザイン学部では、文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」により、「ポートフォリオ連動型

電子カルテシステム」を構築した。 

 

⑧ 教育の質の改善では、今年度も評価委員会が中心となり、学生による授業評価アンケート、卒業時アン

ケート、及び教員による相互授業参観、全学ＦＤ研修会等に取り組んだ。その効果が授業評価アンケート

の結果に現れており、回答率及び評価の平均点ともに改善が見られた。 

 

⑨ 教員の個人評価については、これまでの試行から今年度は本格実施になり、個人評価調査書の提出は義

務となったが、休職者を除く全ての教員から提出された。 

 

【学生への支援】 

⑩ メンタル面の支援として、昨年度構築した修学継続をサポートするシステムを活用し、ＵＰＩ学生精神
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的健康調査結果等をカウンセラー間で情報共有し、より効果的な指導に努めた。また、各学部学科におい

ても、独自の支援体制を設けて、学生のサポートに力を入れた。 

 

⑪ 学生のキャリア形成支援として、大学及び各学部学科でインターンシップを積極的に推進した。今年度

は、総社市へのインターンシップでは、参加学生が同市に政策提言を行うなど、その内容も深まった。 

 

⑫ 学生の就職支援として、自己分析検査・就職模擬試験、就活バス運行を昨年度と同程度実施したほか、

Web で就職情報を提供するシステムの構築や就職ガイダンスの実施回数の増加、相談・指導体制を充実さ

せた。その結果、全学就職率は 95.0％と、景気低迷による雇用情勢の中で大健闘した。 

  特にデザイン学部の就職率が前年度の 77.6％から 93.1%へと上がっており、大学生の就業力育成支援事

業（1～3 年生対象）の効果が 4 年生にも波及したものと見られる。 

 

⑬ 日本での生活に不慣れな外国人留学生に対しては各種支援を充実させているが、留学生数は増加してい

ない。そこで、今後に向けて、教育研究活動委員会等で推進方策を協議し、その結果を第 2 期中期計画に

組み入れることにした。 

 

【研 究】 

⑭ 教員個人の研究者としての能力を高めるため、各学部学科とも、著書、論文、学会等の学外における研

究成果の発表に力を入れ、その件数が増えた。 

 

⑮ 連携大学院方式による研究活動として、倉敷中央病院の内科部長との糖尿病に関する共同研究が開始さ

れ、糖尿病に関する領域・研究プロジェクトの発展ならびに本学の糖尿病に関する研究拠点づくりに大き

く貢献した。 

 

【地域貢献】 

⑯ メディアコミュニケーション推進センターは当初の目的を達成したものとして今年度末に廃止したうえ

で、地域共同研究機構の機能強化のため、福祉・健康まちづくり推進センターを次年度に設置する準備を行

った。その活動目的を達成するために、同センターと協働する両備グループと包括協定を締結した。 

 

⑰ 認定看護師教育センターにおいて、第１期生として 25 名を受け入れ、勉学と勤務の両立の困難さや個人

的事情から１名退学、1 名休学したものの、23 名が今年度末に修了した。 

 

⑱ 保健福祉推進センターでは、看護師等の専門職を対象にした研究会を開催するとともに、晴れの国鬼ノ城

カレッジ、グラウンドゴルフ大会、一日保健福祉推進センターの開催（美咲町）などを実施し、地域の福祉

向上に寄与した。 

  

【産学官連携】 

⑲ 産学官連携の推進として、教員が企業等を訪問し、研究内容の紹介や技術相談等を行うアクティブラボ（出

前研究室）を積極的に行い、訪問企業数、訪問回数、参加教員数はいずれも前年度実績を上回った。 

 

⑳ 産学官連携推進センターが行っている提案型共同研究活動については、教員のマンパワー不足とコーディ

ネーターの交代、景気の先行き不安が影響して、実績件数（3 件）が頭打ちとなった。一方、ＯＰＵフォー

ラムは、シンポジウムや「地域の食」販売を新たに実施し、研究紹介を充実させて来場者にＰＲした。本年

度は、地域貢献を学内に再認識させることも目的にしていたので、学内参加者が例年に比し増加した。 

 

【国際交流】 

○21   国際交流協定については、新たに中国東北師範大学と締結し、締結大学数は中期計画目標件数の 7 件に

達した。また、保健福祉学部、デザイン学部においては、海外の学部間交流協定校や協定候補校との国際

交流も積極的に行われた。 

 

【大学間連携】 
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○22  大学間の連携・協力については、大学コンソーシアム岡山の「吉備創生カレッジ」への科目提供や、大

学教育充実のための戦略大学連携支援プログラム「岡山オルガノンの構築」におけるライブ講義・VOD 講

義を配信した。 

 

 

(ｲ) 業務運営の改善及び効率化に関する事項  

 

評 定   中期計画の進捗状況は優れて順調 

 

【運営体制の構築】 

① 第２期中期目標・計画における各部局の構想を部局長会議で８回にわたり審議し、次期経営方針につい

て全学的な共通認識が築かれた。 

 

② 地域に開かれた大学づくりを推進するため、大学の情報をマスメディア等の各種広報媒体を通じて積極

的に提供するとともに、ホームページをよりわかりやすくリニューアルし、併せて英語のページも設置し

た。 

 

③ 評価制度の活用等による業務運営の改善については、「推薦入試に係る受験資格と入学生の受入方針の

整合性の検討については、更なる努力が必要」という昨年度の県評価委員会の意見を受けて、入試委員会

等において検討し、必要な見直しを行った。 

 

【教育研究組織】 

④ 新たに設置した「全学教育研究機構運営委員会」により、カテゴリー幹事会と教授会の連携強化を図っ

た。 

 

【人事の適正化】 

 ⑤ 本年度より本格運用となった「教員の個人評価」は、その資料となる「個人評価調査書」を提出すべき

全教員が提出して、円滑に実施された。 

 

⑥ 教員採用に関しては、人事委員会で学長のリーダーシップのもとに、全学的視点及び中期計画の方針に

沿って教育研究分野を検討し、公募で 17 名 

 

（うち学内昇任 4 名）を採用し、適切な教員配置を行った。 

 

【事務等の効率化・合理化】 

⑦ 外部委託の活用として、各業務システムの開発・導入を専門業者への外部委託や情報系工学研究科の協

力を得て実施した。 

 

 

(ｳ) 財務内容の改善に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【自己収入の増加】 

① 外部資金の獲得に向け、学長メッセージや教員と学長の懇談会、社会活動委員会における各教員へ科学

研究費助成事業の申請・採択状況の報告等で更なる取組を促進したほか、科学研究費助成事業の未獲得教

員を対象にした学長による個別指導や学部独自の取組を行った。その結果、各学部学科とも申請件数、新

規申請率は前年度より上昇し、中期計画の目標数値に近づいた。一方、獲得件数は 51 件あり、初めて 50

件を上回った。 



 

9 

 

 

② 産学官連携の推進による外部研究資金の獲得については、受託研究は中期計画目標数値を達成したもの

の、景気の低迷等も影響し、共同研究、教育研究奨励寄附金において、獲得件数が前年を下回り、中期計

画目標数値に達しなかった。なお、上記 3 種類の外部研究資金に属さない研究資金が 5 件獲得されている。 

 

【資産の管理運用】 

③ 大学施設の有効活用について、体育施設の地域への貸付は前年度を大幅に上回った。 

 

【経費の抑制】 

④ 費用の節減、事務の合理化に関して、各業務システムの開発・導入を専門業者への外部委託や情報系工

学研究科の協力を得て実施した。 

 

⑤ 部局長会議でエネルギー使用量の周知、原発事故の影響による電力不足への懸念等で全学的に省エネル

ギーが徹底され、対前年比 96%のエネルギー使用量に抑えることができた。 

 

 

(ｴ) 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【評価の充実】 

 ① 教育研究業務の改善に資するため、評価委員会において各種取組を行い、定期的な点検・評価を行った。 

 

【情報公開】 

② 県民への説明責任を果たすため、特に入試情報、イベント情報等は、タイムリーかつ積極的にホームペ

ージ等で情報提供した。なお、ホームページについては、制作から３年以上が経過したことから、専門家

の提案をもとに、受験生や地域の方々によりわかりやすいものとなるよう構成や内容を見直し、リニュー

アルした。その際、英語のページも設置するとともに、今後の管理をしやすいようにＣＭＳを導入した。 

 

 

（ｵ) その他業務運営に関する重要事項 

 

評 定   中期計画の進捗状況は順調 

 

【施設設備の整備】 

 ① エネルギー関係の施設設備の更新ではエネルギー効率に配慮し、蛍光灯５０本をＬＥＤに交換した。 

 

【安全衛生管理】 

② 全学的な安全衛生管理体制の確立について、熱中症対策の周知や健康診断等の未受診者への受診勧

奨等を行うとともに、ＡＥＤ講習会を開催し、多くの教職員にＡＥＤの使い方を学ばせた。 
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（３）対処すべき課題 

 

 先ず、第１期中期計画の終局に近づいた本年度において、初年度からの大学改革の変遷を振り返ってみよ 

う。スタート時点の平成 19 年度には、十分慎重に法人化を立ち上げたように思う。それまでの公務員体質で 

何も悪くはないと考える多くの教員に、学長のリーダーシップによるトップマネジメントの強化という管理 

運営上の改革を浸透させるには、一定の時間が必要であった。初年度は最小評価項目の 57％が評点 2（年度 

計画やや未達成）であり、全体の評価も「中期計画の進捗は概ね順調」であった。 

その後、年度を経るに伴い、法人化のメリットである自主的、自律的な管理運営のやり方に大学全体が慣 

れ、社会経済上の変化のスピードに対応するには、それまでの教授会での意思決定法に比べて、法人化によ

る運営方針が効率性、迅速性及び適応性の点で優れていることが認識されるようになった。この点は、平成

20 年度以降全体の評価が「中期計画の進捗は順調」となり、また最小評価項目で評点 2 の割合が年度毎に順

次 27％、24％、10％と減少し、本年度には 3％になったことからも実証されている。 

 特に、平成 20年度にはリーマンショックから発生した世界同時不況が始まり、その後もその影響は続いて 

いる。また、岡山県は平成 20年 6月「財政危機宣言」を行い、県議会においても県立大学の運営費交付金に 

ついて議論があった。本学は、平成 21 年度から第１期中期計画終了時の平成 24 年度まで、運営費交付金の 

10％カットという厳しい県の措置を受け入れ、それにもかかわらず当初設定した中期計画をほぼ実現するよ 

うに努めてきた。残り１年となるこの時期において、上に述べたこれまでの成果は本学教職員の 5年間の努 

力の結果であると考える。 

 

次に、これまでの実績を踏まえ、第１期中期計画の残り１年及びその後の第２期中期計画において、対処 

すべき課題について述べる。 

  

① 少子化、グローバル化及び価値観多様化の現代社会において、本学が強い状態を持続するには、本学を 

構成する教員自身が強く生き延びることが必要である。教員が強いというのは、各自の教育研究活動に自

信をもっていることに他ならない。大学はそのために必要な方針や施策を定めているので、教員はそれに

基づいて（それを利用して）自由な活動をすることができる。自由な活動とは、全く何の束縛もない自由

を意味するものではなく、また大学の方針や施策が教員の自由を全く阻害するものでもないことは言うま

でもない。  

 

② 本学はこれまで、教育研究の基本理念に謳われているように、地域貢献活動の柱としてきた。特に第１期 

中期計画では、この実現に向けた取組を重点的に進めてきた。このことは、第２期中期計画においても続

けられることになるが、今後はさらに活動の場を拡げて、国際的に交流を深めることを目指すべきである。

そのことによって、本学が獲得している地域貢献の実績を海外に情報発信し、成果物を送り出すことがで

きよう。このことは、グローバル人材の育成とともに、本学が強く生き続けるために重要である。よって、

第２期中期計画にはこの取組が盛り込まれるべきである。 

 

③ 平成 20年度より本学は、CC 戦略（競争と協働の戦略）を大学の経営方針としてきたが、これまでの実績 

を見るとこの方針は成功しているように思う。①で述べた「強く生き延びる」ことを考えるとき、先ず競

争があり、そこで競うことと一方で協働することを同時に扱えるような多様な人材が 21世紀には求められ

る。したがって、この戦略は今後も重視されるべきである。 
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（注 記） 

１ 左枠外の番号は、最小項目の評価番号を記載している。 

 

２ 「実績状況欄」で他の最小項目の状況を参照する場合、該当箇所を年度計画の項目番号で示し、

最後に最小項目番号を追記している。 

例 Ｐ44、最小項目４５  Ⅱ - 1 - (2) – ウ - (ｴ)  ［NO.25］を参照 
年度計画項目番号         最小項目の評価番号 

 

３ 自己評価の評価点数が ２点・４点 又は ２２年度計画（計画された目標が同じ場合）の評価点

に対し、今回の評価点に変動があった場合、評価時の考え方を「実績状況欄」に記載している。 

例 Ｐ16、最小項目３ 

［評価時の観点］ 

社会福祉士国家試験の合格率を上げる指導を充実させ、その結果として全国第 6

位の成績を得た。    （＋1） 
自己評価を行った際の考え方  今回評価点数が 1点上がった。 

 

４ 「法人自己評価欄」の上段の数字は 23年度実績を自己評価した評価点数、下段の（ ）内の数

字は 22年度の自己評価点数を記載している。 
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３ 中期計画の各項目ごとの実施状況 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

「人間・社会・自然の関係性を重視する実学を創造し、地域に貢献する」という基

本理念のもと、高度な専門性と豊かな人間性を身に付けた人材を育成する。 

(1) 教育の成果に関する目標 

 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

ア 学士教育 

(ｱ) 保健福祉学部においては、高度で多様な能力を有し、地域社会における人々の

健康の増進と福祉の充実に貢献する人材を育成する。 

(ｲ) 情報工学部においては、情報技術を活用して、人間を中心に据えた社会の形成

に貢献できる技術者の育成を目指す。   

(ｳ) デザイン学部においては、あらゆる人間生活の場で、文化面での質を向上させ

る多様で社会化志向の強いデザイナーを育成する。 

イ 大学院教育 

(ｱ) 保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

保健・医療・福祉分野において、社会の要請に応えうる新しい知識や理論を

修得する教育研究を行い、優れた指導者、管理者、実践者等を育成する。 

【博士後期課程】 

人間の健康問題を生命・栄養・看護・福祉など多方面から科学的に解明する

とともに、これら諸分野の学術的な拠点を構築し、保健と福祉に関する諸問題

を解決できる高度な見識を備えた教育者、研究者を育成する。 

(ｲ) 情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

情報工学とその関連分野である電子、通信、機械工学等の高度な知識と、柔

軟な応用力をもつ技術者、研究者を育成する。 

【博士後期課程】 

専門分野の深化と統合に留まらず、これを未知の分野に応用し、新たな問題

発掘とその解決に指導的な役割を果たせる教育者、研究者、技術者を育成する。 

(ｳ) デザイン学研究科 

【修士課程】 

デザイン理論の深化によるデザイン学の確立を目指すとともに、多様化した

デザイン環境に対応するため、高度な専門的知識・能力・技術と総合的視野を

備えた指導的実務者、研究者としてのデザイナーを育成する。 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 Ⅱ 大学の教育研究等の質

の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上

に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

 １ 教育に関する目標を達

成するためとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ― 

 ア 現代社会の一員とし

て生きる基礎能力を養

う。 

ア フレッシュマン特別講義を

受講させ、本学の教育研究の

基本理念及び本学で教育を受

けるにあたっての指針を教示

するとともに、各分野の専門

家及び組織の管理運営の担当

者から、現代社会で生きる心

構えを学びとらせる。 

― ― 

 イ 専門性を修得させる

とともに、専門を起点

とする知識拡がりを把

握させる。 

イ 学部教育における専門科目

間の連携に重点を置き、専門

性の修得と専門を起点とする

知識の拡がりにつながるよう

な教育を目指す。 

― ― 

 ウ 創造力と統合力を修

得させる。 

ウ 創造力と統合力の修得を目

指し、卒業研究に重点をおい

た教育方法を検討する。 

― ― 

 エ コミュニケーション

能力と継続学習能力を

育成する。 

エ 実験、演習及び実習の科目

を中心に、コミュニケーショ

ン能力と継続学習能力の育成

を目指す。 

― ― 

 （１）教育の成果に関する

目標を達成するためと

るべき措置 

（１）教育の成果に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 ― 

 ア 学士教育 

所属学科・コース毎に

専門の学術を学ばせる

とともに、全学教育科目

との間で教育内容の連

携を図りながら、様々な

社会の要請に的確に対

応できる人材を育成す

る。 

ア  学士教育  ― 

 （ｱ）保健福祉学部   （ｱ）保健福祉学部  ― 

1 ① 看護学科 

・ ヒューマンケアリン

グが実践できる能力

を育成するための教

育を充実する。 

・ 地域社会に貢献でき

る看護師・保健師・助

① 看護学科 

・ 卒業時の看護実践能力 

の到達度調査を継続し、学内

演習、臨地実習における学習

方法を点検・改善する。 

  また、平成 22年度の調査

結果を考慮し、効果的に実

① 看護学科 
・ 昨年度までの調査結果
に基づき、調査用紙を正
確なデータが蓄積できる
ように改善したうえで、
卒業時の看護実践能力の
到達度調査を実施した。 
また、学内演習や臨地実

３ 
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

産師を育成するため

の教育を充実する。 

 

○ 国家試験の合格率 (％) 

看護師国家試験 

 現状 97 目標 100 

保健師国家試験 

 現状 87 目標  90 

助産師国家試験 

 現状 90 目標 100 

施する。 

・ 22年度の保健師・助産師・

看護師養成所指定規則変更

に伴うカリキュラムの見直

しを行うとともに、これら

の養成コースの将来的なあ

り方を検討する。 

  また看護師・保健師の統

合カリキュラムの見直しも

含め、学部レベルでの教育

の展望とその限界、大学院

レベルでの教育の展望とそ

の問題点について整理す

る。 

習における学習方法を検
討し、卒業時の到達レベル
の低い技術項目のレベル
アップを図った。 

・ 平成 22 年の保健師助産
師看護師法の改正、平成 2
3 年の保健師助産師看護
師学校養成所指定規則の
改正に基づき、平成 24年
度入学生から適用するカ
リキュラムを作成した。 

  看護師・助産師教育に
ついては学部 4 年間で、
保健師教育については大
学院博士前期課程で行う
こととした。 

・平成23年度国家試験合格率 

看護師国家試験100％

(100％)  

※合格者数／受験者数= 

41/4143/43人)   

保健師国家試験92.9％

(95.8％) 

※合格者数／受験者数= 

 39/42人(46/48人) 

助産師国家試験100％

(100％) 

※合格者数／受験者数= 

4/4人(4/4人) 

※（ ）内は、22年度実績 

2 ② 栄養学科 

・ ライフサイエンスの

理解を基本にして問

題発見・解決能力を持

つ管理栄養士を育成

するための教育を充

実する。 

・ 理論と実践の有機的

な連携及び一体化を

目指し、実践の場に則

した教育の充実を図

る。 

 

○ 国家試験の合格率

(％) 

管理栄養士国家試験 

現状  89 目標  95 

② 栄養学科 

・ 1年次生に対して、学部教

育に必要な化学と生物に関

する４教科の受講を奨励

し、受講の向上を図る。 

また、平成 23 年度の履修

状況等を踏まえ、４教科の必

修科目化も視野に入れて、履

修モデルの再構築を検討す

る。 

・ 臨地実習前に、現場指導

者等による特別講義を組み

込む。 

・ 国家試験対策として、模

試の斡旋と教員による個別

指導を行う。 

また、模擬試験の対象に

ついて、希望があれば 3年

生からの実施を検討する。 

②栄養学科 
・ 新入学生ガイダンスで、

学部教育に必要な化学と
生物に関する 4 教科を必
修科目と同様にとらえて
受講するよう新入生に促
した。 

  その結果、「化学の世
界」、「生物学の世界」、
「基礎生物学」は全員（4
3 名）が履修し、「基礎有
機化学」の受講生も 18名
と例年より高かった。 

・ 臨地実習前に、病院・
学校・市町の管理栄養士
を講師に招き、学生主体
のシンポジウムを開いて
相互の意見交換を行っ
た。 

・ 国家試験対策として、
業者模試 11回／年を斡旋
するとともに、４年生全
員を対象とした校内模試
を 6月に実施し、自主学
習の成果を卒論担当教員

４ 

（４） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

又は国家試験対策委員の
教員がチェックした。 
また、後期から始まる業

者模試への 3年生の参加
を検討したが、臨地実習期
間と重なったため、実施し
なかった。 

平成 23年度国家試験合格率 

管理栄養士   97.6％ 

         （95.7％） 

※合格者数／受験者数= 

41/42人(44/46人) 

※（ ）内は、22年度実績 

 

［評価時の観点］ 

管理栄養士の国家試験の合格

率を上げる指導を充実させ、そ

の結果として過去最高の結果を

得た。（±０） 

3 ③ 保健福祉学科 

・ 子育て支援コース及

び介護福祉コースを

設置し、社会福祉学を

基本にして少子高齢

社会に対応できる専

門職従事者の育成を

目指す。 

 

○ 国家試験の合格率

(％) 

社会福祉士国家試験 

現状  65 目標  80 

③ 保健福祉学科 

・ 学習動機・意欲の向上の

ため、学外の研究会、研修

会及びボランティア募集等

の情報を積極的に提供し参

加を奨励する。 

・ 国家試験対策として、学

生の自主勉強会を支援する

とともに、模試の斡旋と教

員による個別指導を行う。

また、国家試験関連の図書

を充実させる。 

・ より学生が履修しやすく

教育効果が高まるように、

授業科目の一部見直しを行

うとともに、授業科目間の

系統的な連携について検討

する。 

③保健福祉学科 
・ 学外の研究会、研修会
及びボランティア募集等
の情報を積極的に提供し
参加を奨励した。 

  学外の研究会・研修会
の情報提供 24件(39件) 

  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの情報提供 
 37件(25件) 

   学生の参加件数   
36件(52件） 

・ 社会福祉士国家試験対
策として、年2回の模試の
斡旋と教員による個別指
導を行った。 

また、学生の自主勉強
会に、学内の3つの演習室
を使わせた。 
さらに、次の通り国家試

験関連の情報を充実させ
た。 

   ・国家試験関連図書 
36 冊購入 

・専用掲示板を設置 
  ・メーリングリストを

活用した情報提供 
  ・国家試験対策に有用

な文献の紹介 
  ・学外の模試や対策講

座の情報提供 
   これらにより、4年生の
ほとんどが2つの模試の
内1つを受験した。 

なお、２つのライセン 
スを取得する予定の学生
には、1年次生から計画的

４ 

（３） 



 

- 16 - 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

に国家試験勉強ができる
体制づくりが必要であ
る。 

・平成 23年度国家試験合格率 

社 会 福 祉 士 81.8 ％

（78.6％） 
この合格率は、福祉系大 

学全国 216校中 6位。 
※合格者数／受験者数=  

45/55人(44/56人) 

※（ ）内は、22年度実績 

・ 平成 25年度以降のカリキ

ュラムについて、幼稚園教

諭免許を取得するための科

目を新設する案を作成し

た。また、それ以外の科目

についても、科目の新設・

廃止等を検討した。 

 

［評価時の観点］ 

 社会福祉士国家試験の合格率 

を上げる指導を充実させ、その 

結果として全国第 6位の成績を 

得た。（＋１） 

4 （ｲ）情報工学部 

科学技術の進展とグ

ローバル化、地域・社会

における産業・技術の動

向などを踏まえ、環境変

動に適切に対応できる

技術者を育成するため、

教育プログラムを整備

充実させる。 

（ｲ） 情報工学部 

教育プログラムがより充

実したものとなるよう、実施

状況を常に点検する。 

（ｲ）情報工学部 

情報系科目について今

年度より横断的教育プロ

グラムを実施し、3学科共

通講義を行った。また、そ

の効果、特に実験・演習科

目に与える効果を確認す

るためにデータの収集を

開始した。 

３ 

（３） 

5 （ｳ）デザイン学部では、

これからの時代と地

域の課題に対応した

新たな問題発見能力

と、創造的な問題解

決能力を有する有為

な人材を育成するた

め、実技教育、少人

数教育の充実など、

教育体系や指導方法

を整備充実させる。 

（ｳ）デザイン学部 

・ 平成 22年度に採択された

文部科学省「大学生の就業

力育成支援事業」を効果的

に進める。 

・ 基礎課程に重点をおいた

カリキュラム編成について

は、引き続き運営状況を見な

がら改善・修正を実施する。 

（ｳ） デザイン学部 

・ 大学生の就業力育成支

援事業の各取組について、

事後の学生評価より概ね

期待した効果が得られて

いることが確認できた。 

 「大学生の就業力育成支

援事業」の取組内容は次の

通り。 

 ・産学連携ＳＰＵ（6件） 

    企業等学外連携先

から有志学生が主体

的にテーマを得、課

題開発～企画提案に

取り組む活動。 

※ SPU=Small Project 

Unit 

・産学連携セミナー(22

件) 

４ 

（４） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

    デザインの現場で

活躍中の学外講師を

招聘し、講義やワー

クショップを開催。 

 ・キャリアガイダンス（ポ

ートフォリオ連動型電

子カルテ登録 156件） 

    学生自身による成

長確認・将来展望の

ために更新可能でモ

チベーションを高め

られるコミュニケー

ションツールとして

「ポートフォリオ連

動型電子カルテ」を

構築。その活用プロ

グラムとして、学生

が教員を訪ね主体性

をもって語るコミュ

ニケーション活動

「Walk to Talk!」を

開始。学生向けの説

明会を 4 回実施。 

・ 1年次開講の「フレッシ

ュマンセミナー」等の大

学教育への導入科目群の

授業に、学外講師を招く

等の見直しを実施した。

また、学生による高評価

を受けて、上述科目群に

関わるカリキュラム及び

シラバスの修正を決定し

た。 

 

［評価時の観点］ 

「大学生の就業力育成支援事

業」を計画どおり進め、特にコ

ミュニケーションツール「ポー

トフォリオ連動型電子カルテ」

を構築し、有効に活用した。 

（±０） 

－ イ 大学院教育 

学部教育との連携を

図りつつ、専門分野にお

いて、学際領域の研究を

行い、高度な知識と柔軟

な応用力をもち指導的

な役割を果たす技術者、

研究者を育成する。 

また、社会人・外国人

留学生等に対する教

育・研究の拡充を目指

イ 大学院教育  ― 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

す。 

― （ｱ）保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

（ｱ）保健福祉学研究科 

【博士前期課程】 

 ― 

6 ① 看護学専攻 

・ 臨床に密着した研究

方法の修得を目指す。 

・ 看護職のリカレント

教育の充実を図る。 

① 看護学専攻 

・ 論文作成及び説明能力の

向上を目的に、講座ごとの

ゼミナール定期開催や研究

に係る中間発表会を年 3～4

回開催する。 

・ 社会人学生が十分に研究

に取り組めるよう、引き続き

長期履修制度の活用や教育

方法の充実を図る。 

①看護学専攻 
・ 講座ごとのゼミナール定
期開催や研究に係る中間
発表会を年 2回開催し、研
究途上において指導教員
以外から示唆を与えるこ
とができ、論文作成と説明
能力の向上を図ることが
できた。 

・ 開講時間を土・日曜日
や夜間開講とし、社会人
学生が受講しやすい環境
に配慮した。また、院生
室の鍵・ロッカー等を整
備して夜間等に院生室を
利用できるようにすると
ともに、利用状況調査に
基づき統計ソフト（SPSS）
を充実した。 

なお、平成 23 年度の社

会人学生は 19 名(15 名)

で、その内、長期履修制度

適用者は 6名(3名)であっ

た。 

３ 
（３） 

7 ② 栄養学専攻 

・ 高度の能力が要求さ

れる栄養学分野に対

応できる人材の育成

を目指す。 

② 栄養学専攻 

・ 学術交流協定校（中国四

川大学、韓国ウソン大学校）

との連携事業（合同セミナ

ー等）において、学生に、

英語による口頭発表を奨励

し、研究発表能力の向上を

図る。 

また、修士論文の中間発表

会を開催し、研究途上におい

て指導教員以外から示唆を

得る機会を設ける。 

・ 他分野との交流等による

新しい栄養学分野の教育カ

リキュラムを開講する。 

②栄養学専攻 
・ 8月に韓国ウソン大学校

で開催された第 7 回合同
セミナーに、博士前期課
程院生 8 名が参加し、内 5
名が英語によるポスター
発表を行った。 

・ 11 月に修士論文の中間
発表会を開催し、修士論
文をまとめる途中の博士
前期課程の院生 9 名に対
し、異なる視点からの有
益な指導が行われた。学
生は、プレゼンテーショ
ンの機会を得ると同時
に、自身の研究の位置づ
けが理解できた。 

・ 博士前期課程において
平田敏彦名誉教授とのオ
ムニバスでスポーツ栄養
学を新規に開講し、スポ
ーツ工学と栄養学が融合
した研究領域について理
解を深めることができ
た。   
今後、大学院教育のみ

でなく、学部教育におい

４ 
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

ても「スポーツ栄養学」
を開講することが望まれ
る。 
 

［評価時の観点］ 
 合同セミナーにおける大学院 
生の英語による研究発表によ 
り、国際交流の学生参加、グロ 
ーバル人材育成の面で貢献し 
た。（＋１） 

8 ③ 保健福祉学専攻 

・ 臨床や現場における

諸問題を多面的な観

点から探索し、問題解

決能力を有する高度

な専門職従事者の育

成を目指す。 

③ 保健福祉学専攻 

・  教育指導において、高度

で広範な知識の習得を目的

に、学生が指導教員以外から

アドバイスを受けることが

できるよう、機会を積極的に

設ける。 

③保健福祉学専攻 

・ 8 月と 12 月の 2 回、修

士論文中間発表会を開催

し、院生が指導教員以外

の教員からアドバイスを

受けることにより、研究

を深めた。 

また、政策科学講座、

社会福祉支援科学講座、

保健福祉支援科学講座ご

とに、指導教員以外の教

員による指導を積極的に

行い、研究を深めた。 

３ 

（３） 

― 【博士後期課程】 【博士後期課程】   

9 ① 看護学領域 

・ 臨床が求める看護の

知を創造できる人材

の育成を目指す。 

・ 保健・医療の質の向

上に貢献できる看護

管理の専門家の育成

を目指す。 

① 看護学領域 

学会等における院生の研

究成果の発表を支援する。 

・ 大講座として、ゼミナー

ルや分野を越えての研究論

文の中間発表会を開催し、

学生の研究発表能力の向上

を図る。 

①看護学領域(大講座) 

・ 大講座として、ゼミナ

ールや分野を越えての研

究論文の中間発表会を年

2回開催し、学生の研究発

表能力の向上を図った。 

院生の学会発表件数は

次の通り。 

論文   20件 

国内学会 18件（ 8件） 

国際学会  2件（ 1件） 

※（ ）内は22年度実績 

４ 

（３） 

10 ② 分子栄養学領域及

び応用栄養学領域 

・ 国際的な先端研究を

遂行でき、栄養学分野

において指導的立場

に立つことのできる

教育者、研究者の育成

を目指す。 

② 分子栄養学領域及び応用

栄養学領域 

・ 院生による発表機会の支

援として、韓国ウソン大学

校と中国四川大学との間

の合同研究セミナーへの

参加及び Bioactive 

Okayama 2011 を開催する。 

・ 学外講師による特別講義

を開講し、幅広い知識の修

得を図る。 

②分子栄養学領域（大講座）

及び応用栄養学領域（大講

座） 

・ 韓国ウソン大学校で開

催された第７回合同セミ

ナーに、教員14名、博士

後期課程院生2名が参加

し、院生1名が口頭発表、

他の1名がポスター発表

をいずれも英語で行っ

た。 

なお、Bioactive 

Okayama 2011は、東日本

大震災のため中止した。 

４ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

・ 学外講師による特別講

義を次の通り開講し、病

態栄養学に繋がる基礎研

究の最前線と国内外の研

究所における研究の実際

についての知識ならびに

多くの情報を得ることが

できた。 

（特別講義の内容） 

H23.8.1 村上誠副参事 

（㈶東京都臨床医学総合

研究所、脂質代謝プロジ

ェクトリーダー） 

「メタボリックシンド

ロームの新展開：ホスホ

リパーゼA2による脂質

環境制御」 

H23.10.17 Dmitry 

Gerashchenko, M.D., 

Ph.D. (Harvard Medical 

School, Assistant 

Professor)  

“What is needed to 

conduct successful 

biomedical research at 

a university?” 

H23.11.22 陳紅兵教授

(南昌大学重点国家領

域食品科学研究所)

「食物アレルギーー

牛乳アレルゲンを中

心にして」 

H23.12.9 清水誠教授

（東京大学大学院農

学研究科）「トクホに

ついて」 

H23.12.14 海老原清教

授（愛媛大学農学部生

物資源学科）「非栄養

素の栄養学」 

 ・ 博士前期及び後期課程院

生の学会発表件数は次の

通り。 

論文      4件（ 1件） 

国内学会 22件（13件） 

国際学会 23件（ 9件） 

※ （ ）内は22年度実績 

 

［評価時の観点］ 

研究成果の発表の支援によ

り、学会での発表件数が増えた。

（＋１） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

11 ③ 保健福祉学領域 

・ 学際性・国際性・総

合力を兼ね備え、保健

福祉領域における学

術の継承と発展を担

う教育者、研究者の育

成を目指す。 

④  保健福祉学領域 

・ 学会等における院生の研

究成果の発表を支援する。 

③保健福祉学領域（大講座） 

・ 院生がより高度な論文

を発表できるように、積極

的に学会で口頭発表を行

うように指導した。 

学会発表によって、他大

学の研究者から貴重なコ

メントをいただき、論文発

表に対する院生の意欲が

高まった。 

院生の学会発表件数は

次の通り。 

論文発表  8 件（5 件） 

口頭発表  6 件（2 件） 

※（ ）内は 22 年度実績 

 

［評価時の観点］ 

論文発表の指導の成果により

発表件数が増加した。（＋１） 

４ 

（３） 

― （ｲ）情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

（ｲ）情報系工学研究科 

【博士前期課程】 

 ― 

12 技術者に求められる

対応領域の多様化と高

度化に適合できるよう

に、学士課程との間で教

育内容の連続性に留意

しつつ、教育プログラム

の展開を図る。 

平成 22年度に新設した人

間情報システム工学専攻の学

年進行が完成することから、

学生の学習研究活動及び教育

研究分野における教員の指導

体制に重点を置き、教育プロ

グラムの見直しを行う。 

・ 人間情報システム工学

専攻の教育プログラムの

見直しを行った。 

人間情報システム工学

専攻では定員を充足して

おらず、当該専攻のアドミ

ッションポリシーや教

育・研究内容の明確化等の

改善を図る必要がある。 
院生が参加したプロジ 

ェクトは次の通り。 
「未利用温排熱から高温
水蒸気を生成する吸着式蒸
気回生システムの研究開
発」NEDO 省エネルギー革新
技術開発事業 1 件 

「森と人が共生するＳ

ＭＡＲＴ工場モデル実証」

JST 科学技術総合推進事業 

1 件 

「防災と自給自足を目

指した臨海型スマートコ

ミュニティ」（社）新エネ

ルギー導入促進協議会 

次世代エネルギー技術実

証事業 1 件 

院生筆頭による学外発

表件数は次の通り。 

論文       4件（  3件） 

国際会議   9件（  5件） 

全国大会  56件（ 41件） 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

中四国大会 59件（101 件） 

 ( )内は 22 年度実績 

― 【博士後期課程】 【博士後期課程】  ― 

13 情報技術を多様な分

野に展開できる人材育

成を図るために、教育の

内容・方法・実施体制等

の見直しを行う。 

これまでどおり各種プロジ 

ェクトに大学院生を参加さ

せ、学術論文や国際会議等で

の研究成果発表等を奨励、支

援する。 

 

 

院生が参加したプロジェ 
クトは次の通り。 

「人を引き込む身体性メ
ディア場の生成・制御技術」
(2 名) JST 戦略的創造研究
推進事業 

 
・ 院生筆頭による学外発表

件数は次の通り。 
論文       6件（ 5件） 
国際会議   4件（ 2件） 
全国大会   8件（11件） 
中四国大会 2件（ 3件） 

 ( )内は 22 年度実績 

３ 

（３） 
 

― （ｳ）デザイン学研究科 

【修士課程】 

（ｳ）デザイン学研究科 

【修士課程】 

 ― 

14 高度な能力を備えた

デザイナーを育成する

ため、学部に準じて研究

科の機構改革を行うと

ともに、将来に向けての

博士課程新設も研究す

る。 

平成 22年度に改組（新設）

したデザイン工学専攻及び造

形デザイン学専攻の学年進行

が完成することから、教育プ

ログラムの見直しを行う。 

・ 研究科担当教員による
研究指導と関連する科目
（特別研究）の関係を明
確にし、研究指導補助教
員が特別研究を指導しや
すくする内規を作り、そ
の実施にあたった。その
結果、研究指導補助教員
が担当する特別研究の実
績が 3件あった。 

今後は特別研究の担当

実績を有する研究指導補

助教員を研究指導員とす

る資格認定審査を実施

し、学生のテーマ選択の

多様化に対応できる研究

指導体制の拡充を図る必

要がある。 

３ 
（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（２）教育内容等に関する目標 

  

中 

 

期 

 

目 

 

標 

 ア 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

    全学及び各学部・学科並びに大学院各研究科・専攻における入学者受入方針を明確化する

とともに、それに対応した入学者選抜試験を実施する。 

  イ 教育課程 

     学士課程では、全学教育科目と学部教育科目の間で教育内容の連携を図りながら、時代と

社会の様々な要請に的確に対応できる能力を育成する。 

     大学院課程では、学士課程との連携を保ちながら専攻分野に関する広範な専門知識の研究

指導を行い、高度な専門職に従事する人材、研究者を育成する。 

  ウ 教育方法                                           

     学士課程では、専門教育への準備不足の対応としての高大接続教育、入学前教育及び全学

教育を充実するなど、授業の理解度を深め、豊かな人間性を培う教育方法を工夫する。 

     大学院課程では、広い視野に立って、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要す

る人材を養成する観点から、教育目的と修了生像を明確にした研究指導を行う。  

  エ 成績評価 

      学生の学修効果を高めるため、成績評価基準の一層の明確化と厳格な成績評価に取り組 

む。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）教育内容等に関する

目標を達成するため

とるべき措置 

（２）教育内容等に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

  ― 

15 ア 入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシ

ー） 

全学及び各学部・学

科並びに大学院各研究

科・専攻における「ど

のような学生を求める

のか」を明記した入学

者受入方針を明示する

ことで、本学を志願す

る学生にわかりやすく

情報提供する。 

また、求める資質の

入学者を適切に選抜す

るため、入学者選抜試

験の見直し・改善を図

る。 

ア 入学者の修学状況やこれ

までの入学者選抜試験の実

施状況を点検し、必要に応

じて改善を行う。 

ア 改善内容は次の通り。 

  ・看護学科 

    前述の法及び規則の改正に

基づき、平成 24年度入学生か

ら適用するカリキュラムの作

成を行うとともに、入学者受

入方針も検討した結果、現行

を維持することとした。 

  ・栄養学科 

      学力を担保しないことによ

り、授業内容を理解できない

学生が出やすくなる可能性が

これまでに示されているの

で、23 年度より推薦入試に一

般教科の口頭試問を導入し

た。なお、その導入にあたっ

て、本学を志願する学生への

情報提供のために高校訪問を

行った。 

・保健福祉学科 

   本学科の志願者動向及び他

の福祉系の公立大学のセンタ

ー試験利用科目をもとに、平

成 25年度以降のセンター試験

利用科目を、従来の 5 教科 6

科目から 3 教科 3 科目に変更

することとした。 

  ３ 
（２） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

  ・情報工学部 

   高等学校における「数学」

及び「物理」の基礎知識とそ

の理解の必要性を提起するた

めに、入学者受入方針に数学

と理科に関する記述を追記し

た。 

  ・デザイン学部 

入学者受入方針を一部改訂

し、力点を置くべき科目や素養

について具体的に示した。 

 

［評価時の観点］ 

各学部学科とも、入学者受入方

針及び入学者選抜試験を改善し

た。その効果は、今後の結果によ

り判断すべきである。（＋１） 

― イ 教育課程 イ 教育課程   

16 （ｱ）全学教育研究機構 

（全学教育の全学的な 

実施組織）が主体とな 

って、全学教育の充実 

を図る。 

（ｱ）全学教育の問題点につい

て、平成 22 年度に聴取し

た意見（課題）を集約する

とともに、今後の全学教育

研究機構のあり方等を検

討する。 

（ｱ） 本学の全学教育全体を概

観・統括し方向性を示す司

令塔として、10月末に「全

学教育研究機構運営委員

会」（構成員 3 名、適宜開

催）を設置し、全学教育の

あり方を検討した。 

３ 

（３） 

17 （ｲ）学生の入学前におけ 

る学習歴の多様化に伴 

い、高大接続教育を意 

図した教育課程の編成 

を行う。 

（ｲ）入学前の学習歴の多様化

に対応できるように、授業

科目の内容及び編成につ

いて点検・見直しを行う。 

（ｲ） 授業科目の内容及び編成
の点検・見直しを行ったの
は次の通り。 

・看護学科 
平成 24年度入学生から適

用するカリキュラムを作成
した際に、入学前の学習歴
の多様化に対応できるよう
に、授業科目の内容及び編
成を検討した。 

・保健福祉学科 
1 月に点検し、平成 25 年

度入学生からの適用を目指
し、24 年度に再度検討し必
要な対応をとることにし
た。 

・情報工学部 

3 学科とも、例年どおり

12 月と 2 月に点検・見直し

を実施した。 

３ 
（３）  

18 （ｳ）全学教育科目と学部 

教育科目との間で教育 

内容の連携を図りなが 

ら、様々な時代的・社 

会的要請に的確に対応 

できる能力を育成する 

（ｳ） 全学教育課程について、

実施状況等を点検し、必

要に応じてカリキュラム

の見直しを行う。 

（ｳ） 全学教育課程について点

検・見直しを行ったのは、

次の通り。 

   ・ 東アジアの食文化を深

く理解し、国際的な視点

にたって物事を考えるこ

４ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

ように、教育課程の再 

編成について検討す 

る。 

とができる学生を育成す

るため、平成 24年度から

「学部教育への準備」の

カテゴリーに「韓国食文

化学」を新たに設置する

ことにした。授業は韓国

ウソン大学校において集

中で行われる。 

・ 人間力のあるバランス

のとれた人材を社会に送

り出すため、全学教育の

カリキュラムで手薄な文

系の科目の配置が今後の

課題である。 

 

［評価時の観点］ 

新設科目「韓国食文化学」の韓

国で集中授業を行う計画はグロー

バル人材育成に寄与する。（＋１） 

19 （ｴ）英会話等実践的英語 

力の向上を目指す。ま 

た、東アジア圏の大学 

と交流を進めているこ 

とから、東アジア圏の 

外国語教育にも重点を 

置く。 

（ｴ） 外国の大学との語学文

化研修へ学生の参加を勧

誘し、語学力を高める。 

（ｴ） 英国国立バンガー大学の

語学・文化研修に 8名の学

生が参加し、英会話力を向

上させた。 

参加した学生は、文化の

違いを認識できて他国のこ

とを知ると共に、日本の独

自性を発見できた。また、

国際教養講座のスピーカー

ズコーナーに自ら参加する

など積極性が出てきた。 

 

［評価時の観点］ 

４年振りに海外の語学・文化研

修が実施された。（＋１） 

４ 

（３） 

― （ｵ）社会の要請に配慮し 

ながら教員免許取得

のための教育課程の

開設について検討す

る。 

― 
 

※ 教員免許取得のための 

教育課程については、平成

19年度に栄養学科で開設

済。 

今後、社会や教育環境の変

化に応じて、本学に必要性が

生じた場合に対応する。 

― ― 

― （ｶ）大学院課程では、学 

士課程との連携を保ち 

ながら、専攻分野の深 

化を図るとともに、幅 

広い領域に対する問題 

の提起と解決能力を養 

うため、教育課程の再 

― 
 

※ 大学院における教育課程

については、平成 21 年度に

再編（新専攻設置）済 

― ― 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

編成について検討す 

る。 

― ウ 教育方法 ウ 教育方法  ― 

22 （ｱ） 全学教育では、価 

値の多様性の理解、

学問の体系性や総合

性の認識、課題探求

に必要な基礎知識 

とその活用法の修得、 

実践的な情報処理能 

力と外国語基礎能力 

の修得、専門基礎知識 

の修得を重視して、授 

業科目を７つのカテ 

ゴリーに区分して、 

講義、演習、実技の授 

業形態により、全学生 

に統一して実施する。 

（ｱ） ７つのカテゴリーにより

進めてきた全学教育の成果

を検証し、次期中期計画に

向けて、その方向性を検討

する。 

（ｱ） 社会のグローバル化に対

する各学部の英語力強化

の要望に応えるため、次期

中期計画開始時からの中

級英語の全学必修化を検

討した。 

 

３ 

（３） 

23 （ｲ） 学生の入学前に 

おける学習歴の多様

化に対応できるよう

に、教育方法の見直

しを行う。 

（ｲ） 各学科では、入試成績

順位と入学後の学科科目

得点の相関表により、必

要な科目について分析を

行い、その結果に基づき

改善策を提案する。 

（ｲ）分析結果は次の通り。 
 ・看護学科 
      学生の入学後の主要科

目の成績について分析し
たが、推薦入試と一般入試
による学生の入学後の成
績に差は見られなかった。 

・栄養学科 
   入試形態別に、入学後の

すべての必修学部教育講
義科目の平均点を 4 ラン
クに分け、各ランクの人数
を調べたところ、小論文と
面接のみの推薦入試では
Ｄ評価（科目平均点が 60
点以下）の者の割合が 10%
と、他の入試形態（0-4%）
と比べて悪かった。この結
果から、学力を担保しない
推薦入試は、授業内容を理
解できない学生が出やす
くなる可能性が示唆され
たので、23 年度より推薦
入試に一般教科の口頭試
問を導入した。その効果を
検証することが今後の課
題である。 

・保健福祉学科 
   学生の入学後の成績に

ついて分析したところ、推
薦入試と一般入試による
学生の入学後の成績に差
は見られなかった。 

 ・情報工学部 
   ３学科とも同じ統計的

４ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

分析手法で、各入試区分毎
に入学時と入学後の成績
の関係を解析した。いずれ
の学科においても、成績順
位に有意な関係は見られ
なかった。 

 ・デザイン工学科 
    入試対策委員会を設け

て、入試形態別に入学後の
成績相関などを調査した
結果、相関が見られなかっ
た。 

 ・造形デザイン学科 

 入試成績順位と入学後

の学科科目得点には相関

が見られなかった。 

 
［評価時の観点］ 

入試成績と入学後の学科科目成

績の相関を、各学科とも入試区分

毎に初めて調査した。その結果、

栄養学科は推薦入試に改善を行

い、他の学科では入試区分による

入学後の成績に有意な差は見られ

ないことがわかった。（＋１） 

24 （ｳ） 特別選抜合格者に 

対する入学前教育の充 

実について検討する。 

（ｳ） 入学前教育は、各学部

学科の特色及びこれまで

の実績を踏まえて実施す

る。 

特に、大学教育への準

備として、特別選抜合格

者に必要な内容を入学前

教育プログラムに反映す

る。 

（ｳ）大学教育への準備として行

った内容は次の通り。 

・看護学科 

  基礎学力（英語）の充実

と思考力の深化を図るた

めに、英語の精読を 2 回行

った。また、4 年次生の卒

業論文発表会への参加を

促し、看護や研究に触れる

機会を設けた。 

・栄養学科 

生化学や栄養学、食品学

といった基礎科目の理解

を助けるため、高校学習レ

ベルの化学を 4 回実施し

た。演習形式を取り入れる

とともに、最終回には課題

を出して自宅で学習させ、

その添削を郵送で行った。 

・保健福祉学科 

  福祉専門職にとって不

可欠な哲学や理念につい

て教育するため、「大学で

の学び」に係る講義を行っ

た。      

また、東日本大震災に関

するビデオ等をもとに発

表を課すとともに、教員と

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

入学生との懇談の機会を

設けた。     

・情報工学部 

  推薦入試による入学予

定者に対して、基礎科目で

ある英語及び数学の入学

前授業を実施した。第１回

授業（12 月実施）では入学

までの学習の重要性を説

明し、英語と数学のレポー

ト課題を呈示した。第２回

授業（2 月実施）では、第

１回で呈示した課題の理

解度を確認した。 

     ・デザイン工学科 

 特別入試合格者を対象

に、英語による授業、レン

ダリングなど、大学教育と

連動した入学前教育を実

施した。 

・造形デザイン学科 

「大学で学ぶこと」につ

いてのオリエンテーショ

ン、自己ＰＲの 3分間プレ

ゼンテーション、「チャー

ルズ・イームズ」のＤＶＤ

を見させてレポート課題

を与え添削、小論文「私に

とってのデザイン」の事前

課題を実施した。 

25 （ｳ） 教員とのコミュ 

ニケーションによ

り、授業の理解度を

深めるとともに、豊

かな人間性を培うオ

フィスアワー制度な

どの少人数指導体制

を充実する。 

（ｴ） オフィスアワー制度等を

活用し、教員と学生のコミ

ュニケーションを深めると

ともに、学生の授業習熟と

人間性醸成に努める。 

（ｴ） オフィスアワー制度の教
員に助教を加えるため、教
育研究活動委員会で必要な
要領改正を行った。 

  オフィスアワー等、少人数 
教育の実績は次の通り。 

 ・看護学科 
   卒業研究に関する質問

や助言、大学生活に関する
悩みや進路等の相談、講
義・演習などの疑問解決等
のために、オフィスアワー
制度が利用された。 

   また、小グループ（4～7
名）による学内演習と臨地
実習を継続し、習熟度に合
わせた指導を行った。 

・栄養学科 
   オリエンテーションの

際に 1～3 年次生には 4 月
中にアドバイザー教員を
訪問するよう指導した。 

   1～2 年次生について
は、研修旅行においてアド

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

バイザーミーティングを
実施した。 

 ・保健福祉学科 
   少人数教育によって、入

門ゼミ（1 年生）、基礎ゼ
ミ(2 年生)、専門ゼミ(3
年生)、研究ゼミ(4 年生)
を実施し、教員と学生のコ
ミュニケーションを深め
るとともに、きめ細やかな
福祉教育を行った。 

   また、教員間で教育目
的・目標の共有を行うとと
もに、今後のゼミナールの
あり方について検討した。 

  ・情報工学部 
    3 学科ともオフィスアワ

ーを設け、年間延 1084 名
の学生の相談にのった。 

・デザイン学部  
     オフィスアワー制度と 

並行して実施される担任 
制度等の活用を図ること 
で、学生に対する様々なコ 
ミュニケーションの機会 
を準備し、学生の能動的で 
積極的な対応を促した。 
 また、「大学生の就業力 
育成支援事業」の一環とし 
て「Walk to Talk!」を実 
施し、教員と学生のコミュ 
ニケーションを促進した。 

― （ｵ）単位制度の実質化を 

図るため、履修登録で 

きる年間の単位数の 

上限を学科ごとに設 

定する。 

 

○ 履修登録できる年

間の単位数の設定 

現状７学科（１年次のみ） 

目標 全学科（全学年） 

― 

 

※ 年間に履修できる単位

数（上限）については、平

成 19 年度に設定済 

― ― 

（３） 

27 （ｶ）学士課程におけるシ 

ラバスを毎年見直して 

充実を図るとともに、 

大学院課程における各 

授業科目のシラバスを 

作成する。 

（ｶ） 平成 23 年度からシラバ

スのＷeb 公開を行う。シ

ラバス作成に当たって

は、教育の内容等を考慮

し、点検・改善に努める。 

また、22年度に検討した

シラバスのＷeb公開方法

に基づき、システムの構築

を行う。 

※ 大学院授業のシラバ

ス作成は、平成 19 年度

（ｶ）平成22年度に検討したシラ

バスのＷeb公開方法に基づ

き、シラバス作成システムを

構築し、平成24年4月からシラ

バスをＷeb公開した。 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

実施済 

28 （ｷ）教育研究の充実と社 

会のニーズを的確に 

把握するため、学外の 

公的試験研究機関や 

民間の研究所の施 

設・設備と人的資源 

を活用する連携大学 

院方式の推進等に取 

り組む。 

 

○ 連携大学院方式の協

定書締結件数 

Ｈ18年度     6件 

目標(最終年度) 8 件 

（ｷ） 連携大学院方式の実績

を点検し、その効果及び

必要性を検証する。 

（ｷ）検証結果は、次の通り。 

・栄養学専攻 

   平成 23 年 9 月に保健福

祉学研究科長ならびに栄

養学専攻長が中国学園大

学に赴き、これまでの連

携大学院方式の実績につ

いて総括した。両大学院

の教育の充実に大きく貢

献したことを確認し、今

後とも継続することの必

要性を合意した。 

   学生のニーズに対応で

きるようにさらなる連携

大学院教員枠の拡大が課

題である。 

・情報系工学研究科 

       博士前期課程の学生 2

名が、岡山県工業技術セ

ンターの研修学生受入制

度に応募し、同センター

職員の助言を得ながら研

究課題に取り組んだ。引

き続き連携大学院のさら

なる活用推進を図る。 

 

［評価時の観点］ 

 前年度からの進展が見られな 

い。（±０） 

２ 

（２） 

29 （ｸ）大学院の各研究科、 

専攻の学生への研究

指導体制の見直し

を、全学的視点で行

う。 

（ｸ） 長期履修制度の運用状

況を点検し、指導方法や

指導体制の改善に資す

る。 

（ｸ）平成 23 年度では、9 名（4

名）の長期履修を許可し、適

正な指導を行った。 

保健福祉学研究科  

8 名（2名） 

情報系工学研究科 

 1 名（2 名） 

デザイン学研究科 

 0 名（0 名） 

※（ ）内は 22 年度実績 

３ 

（３）  

―   エ 成績評価 エ 成績評価   

30 （ｱ）シラバスに掲載する 

各授業科目の到達目標 

と成績評価の内容をい 

っそう明確にする。 

（ｱ） シラバスの作成に当た

っては、授業科目の到達目

標と成績評価がより明確

になるよう努める。 

（ｱ）シラバスの作成に当たって

は、個々の授業において授業

科目の到達目標と成績評価

がより明確になるよう努め

た。 

３ 

（３） 

31 （ｴ） 学内外の実習・演 

習を含めて達成度を

明らかにし、厳格な

（ｲ） これまで、各学部学科

において整備・改善を行

ってきた個々の成績評価

（ｲ）成績評価方法の実施状況は

次の通り。 

・看護学科 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

成績評価、修了認定

を行うとともに、成

績評価分析を行う。 

方法により評価を行うと

ともに、実施状況を常に

点検し、より充実したも

のとする。 

平成 23年度に見直しを

予定するものは、 

・情報工学部 

現行の成績評価システ

ムに係るこれまでの運用

状況を点検し、見直しを行

う。 

  年次的推移を明らかに 

する目的で、卒業時看護技 

術到達度を継続して調査 

した。 

・栄養学科 

  臨地実習報告会におけ

る現場指導者と教員によ

る実習達成度の評価、及び

公聴会（研究発表）の学生

のプレゼンテーションに

おける達成度の評価を今

年度も実施した。 

また、平成 22年度入学

生より導入した栄養教諭

課程の学生の履修カルテ

による自己評価も実施し

た。 

・保健福祉学科 

  社会福祉士の実習に関

しては、従来の実習評価に

加え、学生及び施設・機関

の実習指導者が、自らの実

習あるいは実習指導を振

り返るための自己評価票

を導入した。 

  介護福祉士の実習の評

価に関しては、評価の視点

及び基準に関する内規を

作成した。 

  社会福祉士、介護福祉

士、保育士の実習履修要件

に関する規定を明確にし、

より適切な基準で実習が

行えるようにした。   

・情報工学部 

  設定した 3 学科横断的

教育プログラムが実験・演

習科目に与える効果を確

認するためのデータ収集

を開始した。 

・デザイン学部 

  全国レベルの展覧会や

コンペに応募して、デザイ

ン工学科で 13件、造形デ

ザイン学科で 12件の顕彰

を受けた。特に学部連携事

業として取り組んだ第 6

回「金の卵 学校選抜オー

ルスターデザインショー

ケース」展では、全国学生

作品 49点中、当学の学生

が 5点の選考を得て、指導
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

成果の検証が確認できた。 

こうした他大学、他学生

との競合により、教員始め

学生も自らの作品レベル

を検証することで、更なる

モチベーション向上に繋

がった。  

  また、大学生の就業力育

成支援事業として実施し

ている学外セミナーやＳ

ＰＵ等において学生評価

アンケートを実施し、就業

力向上の評価分析を行っ

た。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

（３）教育の実施体制等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

 ア 教職員の配置等 

     学生に質の高い教育を実施し、教育目標を効果的に達成するため、適切な教職員配置と

専門性の向上に努める。 

  イ 教育環境の整備 

     学生の学修効果を高めるため自習環境、附属図書館機能等の教育環境の整備・充実を図

る。 

  ウ 教育の質の改善 

        学生に質の高い教育を提供するため、授業内容、授業方法等の改善に資する研修、研究

を組織的に行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （３）教育の実施体制等に関

する目標を達成するた

めとるべき措置 

（３）教育の実施体制等に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

― ア 教職員の配置等 ア 教職員の配置等  ― 

32 （ｱ）本学の教育目標に則

して、新たな学問の展

開や社会状況に対応

できるように、適切な

教員の配置に努める。 

（ｱ）人事委員会において、

適正な教員配置に努め

る。 

（ｱ）人事委員会において、適

正な教員配置に努めた。 
  教員選考規程に基づき教 
員選考（公募）を行った。  

17 名（13名） 

※（ ）内は 22 年度実績 

３ 

（３） 

33 （ｲ）職員は、適材適所の

人事方針により、在任

期間の延長、経験者の

配属を図るとともに、

研修参加を促し、専門

性の向上を図る。 

（ｲ）事務職員の適材適所配

置及び専門性向上を目的

に、職員の各種研修参加

を奨励する。 

（ｲ）事務職員の各種研修参加

を奨励した。 

  ・新規採用職員研修 

  ・公立大学職員セミナー 

・公立大学法人会計セミナ

ー 

３ 

（３）  

34 （ｳ）大学業務全般に精通

している専門職員の

採用を検討する。 

（ｳ） 組織運営を円滑に進め

るため、採用するポスト

の検討を行い、適切な人

材の確保に努める。 

（ｳ）事務組織の運営を円滑に

進めるため、適切な人材

の確保に努めた。 

事務職員採用試験を実

施し、 3 名採用した。

（H22：2 名） 

 

［評価時の観点］ 

適切な人材確保は、事務組織

の円滑な機能にとって不可欠

（±０） 

４ 

（４） 

― イ 教育環境の整備 

 

イ 教育環境の整備  ― 

35 （ｱ） 語学センターでは、 

学内ＬＡＮを利用した

英語の自主学習ソフト

の利用促進と、貸し出

し用教材の充実を図る

（ｱ） 語学センターでは、引

き続きＣＡＬＬ教室の施

設・設備のトラブル防止

に努めるとともに、さら

に貸出用教材の充実とそ

（ｱ）語学センターの環境整備
は次の通り。 
＜教材の充実＞ 
・英語の多読本を収集 
・TOEIC IP テストの問題

集を購入 

３ 
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

など、学生が使える英

語を習得できるよう支

援体制の一層の充実を

図る。また、学内で定

期的に実施しているＴ

ＯＥＩＣＩＰテストの

広報に努める。 

の利用のための講座等を

随時開催し、学生の語学

学習を支援する。 

・韓国語の教材・資料を
収集 

・日本語検定に関する教
材を収集 

＜講座の開催等＞ 
・国際教養講座  
11月 5日(土)開催 
第 1 部：スピーカーズ
コーナー  

 参加者数 40名(43名)、
うち発表者 11名（10名） 

 第 2部：講演会 
 参加者数 21名（28名） 
・カルチャー・ランゲー 

ジ・テーブル 
4 回開催、参加人数 
56 名 

・ニューズレターの発行  
 10月・3月 

＜語学検定試験の受験者数＞ 
・ＴＯＥＩＣ受験者数 

36 名(54 名) 
・日本語検定試験団体受

験者数  61名（30名） 

※（ ）内は 22 年度実績 

36 （ｲ）情報教育センターで 

は、学生の情報活用能力 

の向上を図るため、学生 

の自主学習や教員の教 

育活動の支援体制の充 

実を図る。 

また、パーソナルコン

ピュータの活用面で語

学センターと相互協力

する等、両センターの運

営効率化について検討

する。 

（ｲ） 情報教育センターで

は、「情報システム運

用・管理規程」に基づき、

学内情報の管理及び学

内ネットワークのトラ

ブル防止に努める。 

また，語学センターと

協調の下、平成 23 年 9

月にリース契約が終了

する情報処理演習室教

育用計算機システムの

更新を行う。 

（ｲ）情報教育センターの環境

整備は次の通り。 

  ・学内の複数のシステムの

ID,パスワードの統合に

向けて、Ldapマネージャ

を導入。 

・平成 22 年度に導入した

システム機器のファー

ムウエアを更新。 

また，語学センターと協

調の下、授業時間外の演習

室の開放日を増やすとと

もに、平成 23 年 9 月にリ

ース契約が終了した情報

処理演習室教育用計算機

システムの更新を行った。 

＜具体的内容＞ 

・授業時間外の演習室の

開放 

開放日数 142日（120 日） 

利用者数 

延 15,671 名（13,073 名） 

※（ ）内は 22 年度実績 

・利用者増加に備えＰＣ4

台を増設し、計 110台を

整備。 

・カード認証システム、復

元・展開システムを導

入。その結果、不注意に

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

よるＰＣ内ソフトの変

更防止や学生のＰＣ利

用が丁寧になった。 

 ＜課題＞ 

・教室のやりくりにより後

期から週 5日の開放が可

能となったが、年間を通

じての開放日の増加と

開放時間の延長が学生

から要望されている。 

37 （ｳ）附属図書館では、開 

館時間の延長や土曜日 

開館を継続・充実して 

図書貸出数の増加を図 

るとともに、岡山県内 

の図書館間相互貸借シ 

ステムへの参加、蔵書 

の充実等により利便性 

の向上に努める。 

 

○ 図書貸出冊数（年間） 

現状（Ｈ18年度）23,000 冊 

目標（最終年度）25,000 冊 

（ｳ） 附属図書館では、学術
情報の充実と利便性の
向上に努める。 
・ 医学関連分野の文献

検索データベース「メ
ディカルオンライン」
を導入する。 

・ 学術情報の利用指導
に対応できる組織体制
の構築を目指し、教職
員の役割分担を明確化
する。 

・ 図書館Ｗebの改訂に

より、学術情報への適

切なナビゲーション

を図る。 

（ｳ）附属図書館では、以下の
とおり学術情報の充実と
利便性の向上に努めた。 
・ 医学関連分野の文献検

索データベース「メディ
カルオンライン」を導入
し、その「メディカルオ
ンライン」から、月平均
323 件の文献ダウンロー
ド実績があった。 

・ 図書館職員による図書
館利用教育についての
ガイダンスにより、学生
の利用促進が図られた。 
岡山県看護協会から

の依頼により、認定看護
師教育課程履修生（本学
24 名、山陽学園 25 名)
に対し文献検索・文献購
読の指導を、また認定看
護管理者制度セカンド
レベル教育として認定
看護管理者 (38 名)に対
し、情報検索・収集の指
導を、指導担当教員を図
書館職員が補助する形
で行い、認定看護師の学
術情報の利用技術の向
上に貢献した。 

・ 図書館Ｗeb について、
プルダウン方式への変
更やクイックリンク集
の作成により、学術情報
の検索が容易になった。 

・ 図書貸し出し冊数（年
間 21, 299 冊 （23,714
冊） 

※（ ）内は 22 年度実績 

３ 
（３） 

38 （ｴ）デザイン学部では、 

時代に即応したメディ 

ア機器やネットワーク 

環境を整備する。 

（ｴ） デザイン学部では、平

成 22 年度に更新された

学内ネットワークシステ

ムの仕様環境を把握し、

文部科学省「大学の就業

力支援事業（22 年度採

（ｴ）デザイン学部では、文部

科学省「大学の就業力育成

支援事業」で「ポートフォ

リオ連動型電子カルテ」シ

ステムを構築した。当シス

テムと「Walk to Talk!」

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

択）」で計画する「ポー

トフォリオ連動型電子カ

ルテ」システム構築や学

部棟内の無線ＬＡＮ運用

を開始する。 

がスムーズな連携が図れ

るよう、学生ワークルーム

の機器整備等を行い、入

力・閲覧の環境改善を行っ

た。 

また、平成 22年度に更新 

された学内ネットワーク

システムの仕様を把握し

たところ、学生認証システ

ムの問題が顕在化したた

め、当初計画していた無線

ＬＡＮの運用は見合わせ

た。 

この他に通常業務とし

て、ウイルス感染ＰＣの駆

除や学外遠隔授業のサポ

ート、学生アカウント情報

の配付等を行い、学部ネッ

トワークを正常に稼働さ

せた。 

― ウ 教育の質の改善 ウ 教育の質の改善   

39-1 （ｱ）本学の教育、研究、

地域･社会貢献及び管

理運営に関する評価

等の総括を行う評価

委員会が、自己点検の

企画と実施に当たる。 

（ｱ）「教育の質の改善」の

ための各種取組を支援

するとともに、その実

施状況について、評価

委員会が中心となり、

常に点検を行う。 

（ｱ）評価委員会の各部会が中

心となり、以下の各種取組

を行い、評価委員会をほぼ

毎月開催してそれらの実

施状況を点検した。 

・授業評価アンケート 

・卒業時アンケート 

・相互授業参観 

・授業改善事例の収集 

・全学ＦＤ研修会 

・外部研修会への参加 

 

［評価時の観点］ 

評価委員会の各部会の活動 

は、それぞれの使命を着実に果

たし、下記(ｲ)～(ｵ)の成果を上

げている。（±０） 

４ 

（４） 

39-2 ― 

※平成 23 年度計画なし。 

― ― 

（３） 

40 （ｲ）評価委員会が中心と

なり、学生による授業

評価を活用しながら

教育内容及び授業方

法の改善の取組を推

進する。 

（ｲ） 平成 22年度に実施方

法の見直しを行った授

業評価アンケートの実

務の効率化を図る。 

（ｲ）授業評価アンケートの結

果は平成 23 年度も良好で

あった。 

全学科目のアンケート項

目に、所属学部等の情報を

加えるなどして、学部間で

の特性の違いを調査するこ

とが、今後の検討課題であ

る。 

 ・Ｈ23 年度前期 

４ 

（４） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

実施科目   

376教科（370教科） 

実施率    

98.4%（96.6%） 

※ 被評価延教科目数/授

業評価対象延教科 

共通 6項目評価  

4.06±0.42 

          (4.02±044)   

※ 5 点満点の平均値±標

準偏差 

・Ｈ23年度後期 

実施科目  

347 教科（324教科） 

実施率      

97.5%（93.9%） 

※ 被評価延教科目数/授

業評価対象延教科目数 

共通 6項目評価 

4.07±0.42 

      (4.05±0.43) 

※ 5 点満点の平均値±標

準偏差 

※（ ）内は 22 年度実績 

 

［評価時の観点］ 

アンケート実施率及び評価結 

果の平均値、標準偏差とも前年

度よりさらに改善している。 

（±０） 

41 （ｳ）学内教員相互の授業

参観や新任教員に対

する研修会等を行う

ＦＤ（Faculty 

Development）活動に

より、教員の教育技術

水準の向上を目指す。 

（ｳ） 相互授業参観の実施方

法を改善するとともに、

授業改善やキャリア教

育をテーマに、学外講師

による研修会を開催す

る。 

（ｳ）相互授業参観 

  平成 22年度に集約した 

意見を参考に、授業参観の 

実施方法を改善した。 

[改善点] 

・各学科において、参加

率向上のための取組を行

う。 

・参観レポートに公開者

のコメント欄を設け、参

観者と公開者の双方向の

コミュニケーションを図

る。 

・期間を延長し、公開・

参観の機会を拡大する。 

（授業公開率） 

保健福祉学部  

98%（78％） 

情報工学部    

93%（90％） 

デザイン学部  

92%（85％） 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

（参加率） 

保健福祉学部  

43%（54％） 

情報工学部   

59%（71％） 

デザイン学部  

64%（57％） 

全学ＦＤ研修会 

  [第 1回研修会] 

    日時：平成 23 年 9 月

22 日(木) 

13:00～15:00 

     会場：8201講義室 

     講演：キャリアと就職

についての地殻

変動 

   講師：(株)クオリテ

ィ・オブ・ライ

フ代表取締役社

長 原 正紀 氏 

   参加者：66名(40名) 

 （総括） 

今年度より、キャリ

ア教育を教員研修プロ

グラムに追加した。採

用側の視点で現代の学

生資質を学ぶと同時

に、教員側からも学生

のキャリア形成支援の

必要性が確認できた。 

  [第 2回研修会及び授業参観

意見交換会] 

  日時：平成 23年 11月 7 

日(月) 13:00～15:35 

   会場：学生会館 2階喫茶 

  第 1 部  13:00～14:25 

講演：最近の大学生気

質とメンタルヘ

ルス支援 

  講師：岡山大学保健管

理センター教授 

大西勝先生 

  参加者：62 名(46 名) 

  第 2 部  14:40～15:35 

   参加者：57名(46名)  

※（ ）内は 22 年度実績 

（総括） 

   メンタルヘルスの観点

から、現代の学生資質を

学ぶと同時に、教員側か

らも様々な障害に対する

支援や指導の必要性が確
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

認できた。 

         メンタルヘルスについ

ては、障害を持つ学生へ

のより専門的な支援と同

時に、教育の現場での対

応などについて、研修を

継続する必要性が高い。 

42 （ｴ）教員の個人評価は、

教育・研究・社会貢献

活動の適切な評価方

法・評価基準を定めて

実施する。 

（ｴ） 平成 22年度に策定し

た「教員の個人評価」の

実施要項に基づき、適正

な運用に努めるととも

に、実施状況を点検し、

今後の改善に資する。 

（ｴ）「教員の個人評価実施要

項」に基づく教員の個人

評価を本格実施し、平成

24年 3月の評価委員会で、

実施状況を点検した。 

評価結果として、Ａ判

定 17 名、Ｂ判定 128名、

Ｃ判定 12名であった。な

お、休職者を除いて全て

の教員から個人評価調査

書の提出があった。 

 

［評価時の観点］ 

本学の教員の個人評価の目的

（全学的な教育研究の活性化）

が十分浸透し、適切に運用され

ている。（±０） 

４ 

（４） 

43 （ｵ）教員の個人評価等を 

有機的かつ積極的に利 

活用するとともに、評 

価結果を適切にフィー 

ドバックして、教員の 

教育についての取組を 

強化する。 

（ｵ） 平成 22年度に策定し

た「教員の個人評価」の

実施要項に基づき、適正

な運用を行うとともに、

評価結果の効果的な活用

に努める。 

（ｵ）平成 24 年 3 月の評価委
員会で承認した「教員の個
人評価の結果」を学内専用
ホームページに公開する
とともに、「教員の個人評
価 学科・職位グループ別
評価結果一覧」を各教員に
フィードバックし、教員の
教育研究活動の活性化を
促した。 

      なお、Ａ判定となった教

員への研究費支援、Ｃ判定

となった教員への改善の

ための学長との面談は、平

成 24 年度に実施する。 

３ 

（３） 
 

― （ｶ）教育年報を毎年発行

し、本学の教育活動の

成果を集約し、各種評

価のための資料を提

供するとともに、次年

度に向けた教育の質

の改善の指針を提示

する。 

    ― 

 

※ 教育年報については、

現行の編集方針（平成 22

年度に大幅見直し）に基

づき継続的に発行する。 

― ― 

（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

キャンパス・マネージャー（学生企画提言委員）の意見等を生かしながら、学生が有意義な大学

生活を送れるよう学生の学習、生活、就職、経済面等に対する支援の充実を図る。 

（１）学習支援、生活支援、就職支援等に関する目標 

中期 

目標 

利用者である学生の視点に立って、学生の自主的な学習活動や課外活動を支援するほか、

生活相談、健康管理、就職対策等に係る支援体制の充実を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

― ２ 学生への支援に関す

る目標を達成するため

とるべき措置 

２ 学生への支援に関する目標

を達成するためとるべき措置 

  

― （１）学習支援、生活支

援、就職支援等に関

する目標を達成する

ためとるべき措置 

（１）学習支援、生活支援、就

職支援等に関する目標を達

成するためとるべき措置 

  

45 ア 教員が学生のため

に訪問時間帯を設け

て研究室に待機し、

授業等の疑問点や個

人的な悩みなどの相

談を受けるオフィス

アワー制度、学生毎

にアドバイザー教員

を決め進路や学業な

どの相談を受けるア

ドバイザー制度、心

配ごとや悩みを専門

のカウンセラーが聞

く「ほっとルーム（学

生相談室）」及び保

健室の専門の職員が

応じる健康管理体制

などの充実を図り、

自主学習及び生活・

進路相談における指

導体制を強化する。 

ア オフィスアワー制度等を

活用し、学生の自主学習支援

や生活・進路上の問題解決に

努める。 

また、メンタル面等におけ

る支援が必要な学生の早期

把握に努め、各学科の教員や

学生相談室カウンセラー、非

常勤精神科校医等との連携

を図り、迅速かつ適切な対応

に努める。 

ア ＜オフィスアワー制度の活用
例＞ 

  ・看護学科 
   ※ Ⅱ-１-(2)-ウ-(ｴ)［NO.2

5］を参照。 
  ・栄養学科 
  定期的に開催される学科会 
議にて、支援を必要とする学 
生の状況（授業への出席、半 
期毎の単位取得状況）を全教 
員が把握し、アドバイザー制 
度のもとで、組織的支援を行 
ういことにより、きめ細かな 
指導が可能となった。 

    個人面談は基本的にアドバ 
イザーの教員が行うが、教務委
員、学科長が同席することもあ
り、場合によっては、さらに保
護者を含めた三者面談へと進
めることにより、早期の問題解
決に努力した。 
・保健福祉学科 

    オフィスアワー制度や学 
年担任制度を活用し、学生支
援に努めた。 

    特に注意が必要な学生に 
ついては、学生の希望も加 
味しながら窓口教員を決め 
ることにより、きめ細かい対 
応が可能となった。 

    ただ、自ら問題を訴え出な 
い学生については、対応が後 
手に回ることがあった。 

  ・情報工学部 
   各教科での質問や学習方 

法の個別指導の仕組みとし 
てオフィスアワー制度を実 

４ 
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

施した。 
   また、各学年でアドバイザ

ーグループを設け、学生生活
や科目履修状況などにおける
相談や個別指導を行った。 
・デザイン学部 

   支援が必要な学生への組織
的な取組を行うために、学科
の学生生活支援委員会が中心
となって、学生の出席状況等
の情報交換を行い、支援を必
要とする学生の確認や情報交
換等を敏速に行える体制づく
りを開始した。 

 
＜メンタル面の支援＞ 
メンタル面等における支援 

が必要な学生の早期把握のた
め、４月の健康診断時にＵＰＩ
学生精神的健康調査を実施す
るとともに、修学継続等をサポ
ートするシステム（22 年度構
築）を利用し、ＵＰＩ学生精神
的健康調査結果の迅速な活用
及びカウンセラー間の情報共
有を図り、より効果的な指導を
実施した。 

   また、学科ごとに新入生を対
象としたオリエンテーション
を開催し、大学生活への早期適
応及び学生間の連帯感、学生と
教員の信頼関係の高揚を図っ
た。 

   各学科の具体的な取組は次
の通り。 
・看護学科 

   メンタル面等の支援のため
に、（教員 3～4 名に対し、学
生 6～7 名/学年の）ガイダン
スグループ制度を利用してお
り、実習でのつまずきや欠席
が目立つ学生においては、教
員間で情報交換し、ガイダン
ス教員と科目担当教員を中心
に、学生や家族等に対応した。
また、新入生には、オリエン
テーションキャンプで、この
ガイダンスグループ制度の周
知を図るとともに、グループ
メンバーと教員の交流を図っ
た。 
・栄養学科 

   メンタル面の支援が必要な
学生の早期把握のために、学
科会議の必須議題として「学
生の状況」を取り上げ討議し
た。支援が必要な学生に対し
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

ては、アドバイザー教員を中
心に学科長、相談室カウンセ
ラーの同席の上、個人面談を
行い、早期の問題解決を図っ
た。 

    ・保健福祉学科 
     学年担任制を明確化する

とともに、毎月の学科会議で
学生の動向について討議し、
問題の早期発見と教員間で
の問題意識の共有に努めた。
さらには学生や保護者への
個人面談を行った。 

   学年担当教員が個人相談を
行うとともに、学内カウンセ
ラーを紹介することによっ
て、若干の変化が見られる学
生もいた。しかし、家族問題
や経済的問題を抱えている学
生など、学内だけでは対応で
きない事例も存在する。 
・情報工学部 

情報通信工学科では、教員
が気付いた学生の問題行動に
関して文書化し、学科長、教
務専門委員、学生生活専門委
員、学生相談室で情報を共有
した。 

  情報システム工学科では、
メンタルケアが必要と思われ
る学生に、「ほっとルーム（学
生相談室）」での相談を勧め
た。 

  スポーツシステム工学科で
は、メンタルケアの必要があ
る学生に対し、一人の教員が
対応するのではなく、教育研
究分野を単位とする複数の教
員によるアドバイザーグルー
プで問題を共有して対応し
た。 
・デザイン学部 

   「要修学指導学生支援制度」
を継続して実施した。 

   なお、個々の事例について
検討を行った結果、次のよう
な取組の必要性が高いという
結論に至った。 

   メンタル面等において支 
援が必要な学生の早期把握 
と適切な対応。 
支援の必要な学生に対し 

て、学科の学生生活支援委員
やクラス担任、各コースの教
員を中心とする組織的・継続
的な対応とその周知。 

   アフターケア（学内カウン
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

セラーによる教員への指

導・レクチャー） 

 
［評価時の観点］ 

メンタル面の支援として、全学的

にＵＰＩ学生精神的健康調査を実

施し、迅速かつ効果的に対応を行う

とともに、各学科ともきめ細かいサ

ポートを実施した。（＋１） 

46 イ インターンシップ

による学生のキャリ

ア形成を支援するた

め、学内の「インタ

ーンシップ推進会

議」の活動を充実す

る。また、「大学コ

ンソーシアム岡山」

におけるキャリア教

育も活用する。 

イ インターンシップの意義、

重要性等について学生への

周知を図るとともに、インタ

ーンシップへの参加を希望

する学生の主体的な取組を

支援する。 

 

また、学部学科が個別に行

うインターンシップにおい

て、新たに見直し・強化を図

るものは次のとおり。 

・保健福祉学科 

課外実習機会の提供に

ついて、病院以外の施設に

も対象を広げる。 

・デザイン学部 

インターンシップへの

参加を希望する学生に対

して、学生の主体的な取り

組みを支援するため、就職

支援委員会を就業力支援

委員会と改め、組織的な支

援を実施する。また、「大

学生の就業力育成支援事

業」と協調を図る。 

イ 年度当初にインターンシップ
説明会を開催するなど、インタ
ーンシップの意義、重要性等に
ついて学生へ周知を図った。 

 インターンシップ説明会 
  開催日：4月 27日（水） 
  参加学生：45名 
  NPO法人 WIL のインターンシ 
ップ実績 
参加学生 25名（25名） 

    総社市インターンシップ実績 
   参加学生 23名（19 名） 

※（ ）内は 22 年度実績 
総社市によるインターンシッ

プでは、23名の参加学生が体験
に基づき市の施策や行政に関す
る提言を行い、その発表内容に
より市より表彰を受けた。 
 

・ 学部学科が個別に行うイン
ターンシップにおいて、次の
通り新たな見直し、強化を図
った。 
・看護学科 
  年度始めのガイダンス時
に、インターンシップの説
明を行い、病院等における
インターンシップに 7 名が
参加した。 

 ・保健福祉学科 
病院等における課外実 

習の機会提供を行い、3名
の学生が病院で課外実習
を行った。 

・情報工学部 
     情報通信工学科：「イン 

ターンシップ」への受講を 
年度初めのオリエンテー 
ション時に 3年次生にア 
ピールした結果、38名が 
受講登録した。 

（実際の参加者は 10名） 
     そのうち 8名について、 

10 月 18 日（金）に報告会
を実施した。 

     情報システム工学科：

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

「インターンシップ」への
受講登録は 33 名であった
が、実際の参加者は 10名で
あった。1 月 26 日に報告会
を実施した。 
スポーツシステム工学 

科：約 20名の学生がインタ
ーンシップに参加し、11 月
に実習報告会を実施した。  

・デザイン学部 
実際の職場体験を踏まえ

て、キャリア意識の向上を
図るため、各学科コース毎
に独自のインターンシップ
（企業実習）を企画し、実
施した。 

コース名    参加人数 
プロダクトデザイン 15名 
建築デザイン     3名 
グラフィック＋   27名 

IT コンテンツデザイン 
セラミックデザイン  4名 
テキスタイルデザイン 3名 

  また、総合的産学協同授 
業として、2・3 年を対象に 
出前型のインターンシップ 
を実施した。 

(8 月 3 日～9 月 19 日 (株)

東海理化) 

47 ウ 県内企業の学内説

明会の実施、就職資

料室の県内企業コー

ナーでの情報提供な

どにより、県内就職

を希望する学生が就

職活動を効果的に展

開できるよう充実を

図る。   

 

○ 卒業生の就職率(%) 

現状       93 

目標(最終年度) 97 

※ 就職率＝就職者数

／就職希望者数 

ウ 就職支援専門委員会にお

いて、雇用情勢や学生のニー

ズを踏まえ、就職活動の効果

的な支援について検討し、対

策を講じる。 

・ 学生のニーズにあった各

種就職ガイダンスやセミ

ナーをその時季に合わせ

て開催するとともに、自己

分析検査や就職模擬試験、

大都市部での合同企業説

明会への就活バスの運行

を行うなど、学生の主体的

な就職活動を支援する。 

・ 求人情報等の就職情報を

学生が効率的に収集、活用

できるよう、Ｗeb等によ

る情報提供の充実を図る。 

・ 相談が集中する時期（12

～3月）における就職相談

員の相談日を、週 2日から

3 日とし、指導体制を強化

する。 

ウ 就職支援専門委員会におい

て、学生がより効率的・効果的

に就職情報を収集・活用できる

よう、Web 上で就職情報を提供

するシステムを学生の意見も

踏まえて検討し、導入した。 

・ 学生のニーズに合わせて、外

部講師による面接講座を新た

に行うなど、各種ガイダンスを

開催するとともに、自己分析検

査、就職模擬試験を実施した。

また、大阪で行われる大規模な

合同企業説明会へ就活バスを

運行した。 

・就職ガイダンス 

実施回数 10 回（9 回） 

・自己分析検査・就職模擬試験

等 

自己分析検査 2 回（2 回） 

就職模擬試験 3 回（3 回） 

   自己分析検査については、 

検査結果の解説講座も実施 

・就活バス運行 

運行回数 1回 2 台 

（2回各 1台） 

４ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

 

各学部・研究科では、就職

支援セミナー、卒業生を招い

た就職ガイダンス及びワー

クショップ等、個々の特色に

応じた支援活動を行うとと

もに、その実施内容を点検す

る。 

平成 23 年度に新たに見直

し・強化を行う業務は次のと

おり。 

・保健福祉学科 

就職情報メーリングリ

ストの運用を強化し、より

効果的なものとする。 

・デザイン学部 

22年度に採択された文

部科学省支援プログラム

「大学生の就業力育成支

援事業」と連携を図りつ

つ、これまでに取り組んで

きた「ポートフォリオ展」

や卒業生・外部講師を招い

た「就活トークショー」を

充実する。 

岡山市街地において、サ

テライトギャラリーを学

生が主体的に運営し、地域

へのアピール活動を行う。 

※（ ）内は 22 年度実績 

・ 求人情報等就職情報の Web上

での提供を開始するとともに、

ホームページの就職関係ペー

ジを増設し、情報提供の充実を

図った。 

・ 新たにおかやま若者就職支援

センターの相談員に出張相談

（週１日）を依頼し、就職相談

員による相談日を週 2日から週

3 日（夏季休暇中は 2日）とし、

模擬試験やエントリーシート

の書き方等の個別指導を行う

など相談・指導体制の強化・充

実を図った。 

 相談件数  

延 528件（延 526 件） 

 

 各学部・研究科では、就職支

援セミナー、卒業生を招いた就

職ガイダンス及びワークショ

ップ等、個々の特色に応じた支

援活動を行うとともに、その実

施内容を点検した。 

・看護学科 

  卒業生を招いた就職ガイ

ダンスの見直しを行い、対象

を 4 年生だけでなく、3 年生

にも拡大して開催した。ま

た、卒業生とのフリートーク

の時間を設けるなど、新たな

試みを実施して、学生の就職

支援を強化した。 

・栄養学科   

全学年を対象に卒業生を

招いた就職支援セミナーを

開催するとともに、新たに、

公務員への採用が内定した 4

年生と低学年生との懇談の

場を設け、就職試験対策につ

いて指導した。 

・保健福祉学科 

就職情報メーリングリス

トの運用を強化し、就職情報

を学生にスピーディーに伝

えた。 

特に公務員志望の学生に

対しては、卒業生の動向等を

加味しながら本学科の学生

に適した公務員の種類や試

験対策について指導した。 

・情報工学部 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

   平成 24 年度卒業・修了予

定者を対象として、2 月に情

報工学部合同企業説明会を

実施し、参加企業数は SEO関

係 23 社、その他 14社、計 37

社（35 社）、参加学生数は

60 名であった。 

   学生の職業・キャリア意識 

を向上させるため、学部授業 

の一環としてインターンシ 

ップを実施した。各学科の 

参加学生数は以下の通り。 

情報通信学科  9名 

情報ｼｽﾃﾑ工学科 10 名 

ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ工学科 19名 

・デザイン学部 

  学生のキャリア意識向上

（大学生の就業力育成支援

事業）と就職活動への支援を

目的に以下の事業を実施し

た。 

また、岡山市街地に設けて

いるサテライトギャラリー

を学生が主体的に運営し、地

域へのＰＲ活動を行った。 

・特別講演会 

 開催日：2月 18日(土) 

テーマ：「グローバル企業が

求める人材」 

 講師：鑓田重彦氏（LVMH 

モエヘネシールイビト

ジャパン(株) 

・シンポジウム「女子の力」 

 開催日：10月 22 日(土) 

 内容：3名の女性ﾊﾟﾈﾗｰ 

・ポートフォリオセミナーⅠ・

Ⅱ 

開催日：7月 19 日～22日 

      10月 20日～25日 

・ポートフォリオ展 

開催時期：7 月、10月 

・「ポートフォリオ連動型電子

カルテ」システムの構築 

・「ミーティングフロア nest」

の整備 

・「Walk to TalK!」の実施 

        

・平成 23 年度卒業生の就職率

は、次の通り。 

（学部生の就職率） 

保健福祉  

 98.4％（95.0％） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 

評価 

   情報工学  

 91.8％（93.3％） 

     デザイン  

 93.1％（77.6％） 

   学部全体   

 95.0％（90.4％） 

 （院生の就職率） 

保健福祉  

90.0％（66.7％） 

   情報工学  

 96.8％（90.5％） 

     デザイン  

77.8％（100％） 

    院全体 

   93.9％（90.3％） 

※（ ）内は 22 年度実績 

 

［評価時の観点］ 

全学的及び学部学科別の対応が

効果を上げ、厳しい社会状況にかか

わらず、前年度より就職率が向上し

た。（＋１） 

48 エ 学生が単なる就職

活動に止まらず、幅

広い人間形成や職業

観などを身につける

ように、教員はカリ

キュラム全体を通じ

てキャリア形成支援

に努める。 

エ 幅広い人間形成や職業

観などを身につけること

を目的に、これまでどおり

フレッシュマンセミナー

や全学講義等において、コ

ミュニケーション及びキ

ャリア教育をテーマとし

た講義を企画する。 

エ フレッシュマン特別講義の
１コマに「全学講義」を取り入
れ、次の講義を行った。 
講 師：東京大学 

 玄田有史 教授 
題 目：希望のチカラ 

 実施日：平成 23 年 5 月 27 日
（金） 

  

デザイン学部では、就業力

育成支援事業を軸にカリキュ

ラム以外に学外講師による講

演等の取組も実施した。 

３ 
（３） 



 

- 48 - 

 

 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

（２）経済的支援に関する目標 

中期 

目標 

学資が十分でない学生に対して、学業に専念できるよう経済的な支援の充実を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）経済的支援に関する

目標を達成するためと

るべき措置 

（２）経済的支援に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 ― 

49 学資等が十分でなく

就学が困難な学生につ

いては、授業料減免制

度の活用、各種奨学金

の斡旋などにより支援

する。 

授業料減免及び各種奨学金

制度について、説明会の開催や

ホームページ等への掲載によ

り周知を図り、制度の活用、斡

旋による経済的支援を行う。 

授業料減免及び各種奨学
金制度について周知すると
ともに、授業料の減免及び奨
学金の斡旋等による経済的
支援を次の通り行った。 
・授業料の減免 

減免実績 延 155人 
(延 162人) 

・日本学生支援機構奨学金 
定期採用者数 102人(113人) 
応募者数   120人(116人) 

※（ ）内は 22 年度実績 

３ 
（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

２ 学生への支援に関する目標 

（３）留学生に対する配慮に関する目標 

中期 

目標 

国際社会に開かれた大学として、外国人留学生の受入を進めるほか、各種支援の充実に努

める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （３）留学生に対する配慮

に関する目標を達成

するためとるべき措

置 

（３）留学生に対する配慮に関す

る目標を達成するためとる

べき措置 

 ― 

50 ア 外国人留学生に対

しては、奨学金制度の

調査・情報提供、自転

車の無償貸与や在留

許可更新手続きなど

の支援、少人数の学生

を教員が担任し、学習

面等について指導助

言を行うチューター

制度などによる支援

の充実を図る。 

ア 日本での生活に不慣れな留

学生に対し、これまでどおり、

学習や生活面での支援を行

う。 

平成 22年度に設置したホ

ームページの留学生向けコー

ナーは、定期的に点検・改善

を図り、より効果的なものと

する。 

また、附属図書館では、留

学生の日本語修得を支援す

るため、関連図書の整備を図

る。 

ア 学内掲示板やホームペー

ジの留学生向けコーナー等

を通じて、奨学金や授業料

減免制度、外国人留学生向

けの就職説明会等の各種情

報提供を行った。 

 なお、奨学金については各 

種制度の周知を図るととも 

に、留学生の状況を考慮して 

選考・推薦を行った。 

奨学金支給実績 

 受給者数 3人( 9 人)、 

留学生数 7人(12人） 

  ※研究生は含まない。 

※（ ）内は 22 年度実績 

また、附属図書館では、

留学生の日本語修得を支援

するため、関連図書 15冊を

購入した。 

３ 

（３） 

51 イ 保健福祉学部にお

いては、留学生の積極

的な受入（編入学を含

む。）体制を構築する。 

イ これまでの留学生受入に

ついて、教育研究での効果等

を点検するとともに、全学的

に、今後の交流における課

題・方針を検討する。 

イ 平成 23年度における留学
生は、大学院生 7名(8 名)、
学部学生 0名（4名）であっ
た。 
※（ ）内は 22 年度実績 
今後に向けて、教育研究活

動委員会及び国際交流実施
専門委員会において全学的
な推進方策を協議した。得
られた方策は、第 2 期中期
計画に組み入れられること
とした。 
 

［評価時の観点］ 
従来以上に積極的な国際交流

事業を行うことにより、留学生が
増加することを第 2期中期計画に
掲げる。（±０） 

２ 

（２） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

中期 

目標 

ア 教員自らの研究水準を高め、研究成果を国内的及び国際的に広く発信する。 

イ 地域の課題や社会の要請に的確に応えるため、県民福祉の増進、文化の向上、産業の

発展、地域振興等に寄与する調査研究活動に取り組む。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３  研究に関する目標を

達成するためとるべき

措置 

３ 研究に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 ― 

― （１）研究水準及び研究の

成果等に関する目標

を達成するためとる

べき措置 

（１）研究水準及び研究の成果

等に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ― 

52 ア 研究者としての教

員の水準向上 

教員が、学部学生や

大学院生の教育及び

研究指導を行うには、

研究者として十分な

能力を備えることが

前提であるので、各々

の専門分野における

国内及び海外の場で

研究成果を積極的に

発表する。その成果を

もとに、学内での競争

原理を効果的に適用

して教員のレベル向

上を図る。 

ア 教員個人の研究者として

の能力を高めるために、学外

において研究成果を積極的

に発表する。 

 

平成23年度の各学部学科

の目標は次のとおり。 

・看護学科 

専門分野の学会発表と

学術論文の総件数につい

て、22年度実績の維持を

目指す。 

・栄養学科 

学術論文の発表総件数

について、年間 50件以上

を目指す。 

・保健福祉学科 

専門分野または教育内

容に適合した研究業績

（紀要を除く）の発表件

数について、30 件（教員

27 名）以上を目指す。 

・情報工学部 
専門分野での学術論文

の発表件数について 40
件、また、国際会議論文
の発表件数について 22年
度実績の維持を目指す。 

・デザイン学部 

専門分野または研究内

容に応じて、学術論文投

稿、学術講演、作品展及び

公募展応募の発表件数総

ア 教員個人の研究者として

の能力を高めるために、学外

において研究成果を積極的

に発表した。 

・看護学科 

学術論文  33件（36件） 

専門分野での学会発表  

85件（58件） 

・栄養学科  

著書       10件（14 件） 

論文       42件（35 件） 

国際学会   75件（47 件） 

国内会議  125件(118 件) 

・保健福祉学科 

著書        6件（4件） 

論文       32件（25 件） 

作品        4件（4件） 

・情報工学部 

著書        6件（6件） 

論文       62件（38 件） 

国際会議発表 

51 件(51 件) 

国内会議発表    

203件（232 件） 

・デザイン学部 

学術論文投稿  

32 件（23件） 

学術講演  24件（7件） 

作品展    57件（56件） 

公募展応募 

22 件（12件） 

学会等会議での口頭発表        

28 件（67件） 

※ ( )内は 22年度実績 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

数について、22 年度件数以

上を目指す。 

上記の目標設定したもの以

外で研究水準を示す参考数値

として、製品の依頼制作物の

実用化件数 62 件 

また、研究実績を含む教員

紹介を充実するため、学部ホ

ームページを平成 23年度末に

刷新した。 

― イ 大学として重点的

に取り組む課題 

前記アに述べた研

究者個人の研究活動

とともに、学部横断的

な共同研究を行う研

究体制を組織する。そ

れらにより、県民福祉

の増進、文化の向上、

産業の発展、地域振興

等の課題及び県政の

重要課題に関わる調

査研究に重点的に取

り組む。 

― 

 

※ 大学として重点的に取り

組む課題（学部横断的な研究

体制の整備） 

  平成 19 年度に設置した

「領域・研究プロジェクト」

は、学内でも十分に周知さ

れ、また、継続的な点検・見

直しが行われる等の活性化

が図られており、本学の学部

横断的研究組織として定着

した。 

― 

 

平成23年度の領域・研究プロ

ジェクトは、Ⅱ-3-(2)-イ 

[No.58]を参照されたい。 

― 

（３） 

― ウ 研究総覧の作成 

全学の教員の研究

成果を集約した研究

総覧を作成し、教員相

互の情報交換及び評

価に向けて役立てる

とともに、学外への情

報発信とする。 ただ

し、本学には多様な研

究分野が含まれてい

るので、その評価は全

学一律に行うのでは

なく、類似の研究分野

の教員間に刺激を与

えるように行う。 

― 

 

※ 研究総覧の作成 

現行の編集方針（平成 21

年度に大幅見直し）に基づき

継続的に発行する。 

― 

 

編集内容は従来と同じであ

るが、平成 23 年 7 月の評価委

員会で、次号の教育研究者総覧

から冊子ではなく Web 上で作

成・公開することになった。そ

こで、情報系工学研究科の協力

のもと、教育研究者総覧システ

ムを開発した。 

― 

（３） 

― エ 研究成果の管理 

岡山ＴＬＯを活用

して教員の発明に係

る審査機能を充実さ

せるなど、知的財産の

管理・活用等を図る。 

― 

 

※ 研究成果の管理 

現行の職務発明等に関す

る規程（平成22年度に一部見

直し）や研究成果の審査手順

により管理を行う。 

  ― 

 
  岡山ＴＬＯの終了に伴い、発
明等に係る審査事務の取扱手
順を変更し、今後、研究成果の
管理は研究の主体者に委ねる
ことにした。 

  ・H23年度実績 
  職務発明審査会 

1 回（3 回）開催 
    ＴＬＯへの意見聴取 

        1件（2件） 
   発明認定  1 件（3件） 
   発明権利承継  

― 

（２） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

0 件（2件） 
   特許出願・審査請求 

6 件（3件） 
   うち、企業(行政等)共同 5

件、ＴＬＯから出願 1 件 
    優先権主張出願 1件 
    (企業･行政･大学） 
    審査請求    4件（企業） 
   国際特許出願 1件（TLO） 
    特許登録     2件（0件） 
     うち、企業共同 1件 
         (H20審査請求分) 
        教員単独 1件 
         (H20審査請求分) 

※（ ）内は 22 年度実績 

   

特許性の判断についての相

談機関として、当面は、(財)

岡山県産業振興財団の｢知財総

合支援窓口｣で対応。 

― オ 倫理審査 

倫理的な配慮を図

るため、教員が人間を

直接対象として行う

医学、生物学及び関連

諸科学の研究を行う

場合は、必要に応じて

倫理委員会の審査を

受ける。 

― 

 

※ 倫理審査 

現行の倫理審査規程（平成

21年度に一部見直し）等によ

り、必要な審査を行う。 

― 

 

倫理委員会を7回(6回)開催

し、審査依頼のあった 54件(38

件)のうち、53 件(37 件)の研

究計画を承認した。  

※（ ）内は 22年度実績 

― 

（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

３ 研究に関する目標 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 

中期 

目標 

教員の研究活動が促進されるとともに、研究成果が地域社会に還元される研究体制等の整

備と教員の研究能力の向上に取り組む。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）研究実施体制等の

整備に関する目標を

達成するためとるべ

き措置 

（２）研究実施体制等の整備に

関する目標を達成するため

とるべき措置 

 ― 

 

57 ア 学外の公的試験研

究機関や民間の研究

所の施設・設備と人

的資源を活用する連

携大学院方式を進

め、教員の研究活動

の活性化にも資す

る。 

ア 連携大学院協定の有効活

用として、教員の新たな共

同研究、開発をめざす。 

・ 保健福祉学研究科（博

士後期課程栄養学関係領

域）では、平成 22 年に着

手した倉敷中央病院との

共同研究を推進する。 

・ 栄養学科では、東京大

学産業技術研究所との間

で連携を目指し、東京大

学との共同研究を検討す

る。 

ア 倉敷中央病院の松岡孝糖尿病 

内科部長と糖尿病に関する共同 

研究が開始され、糖尿病に関す 

る領域・研究プロジェクトの発 

展ならびに本学の糖尿病に関す 

る研究拠点づくりに大きく貢献 

した。 

栄養学科では、東京大学 

産業技術研究所との間で連携を

目指し、東京大学との共同研究

を検討したが、共同研究の対象

分野が異なるため、テーマの設

定ができず、共同研究を取りや

め 

た。 

３ 

（３） 

58 イ 地域共同研究機構

を主体にした研究組

織づくり 

前記３ (１) イで

述べた共同研究を全

学で効果的に実施す

るために、地域共同

研究機構が中心とな

り、学部横断的な研

究体制を組織化す

る。 

イ 「領域・研究プロジェク

ト」では、平成22年度に集

約再編した３領域の下で

研究を推進する。 

プロジェクトの採択で

は、これまでの学内公募に

産学官連携推進センターか

らの提案を加えるととも

に、集中的な支援を行うこ

とを目的に、採択件数を 5

プロジェクト程度に絞り込

む。 

なお、各プロジェクトの

推進にあたっては、産学官

連携推進センターがその活

動状況を把握し、情報の提

供に努めるなど実施体制の

充実を図る。 

イ 学域融合研究による社会に役
立つ質の高い実学の創造を目的
とした「領域・研究プロジェク
ト」では、平成 22年度に集約再
編した３領域の下でプロジェク
ト研究を推進した。 

プロジェクトの採択では、こ
れまでの学内公募に産学官連携
推進センターからの提案を加え
るとともに、集中的な支援を行
うことを目的に、採択件数を以
下の 5 プロジェクトに絞り込ん
だ。(領域数／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数＝3／
5) 

  (1)「健康・福祉」領域 
・糖尿病に関する新しい予
防・診断・治療の拠点づくり 

   ・情報技術による介護・看護 
支援 

(2)「地域・環境」領域 
・革新的な CO2 排出量削減技
術・システムに関する研究 

  (3)「モノ・コトづくり」領域 
 ・デジタルエンジニアリン 

グ 

４ 
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 ・新製品の企画・開発を促進
するための産学協働 

領域・研究プロジェクトの研究
代表者による学長への中間報告
会を実施。           
（H23.10.28及び10.31） 
なお、各プロジェクトの推進に

あたっては、産学官連携推進セン
ターがその活動状況を把握し、情
報の提供に努めるなど活動の充
実を図った。 

これらのプロジェクト活動は、

共同研究4件、受託研究1件、教育

研究奨励寄附金3件の獲得に繋が

った。 

 
［評価時の観点］ 

領域・研究プロジェクトの活動の 

結果、外部資金8件が獲得されたこと

を積極的に評価する。（＋１） 

59 ウ 学内の競争的研究

資金の配分について

は、本学が定める重

点課題に対する解決

に向けた着想力及び

研究者の業績等を勘

案して、研究成果が

国際的若しくは国内

的に評価されるか又

は地域社会に還元さ

れる研究へ傾斜配分

するシステムの構築

に努める。 

 

ウ 領域・研究プロジェクト

の推進、更なる活性化を目

指し、学内特別研究費等に

より、プロジェクトの支援

を強化する。 

ウ 本学が設定した重点領域研究

等を対象とした  「最先端研究

助成費」により、各領域・研究

プロジェクトへ助成を行い、更

なる活性化を図った。 

（特別研究費の交付実績） 

・地域貢献特別研究費  

23 件（2 件） 

15,200 千円（1,400千円） 

・独創的研究助成費   

84 件(6件) 

62,800 千円（3,850千円） 

・最先端研究助成費 

   6 件(3件) 

9,620 千円(6,800 千円） 

※（ ）内は領域・研究プロジ

ェクト交付分 

３ 

（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（１）地域貢献に関する目標 

中期 

目標 

地域共同研究機構を窓口として、大学の持つ人的・物的・知的財産を地域に還元する全学横断

的な取組を推進する。 

また、高校と大学との連携を強化する取組を積極的に進める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ４ 地域貢献、産学官

連携、国際交流に関

する目標を達成する

ためとるべき措置 

４ 地域貢献、産学官連携、国

際交流に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 ― 

― （１）地域貢献に関す

る目標を達成する

ためとるべき措置 

（１）地域貢献に関する目標を

達成するためとるべき措

置 

 ― 

― ア 学部を超えて共

同研究等を推進す

る全学的な組織で

ある地域共同研究

機構の機能を強化

する。 

ア 本学の基本理念「実学を

創造し、地域に貢献する。」

に対する学内の認識を深

め、教職員の協力の下、地

域共同研究機構の機能強

化及び活性化を図る。 

 ― 

60-1 （a） 地域共同研究機構の目

的達成に向けて、業務推

進に努めるとともに、こ

れまでの活動状況を点

検し、中長期的な課題も

含め、今後の取組み等を

検討する。 

（a） 地域共同研究機構の目的達成

に関する重要課題について、学

内理事会で地域共同研究機構長

が学長等と密接な意見交換を行

い、機構業務の適切な計画と遂

行に努め、次期中期計画を見据

えて、「メディアコミュニケー

ション推進センター」の廃止、

「認定看護師教育センター」の

運営方針立案、「福祉・健康ま

ちづくり推進センター」の設置

準備、両備グループとの包括協

定等を行った。 

 

［評価時の観点］ 

地域共同研究機構は、第 1 期中期 

計画では、地域との窓口として地域 

貢献を果たしたが、第 2 期中期計画 

では活動の場をより広げる方向で 

の発展が期待できる。（＋１） 

４ 

（３） 

 

60-2 

 

（b） 地域共同研究機構の発

信力強化 

地域共同研究機構は、

本学の研究成果や研究シ

ーズ情報を、これまでど

おり、各種イベントや広

（b）本学の研究成果や研究シーズ

を発信するため、次のような取

組を行った。 

・地域共同研究機構のパンフレ

ットについて、発信効果を高め

るため、大学概要を盛り込むな

ど内容を大幅に改訂するとと

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

報媒体を通じて積極的に

発信する。 

特に、平成 23年度は、

東京、大阪などの大都会

で行われる展示会等に積

極的に参加し、情報を発

信する。 

もにデザインを一新。 

・岡山リサーチパーク研究・展

示発表会での展示                   

6 件 

・OPU フォーラムでの展示 

学内      92件、 

企業・団体 18件 

・11月に東京で開催された JST

主催の新技術説明会で、情報

工学部の教員が研究シーズを

2 件紹介。企業 2 社から問い合

わせがあった。 

・先進環境対応車／次世代自動 

車技術研究シーズマップ（中国

経済産業局主催） 紹介 4件 

―    ― 

※ H23年度計画はなし 

― ―

（３） 

60-4 （c）認定看護師教育センター 

平成 22年度の準備・計

画に基づき、地域共同研

究機構に「認定看護師教

育センター」を開設し、

認定看護師教育課程を開

講する。 

（c） 認定看護師教育センター 

平成 23 年 4 月に、地域共 

同研究機構に「認定看護師教育

センター」を開設し、糖尿病看

護認定看護師教育課程を開講し

た。 

＜具体的内容＞ 

・開講式を平成 23 年 6 月 2

日(木)に山陽学園大学と合同

で岡山県看護協会で実施。 

（履修生 25 名を受け入れ） 

・平成 24 年 3 月 16 日(金)に

修了式を実施。（履修生 23

名が修了） 

・平成 24 年度履修生入学試験

を 平成 23 年 10 月 28 日(金)

に実施 

（受験者 31 名、合格者 24 名） 

・運営会議等の開催 

運営会議 3回、教員会 3 回、

入試委員会 2 回、実習指導

者会 2 回、月例定例会議 12

回 

＜課題＞ 

・実習施設のほとんどが県外 

・共通科目から専門科目への

スムーズな履修の展開が必ず

しも達成できていない 

・働きながらの履修による時

間不足 

３ 

（－） 

― イ 保健福祉推進セ

ンターにおいて、

研究会活動を通し

イ 保健福祉推進センター

は、以下の活動を行う。 

 ― 

61-1 (a） 第一線で活躍している （a） 専門職を対象にした研究会等 ４ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

た学術支援等によ

り、看護師、管理

栄養士、社会福祉

士、保育士等の専

門家の活動能力の

向上を図るほか、

市町村が開催する

保健福祉関連行事

や研究活動の支援

を行う。また、県

民を対象とした、

健康・福祉に関す

る情報発信を行

う。 

保健福祉分野の専門職

を対象に、研究会等を開

催する。 

・看護関係の分野 

地域看護学研究会、

看護技術研究会、精神

科訪問ケア研究会 

・栄養関係の分野 

栄養学研究会 

・保健福祉関係の分野 

社会福祉研究会、介

護福祉研究会、子ども

と保育研究会 

また、総社市等と協

力しながら「県立大学

子育てカレッジ」の一

層の充実に努める。 

を以下のとおり開催した。 

・看護関係の分野 

地域看護学研究会 3回、精神

科訪問ケア研究会を 4 回開催

し、実践的研修を行うととも

に、研究活動を支援した。 

・栄養関係の分野 

栄養学研究会を 5回開催し、

（管理）栄養士に役立つ実践的

研修や食育活動を行うととも

に、地域との連携や研究活動を

支援した。 

・保健福祉関係の分野 

理論的・実践的な研究会・講

座として、社会福祉研究会を 5

回、介護福祉研究会を 4 回、子

どもと保育研究会を 5 回、開催

した。 

また、総社市等とともに「県

立大学子育てカレッジ」の活動

推進に努めた。 

同カレッジの内容は次の通り。 

  ・学内に設けている親子交流 

広場（チュッピーひろば）で、 

学生による遊びの提供及び授 

業成果発表会等を実施。 

・「親子で楽しむ音楽会～0 歳

児からのコンサート」(参加者

550 名)や「絵本読み聞かせ公

演」（参加者 119名）を開催。 

 ・保育士等子育て支援者に対

する質的向上の取組として、

保育ステップアップ講座 (4

回)を開催。 

 ・子育て中の母親を対象に、 

ワークショップ「ノーバディー

パーフェクトプログラム」外 1

講座を開催。 

 ・情報交換と研修の場として、 

「総社市子育て支援ネットワ 

ーク研修会」を開催。 

 

［評価時の観点］ 

地域の専門職のレベルアップ及び

本学の大学院での研究シーズと地域

のニーズをつなぐ役割を果たしてい

る。（±０） 

（４） 

61-2 （b） 地域の人々の健康、福

祉の増進及び体力向上

や親睦を目的に、次のよ

うな事業を行う。 

（b） 地域の人々の健康、福祉の

増進及び体力向上や親睦を目

的に、次のような事業を行っ

た。 

＜具体的内容＞ 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

・鬼ノ城シンポジウム 

・グラウンド・ゴルフ大会 

・晴れの国「鬼ノ城カレッジ」 

講 師：森末 慎二 氏 

テーマ：「スポーツと人材育

成～夢をかなえる」 

開催日：8月 6日（土） 

参加者：205 名(385名) 

・第 19回グラウンドゴルフフォ

アサム総社大会 

開催日：4月 16 日（土） 

参加者：1438名 

・第 10回鬼の城グラウンドゴル

フ交歓大会 

開催日：9月 16 日（金） 

参加者：432 名(328名) 

・第 18回学長杯グラウンド・ゴ

ルフ交歓交流大会 

  開催日：11月 30 日(木) 

 参加者：218名(197 名) 

・平成 23年度岡山県立大学スポ

ーツ活動リーダーズ研修会 

   開催日:7月 28日（木） 

  参加者：約 30名  

※（ ）内はいずれも 22年度実績 

61-3 （c） 市町村と協力し、一日

保健福祉推進センター

を開催する。 

また、一日保健福祉推

進センターのこれまで

の実施状況等を点検し、

今後のあり方を検討す

る。 

（c） 一日保健福祉推進センター

を次のとおり開催した。 

開催日：平成 24 年 2 月 21

日（火） 

   場 所：美咲町中央保健セ

ンター 

   参加者：美咲町保健師、 

介護支援専門員 

15 名 

    内 容：認知症の理解・ケ 

]            アのために―脳か 

ら行動を考える視 

点の重要性― 

また、一日保健福祉推進セン

ターのこれまでの実績を点検

し、保健福祉学部教員の研究内

容を集約して市町村に働きかけ

る等、今後の実施方法を検討し

た。 

３ 

（３） 

61-4 （d） 保健福祉関連の行事に

対して、教員の講師派遣

を積極的に行う。 

（d）保健福祉関連の行事に対して、

教員の講師派遣を行った。 

なお、平成 21年の食育基本法

の改正に関する講師派遣依頼が

20 年度、21 年度と多かったが、

その依頼が一段落し、派遣件数

が減少している。 

派遣（研修会）数 3件（4件） 

 

３ 

（２） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

［評価時の観点］ 

派遣数の減少は、その役割を終え

たからであって、本学が拒むからで

はない。本学は、これまでも本年も

任務を果たしたと考える。（＋１） 

― ウ メディアコミュ

ニケーション推進

センターにおい

て、市町村、学校

等が行う広報等に

おけるデジタル映

像の制作指導や技

術の向上等を支援

するとともに、本

学の設備を有効に

活用して同センタ

ーが主体となって

デジタル映像を制

作し県下に発信す

る。 

ウ メディアコミュニケー

ション推進センターは、以

下の活動を行う。 

ウ メディアコミュニケーション

推進センターは、以下の活動を行

った。 

― 

62-1 （a） 県・市町村など公共団

体のコンテンツ制作を支

援する。 

（a） 県・市町村など公共団体の
コンテンツ制作を以下のとお
り支援した。 

  ・「イラストとダイヤグラム 

による総社発見」ポスターパ 

ネル製作 
       （総社商工会議所） 
 ・岡山県生涯学習のマスコ 
ットキャラクター制作  

（県生涯学習課） 
・「安全・安心まちづくり」 
クリアフォルダデザイン 

（県くらし安全安心課） 
 ・総社宮及び周辺のガイド 
マップ制作 
   （総社市観光協会） 

 ・宮筋文化堂での絵本ワー 
クショップ 
  （吉備野工房ちみち） 
・「鬼の城カレッジ」ポスタ

ー制作 
（保健福祉推進ｾﾝﾀｰ）  

・後楽園の産品のブランド 
化事業で開発した後楽園 
のお弁当「お庭そだち」と 
駅弁「後楽園のお弁当」が 
5 年を経過したのを機に、 
弁当の掛け紙等をリニュ 
ーアルデザイン 

（三好野、河本食品、四季彩） 
     

（参考） 
審査委員・講演・講座講師  

 審査員等派遣回数  
 0回（3件） 

  派遣講座数       
0 回（8回） 

グラフィック制作支援 
  制作支援件数    

8 回（10 回） 
公共団体等 ITコンテンツ制作

支援 
  制作支援件数    

0 回（0件） 

※（ ）内はいずれも 22年度実績 

３
（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

62-2 （b） 地域共同研究機構の活

動において、デザイン分

野を担ってきた「メディ

アコミュニケーション

推進センター」の今後の

組織体制を検討する。 

これまでのグラフィッ

クやＩＴコンテンツ分野

を中心とした活動に対

し、近年の産官民からの

多様な要望等を考慮し、

デザイン分野全体を横断

した組織として再構築を

目指す。 

平成 23年度は、準備・ 

検証期間として、当セン

ターの在り方や目的を検

証する。 

（b） グラフィックやＩＴコンテン
ツ分野において、近年、教員個
人へ依頼する傾向が顕著にな
ってきているとともに、社会情
勢の変化により業務の受注が
減っていることから、「メディ
アコミュニケーション推進セ
ンター」のコーディネートの必
要性が少なくなっている。 
そのため、同センターが担っ

ていた機能を産学官連携推進
センターに引き継ぎ、平成 23
年度末をもって廃止した。 

 

 ３ 

（３） 
 

63-1 エ 県内高校の校長

や進路指導担当教

員と定期的に協

議・情報交換を行

い、双方向での学

習効果を高める取

組を推進する。 

エ 県内高校との協議を定

期的に行い、高校側からの

要望等を聴取するととも

に、本学の理念及び教育方

針の理解を求める等、情報

交換の場として積極的に

活用する。 

エ 全学的な事業として、県内高 

校との協議を次の通り開催し 

た。 

・県内高等学校長との懇談会 

日時：平成 23年 7 月 

28 日（木） 

場所：岡山県立大学 

本部棟会議室 

参加：15 校 

・高等学校進路指導担当教員との

意見交換会 

日時：平成 23年 6月 30日（木） 

場所：岡山県立大学 

本部棟 会議室 

参加：41 校 

３ 

（３） 

63-2 岡山県教育委員会との間

で締結した「連携教育の実

施に係る協定」に基づき、

高校生に対し、大学レベル

の教育を履修する機会とし

て連携講座の開催や、専門

分野での講師派遣を行う。 

また、デザイン学部では、

高大連携の推進を目的に高

等学校からのニーズ等を把

握し、単位授業を行う。 

全学的な活動実績は次の通り。 

・連携講座 2校、4講座 

岡山工業、総社高校 

・講師派遣 延べ 14校、18講座 

岡山大安寺、倉敷南、倉

敷古城池、倉敷中央、津

山東、玉野、玉野光南、

笠岡、総社、金光学園 
デザイン学部では、高大連携の

推進を目的に高等学校からのニ
ーズ等を把握し、単位授業を行っ
た。 

・県立総社高等学校 
 1科目 6日 

 ・県立岡山工業高等学校 
1 科目 11 日 

・県立倉敷南高等学校 
 1科目 1日 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

    高校生が直接デザイナーから
指導を受け、デザインへの興味
と理解を深める効果があった。 

 

64 オ 移動型情報発信

基地の整備 

県下各組織・施

設からの要望に応

え、また、本学か

らの主体的取組に

より、移動型の情

報発信基地（アク

ティブキャンパス

という）を設け、

その活動に大学と

して支援をし、こ

れを定着させる。 

 

○アクティブキャン

パスの開催回数 

目標(最終年度)  

年間 100 回以上 

オ 移動型情報発信基地

（「アクティブキャンパ

ス」という。）の推進 

各学部学科の特色を生か 

して、産学官連携事業、社

会人向けの講座、講演会及

びワークショップ等を、教

員が主体的に企画し、地域

へ情報を発信する。 

オ アクティブキャンパスの実績
は、次の通り。 
・全学 

講座数  15 講座（16 講座） 

開催数  105回（115 回） 

・看護学科 

講座数  2講座（2講座） 

開催数  8回(21回） 

講座名：保健師活動実践講座 

：精神科訪問ケア研究会 

・栄養学科  

講座数 2講座（1 講座） 

開催数 7回（3回） 

講座名：地産地消ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ研究会 

：移動栄養教室 

・保健福祉学科 

講座数  4講座（4講座） 

開催数 33回（35 回） 

講座名：コミュニティカフェ

総社 

 ：岡山の子どものメン

タルヘルスを考える

会 

 ：公開講座「歌の翼に

のせてⅥ」 

 ：子育てネットワーク 

研究集会 

・情報工学部 

講座数  2講座（2講座） 

開催数 20回（20 回） 

講座名：健康づくりサポート

事業 

：岡山オープンソース

技術研究会 

・デザイン学部 

講座数  5講座（7講座） 

開催数 37回（36 回） 

講座名：総社「井山宝福寺」

魅力発掘デザイン

活動 

   ：親子対決フォト 

ワークショップ 

   ：高校生を対象と 

したワークショ 

ップ 

   ：地域公民館での 

織りワークショ 

ップ 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

   ：ぞうぐらさん小 

学校プロジェク 

ト 

企業関係者との交流や

技術相談等、産学連携（共

同研究）につながるアクテ

ィブキャンパス事業の増加

が課題である。 

※（ ）内は 22 年度実績 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（２）産学官連携の推進に関する目標 

中 

期 

 目 

 標 

地域共同研究機構を核として、大学の研究内容等を情報発信するフォーラムの開催や企業

訪問等により、産学官連携の充実を図る。 

また、岡山ＴＬＯと技術移転のための緊密な連携を図りながら、研究成果の地域への還元

に努める。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （２）産学官連携の推進に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

（２）産学官連携の推進に

関する目標を達成する

ためとる 

べき措置 

 ― 

65 ア 地域共同研究機構内の

産学官連携推進センター

において、産学官連携研究

活動を時限的に財政支援

を行って育成する「領域」

と呼ぶ研究組織を設置す

る。 

ア 「領域・研究プロジ

ェクト」では、３領域

での研究活動を学内研

究費等により支援す

る。 

・領域の設置（組織の

充実） 

Ⅱ-３-(2)-イ

［NO.58］を参照 

・財政支援 

Ⅱ-３-(2)-ウ

［NO.59］を参照 

ア 「領域・研究プロジェクト」

に関しては、Ⅱ-３-(2)-イ

［NO.58］、Ⅱ-３-(2)-ウ

［NO.59］を参照されたい。 

 

３ 

（３） 

66 イ 教員が企業等を訪問し、

研究内容の紹介や技術相

談、情報交換を行うアクテ

ィブラボ（出前研究室）を

進める。 

イ アクティブラボ（出

前研究室）を推進する

とともに、参加教員の

拡大に努める。 

イ 本学の研究シーズの発信及

び企業情報の入手のため、ア

クティブラボ（出前研究室）

を推進するとともに、参加教

員の拡大に努めた。 

具体的実績は以下のとおり。 

・アクティブラボの全学実績 

訪問企業数  42社（26社） 

訪問回数   53件（28件） 
参加教員数   24名（14名） 

 ・学部学科毎の訪問回数 
看護学科      

訪問回数    2 件（0 件） 
参加教員数  2 名（0 名） 

栄養学科 

訪問回数   12 件（3 件） 
参加教員数  6 名（2 名） 

保健福祉学科 

訪問回数    1 件（2 件） 
参加教員数  1 名（1 名） 

情報工学部    

訪問回数   20 件（9 件） 
参加教員数  7 名（3 名） 

デザイン学部    

３  

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

訪問回数  32件（19 件） 
参加教員数  8名（6名） 

※ 各学部学科別数は、複数学
部による合同実施があるた
め、その集計数は全学実績と
一致しない。 

・100 社訪問キャラバン隊 

実施回数   2回（3回） 

参加教員   2名（4名） 

67 ウ 民間企業出身者を非常

勤職員として活用し、共同

研究や受託研究の質的・量

的拡大に取り組む。 

ウ 産学官連携推進セン

ターでは、民間出身の

非常勤職員を活用し、

新たな活動テーマを発

掘する等、提案型共同

研究活動の一層の多様

化を図る。 

ウ 産学官連携推進センターで

は、民間出身の非常勤職員を

活用し、新たな活動テーマを

発掘する等、提案型共同研究

活動の一層の多様化を図っ

た。 

しかし、教員マンパワー不足

とコーディネーターの交代、景

気の先行き不安が影響して、提

案型共同研究件数は 3 件（22

年度は 11 件）と頭打ちとなっ

た。 

 

［評価時の観点］ 

教員、コーディネーターの交代

期による研究件数の減少は、次年

度以降で回復されたい。（－１） 

３ 

（４） 

 

68 エ 大学の研究内容やその

実績を学外に広報し、企業

との交流を促進するＯＰ

Ｕフォーラムを本学で定

期的に開催する。 

エ ＯＰＵフォーラム

2011を 5月 27日(金)

に開催する。 

平成 23年度は、特

別講演は行わず、研究

紹介の充実に重点を

置くとともに、22 年度

までの経験を生かし

て、より効果的なＯＰ

Ｕフォーラムの実施

に努める。 

エ ＯＰＵフォーラム 2011を 5
月 27 日(金)に開催した。 

平成 23 年度は、体育館のみ

を会場とし、特別講演は行わ

ず研究紹介の充実に重点を置

くとともに、シンポジウムを

初めて実施した。 

本学展示・企業団体展示と

もに、来場者が気軽に参加で

きる参加型展示が多く、参加

者との一体感を実感できた。 

特に、健康測定体験コーナ

ーと今回初めて行った「地域

の食」の販売は好評であった。 

学内参加者が例年に比して

多く、本学の地域貢献を学内

に再認識させることができ

た。一方、学外来場者は比較

的少なく、特別講演の再開を

含めて検討を要する。 

ＯＰＵフォーラムの概要は

次の通り。 
・テーマ：躍動する地域づく

り 
・参加者 850名(800名)、 

うち学外者 262 名 

４ 

（４） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

      （約 400名） 
・出展数 110件(127件) 

内訳 学内 92件（104件） 
  企業団体 18 件（23件） 

・要旨集発行部数 
 1,200 部（1,200 部） 

 ・相談コーナー  
相談 4件 

・シンポジウム 

   議題：「躍動する地域づく 

りー大学はどう向き

合い、何ができるか

ー」 

   パネリスト 5 名 

（うち学外者 3名） 

   内容：共同研究や地域づく 

りにかかる地域の方

をパネリストに迎

え、大学における地

域・社会貢献のあり

方や大学と地域のつ

ながり方等について

ディスカッションし

た。 

 

［評価時の観点］ 

ＯＰＵフォーラムはこれまでの

実績を踏まえて定着した感がある

ので、シンポジウムや地域の食販

売という新たな企画を取り入れ

た。また、地域貢献活動を学内（特

に学生）に再認識させる意図も加

えられたが、その目的も達成され

た。（±０）  

69 オ 岡山ＴＬＯと技術移転

のための意見交換を行う

など緊密な連携を図りな

がら、大学の有する研究成

果の地域への還元に努め

る。 

オ 岡山ＴＬＯと緊密な

連携の下、本学が有す

る研究成果について、

適正な管理と効率的な

活用により地域への還

元に努める。 

オ 岡山ＴＬＯと緊密な連携の

下、本学が有する研究成果に

ついて、適正な管理と効率的

な活用により地域への還元に

努めた。具体的内容は次の通

り。 

特に、岡山ＴＬＯを通じて

出願した技術シーズ 2 件を、

JST と中国地域さんさんコン

ソ共催の新技術説明会（東京）

で紹介した。 

 

  ※研究成果の管理については、

Ⅱ-3-(1)-エ［NO.55］を参照 

３ 

（３） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（３）国際交流に関する目標 

中期 

目標 

国際化に対応する人材を育成するため、国際交流協定を締結している外国の大学との間で、

学生や教員の相互派遣等による教育・研究交流を推進する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （３）国際交流に関する目標を

達成するためとるべき措

置 

（３）国際交流に関する目

標を達成するためとる

べき措置 

 ― 

70 ア 国際交流協定を締結し

ている大学との間で、学生

の語学研修及び学生や教

員の幅広い分野での教育

交流、共同研究等を展開す

る。 

ア 国際交流協定校との

間で行う学生の語学研

修、学生や教員の教育

交流及び共同研究等に

ついて、各学部学科の

特色を生かした事業を

展開する。 

 

平成 23年度に計画

する主な事業は、 

・看護学科 

韓国ウソン大学校

及び中国延辺大学等

と引き続き研究交流

を行う。 

・栄養学科 

中国南昌大学国家

重点研究施設食品工

学研究所との共同研

究について検討す

る。 

韓国ウソン大学校

において、韓国料理

講習会の企画・実施

を検討する。 

・保健福祉学科 

引き続き、韓国ウ

ソン大学校等との共

同研究を進める。 

ア 全学的な取組 

韓国ウソン大学校から 14

名の日本語学・文化研修生

を受け入れた。（H23.7.27

～8.6）また、同校の学生 35

名の訪問があり、学長の特

別講演、施設見学を行った。

(H24.2.3) 

英国バンガー大学の英国 

語学・文化研修に 8 名の学

生が参加した。(H23.8.31～

9.21) 

・看護学科 

韓国ウソン大学校及び中

国延辺大学等と引き続き研

究交流を行った。加えて、

中国東北師範大学や学部間

交流協定等を行っているド

イツデュセルドルフ大学と

の共同研究を継続するとと

もに、英国スタフォードシ

ア大学と共同研究を開始し

た。 

ネパール国立トリブン大

学からポカレル准教授を招

聘し、3・4 年次生、院生、

教員を対象に英語で特別講

義「ネパールの保健医療の現

状と課題」を行った。 

また、1年次生を対象に、

地域看護学概論・国際保健看

護論の合同講義として、イン

ドネシアの医師から「インド

ネシアの保健医療の現状と

課題」について英語による講

義を行った。 

学生は概ね内容が理解で

き、国際的な視野拡大等の成

果を得た。 

・栄養学科 

４ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

中国南昌大学国家重点研

究施設食品工学研究所と協

議し、陳紅兵教授と牛乳アレ

ルギーについて共同研究を

行うことにした。 

また、中国四川大学の方定

志教授と中国茶の効用につ

いての共同研究を開始した。 

韓国ウソン大学校におい

て韓国料理講習会を企画実

施し、本学科から教員 5名、

学生 10 名が参加した。実り

ある講習会であったので、今

後も継続実施が望まれる。 

・保健福祉学科 

全学交流協定校の韓国ウ

ソン大学、中国東北師範大

学、延辺大学と共同研究を行

った。 

また、学部間交流協定校の

韓国群山大学と共同研究を

行った。 

その他、以下の大学や研究

機関と共同研究を行った。 

Vanderbilt 大学（米国） 

Brgen 大学（ノルウェー） 

Caisse national d’ 

allocations familiales  

（フランス） 

Ulsan 大学 （韓国） 

・情報工学部 

これまでの留学生受入に

ついて、教育研究での効果

等を点検するとともに、今

後の交流における課題・方

針を検討した。 

情報通信工学科では、韓

国ウソン大学校から本学に

転学していた学生１名が学

部を平成 23 年 3 月に卒業

し、同年 4 月に大学院情報

系工学研究科に進学した。 

また、平成 24年度韓国ウ 

ソン大学校からの転学生

は、2名（出願者 2名）が試

験に合格し入学した。 

・デザイン学部 

韓国ウソン大学校から

の転学生の受入体制を整

えたが、平成 24 年度転学

志願者はなかった。 

 デザイン工学科の教員
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

が平成 22 年度に行った米

国ウェブスター大学、メキ

シコモンテレー工科大学

における講演内容や、延世

大学及び韓国語学堂にお

ける韓国語授業に関する

資料収集・調査、教育交流

に関する報告会を実施し

た。 

 

［評価時の観点］ 

各学部学科とも国際交流活動は

活発であった。特に、外国大学教

員による英語の特別講義の実施は

グローバル人材育成につながる試

みである。（＋１） 

71 イ 国際交流協定を締結す

る大学を、東アジアを中心

に拡大することに努める。 

 

○ 国際交流協定締結大学数 

現状（Ｈ18年度） ３大学 

目標（最終年度） ７大学 

イ 中国東北師範大学と

大学間協定の締結を目

指すとともに、新たな

交流協定候補校の情報

収集を継続する。 

イ 平成 23 年 9月 19 日（月）

に中国東北師範大学と大学

間協定を締結し、締結大学数

は中期計画目標件数に達し

た。 

なお、協定式のため学長が

中国へ赴いた際に、協定を締

結している中国延辺大学を

表敬訪問し交流を深めた。 

      また、平成 24年 1月 18 日

（水）に韓国南海大学の孔総

長の表敬訪問があり、平成 24

年 3月 25日（日）～27日（火）

に本学から情報工学部長以

下 2名がその答礼を兼ねて訪

問し、両校の交流についての

意見交換を行った。 

 

［評価時の観点］ 

 国際交流協定締結大学数が目標 

値に達した。（＋１） 

３ 

（２） 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

４ 地域貢献、産学官連携、国際交流に関する目標 

（４）県内の大学間の連携・協力に関する目標 

中 

期 

目 

標 

 県内の大学が地元経済界、自治体と連携・協力し、地域の教育・学術研究の充実・発展を図る

とともに、産学官連携による活力ある人づくり・街づくりに取り組む大学コンソーシアム岡山の

活動に参画する。 

  また、県内の他大学の大学院と連携して、教育・研究を拡充する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― （４）県内の大学間の連携・協

力に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

（４）県内の大学間の連

携・協力に関する目

標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

72 県内の大学や研究機関

等と共同事業を行い、地域

社会との連携に努めると

ともに、「大学コンソーシ

アム岡山」が行う、単位互

換制度への授業科目の提

供や、社会人教育（シティ･

カレッジ）への講師派遣等

を行う。 

また、大学院教育の充実

や研究活動の拡充のため、

他大学大学院との連携を

図るための諸協定の締結

を進める。 

・ 大学コンソーシア

ム岡山の「吉備創生

カレッジ」に、社会

人にとって有益な

講義科目を提供す

るとともに、単位互

換制度への授業科

目として、県内他大

学のニーズを考慮

しつつ、本学の特徴

的な科目を提供す

る。 

・  大学教育充実のた

めの戦略的大学連

携支援プログラム

「岡山オルガノン 

の構築」において、 

e-Learningによる

VOD講義及びテレビ

会議システムによ

るライブ講義を本 

学から配信する。 

・ 大学コンソーシアム岡山の 

「吉備創生カレッジ」に、次の通

り、社会人向けの講義科目を提

供するとともに、単位互換制度

に係る授業科目を提供した。 

・吉備創生カレッジ提供科目 

    ｢景観デザインを考える｣ 

    「英米文学カフェ」 

  ・単位互換制度に係る提供科目  

    「比較文化」「現代の思想」 

「音楽の鑑賞」「ヨーロッパ文

化」「造形文化論Ⅰ」「造形

文化論Ⅱ」 

また、大学教育充実のための

戦略的大学連携支援プログラム

「岡山オルガノンの構築」にお

いて、e-Learning による VOD 講

義及びテレビ会議システムによ

るライブ講義を次のとおり本学

から配信し、本学の特徴ある講

義内容を連携校間で共有するこ

とができた。 

・VOD 講義：「解析学Ⅰ」 

    情報工学部教授 小松弘明 

       受講者数 7名  

・テレビ会議システムによるラ

イブ講義   「音楽の鑑賞」 

   保健福祉学部教授 

 岡﨑 順子 

受講者数 3 名 

その他に、大学連携による地域

活性化シンポジウムの「日ようび

子ども大学」に出展するととも

に、七夕フェスティバル 2011 に

おいてエコナイトを実施した。 

３ 

（３） 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 運営体制の改善に関する目標 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

（１）理事長（学長）、学部長等を中心とする機動的な運営体制の構築 

戦略的、機動的な大学運営を行うため、理事長（学長）が、その指導力、統率力を発揮し

て、責任ある意思決定を迅速に行い、全学的な業務を的確に遂行するための仕組みを整える。 

また、学部等においても、大学全体としての方針に基づいて、それぞれの教育分野の特性

にも配慮した運営体制を構築する。 

（２）全学的な視点による戦略的な大学運営の仕組みづくりの推進 

理事長（学長）のリーダーシップのもと、法人の目的を達成するため、法人が特に力を入

れる分野・領域を選定し、競争原理に基づいた効率的な資源配分を行う。 

（３）地域に開かれた大学づくりの推進 

大学の活動内容が広く住民に周知され、住民や地域社会の要請が大学運営に適切に反映さ

れるよう、大学情報の積極的な提供、外部有識者等が大学運営に参画する仕組みの充実など、

地域に開かれた大学づくりに資する取組を進める。 

（４）評価制度の活用等による業務運営の改善に向けた継続的取組の推進  

各種評価制度や監事による業務監査を活用し、継続的な業務運営の改善を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅲ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ― 

― １ 運営体制の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 運営体制の改善に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

 ― 

― （１）理事長（学長）、学部長

等を中心とする機動的な

運営体制の構築 

（１）理事長（学長）、学部

長等を中心とする機動的

な運営体制の構築 

 ― 

73 ア 全学的な経営戦略の確

立 

大学運営は、学内コンセ

ンサスの確保に留意しな

がら理事長（学長）が全学

的な立場でリーダーシッ

プを発揮し、学部の枠を超

えて学内の資源配分計画

を戦略的に策定する。 

ア 平成 25 年度からの第 2

期中期計画の基本となる

経営方針（方向性）を検討

する。 

そのため、平成 20 年度

に設定した経営戦略「ＣＣ

戦略」の効果を検証する。 

 

※ ＣＣ戦略：学内を競争

[competition]と協働

[collaboration]の場と

位置づけ、競争意識をも

って各教員が教育研究

活動に取り組むととも

に、異なる専門分野の協

働作業を促進させる戦

略 

ア 第 2 期中期・目標計画にお

ける各部局の構想を部局長会

議で 8 回にわたり審議した。

この議論の中で次期経営方針

に、全学的な共通認識が築か

れた。 

   また、各部局の中期計画に

は競合する面と協力する面を

含むが、ＣＣ戦略はそれらを

調和させる効果があった。 

 

［評価時の観点］ 

 部局長会議における第 2期中 

期計画構想の議論は、リーダーシ 

ップを適切に発揮して一つの方 

向に収束した。（±０） 

 

４ 

（４） 

― イ 理事長（学長）補佐体制

等の整備 

イ 理事長（学長）補佐体

制等の整備 

 ― 

― （ｱ）副理事長及び理事に「総  ― ― ― 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

務・財務」、「経営」、 

「教育研究」、「産学官 

連携」等の担当業務を設 

定し権限と責任を明確化 

する。また、外部からの 

積極的な人材登用に努め 

る。 

 

※ 副理事長・理事の役割 

及び執行体制について 

は、現行の体制（平成 

19 年度に事務分掌を定

め、外部理事を設置）を継

続する。 

― （ｲ）理事長がリーダーシッ

プを発揮するため、経

営・企画部門を強化する

など、理事長を支える体

制を整備する。 

   ― 

 

※ 経営・企画部門の強化

については、平成 19 年

度に対応（体制整備）済 

― ― 

― ウ 学部長の役割 

各学部長は、研究科長を

兼務し、それぞれの教育研

究分野の特性に配慮し、か

つ学部全体の意思決定及

び運営を効率的に行う体

制の構築に努める。 

― 

 

※ 学部長の役割（執行体制

の整備） 

現行の体制（平成 19年

度に役割を明確にすると

ともに、学部長補佐制度等

を整備）を継続する。 

― ― 

― （２）全学的な視点による戦略

的な大学運営の仕組みづ

くりの推進 

（２）全学的な視点による戦

略的な大学運営の仕組み

づくりの推進 

 ― 

77 ア 予算等の配分 

全学的、中長期的な視点

に立ち、大学の目標と教育

研究上の重点分野に留意

しつつ、 教育研究の実績

を踏まえて予算や人員の

配分を行うシステムを整

備する。 

ア 予算等の配分 

引き続き厳しい財政事

情であるが、限られた予

算について光熱水費等の

管理経費の抑制を図り、

外部資金獲得などの収入

の確保に努める。 

また、教育研究経費に

ついては、学内競争の促

進と全学的な取り組みへ

の支援を中心とした効果

的な予算配分を行い、中

期計画の着実な達成を目

指す。 

ア 光熱水費等の管理経費の

抑制を図り、外部資金獲得等

の収入の確保に努めた。 

また、教育研究経費につい

ては、学内競争の促進と全学

的な取組への支援を中心と

した効果的な予算配分を行

い、中期計画の着実な達成を

目指した。 

学内競争的研究費の配分

実績 

特別研究費 

※Ⅱ-3(2)-ウ[NO.59]を参照 

教育力向上支援助成費 

  助成件数 13件（13 件) 

助成額   9,570 千円 

（5,500 千円） 

３ 

（３） 

― イ 各種委員会の役割の明

確化 

効率的で実効性のある

委員会を運営するため、各

種委員会を所掌分野に応

じて、役員会、経営審議会、

教育研究審議会のいずれ

かに置き、委員会の役割を

明確にする。 

     ― 

※各種委員会の役割の明確

化 

平成19年度以降、各種委

員会等への審議を通じて

それぞれの役割が明確に

なっており、現行の体制を

継続する。 

― ― 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

79 ウ 教員組織と事務組織と

の連携強化 

機動的な大学運営を行

うため、組織における役

割分担を明確にしなが

ら、教員組織と事務組織

の連携強化を図る。 

ウ これまで構築してきた

業務や各種システムの運

営状況（教員と事務職員の

役割分担）を点検し、改善

に努める。 

ウ Web 上で規程の編集・閲

覧・検索が簡単にできる規程

集管理システムを導入し、規

程集管理業務を効率化する

とともに、教職員の情報共有

を容易にした。 

３ 

（３） 

― （３）地域に開かれた大学づく

りの推進 

（３）地域に開かれた大学づ

くりの推進 

 ― 

80 ア 大学情報の積極的な提

供 

法人としての経営管理

に関する情報を、様々な広

報媒体を活用し公開を推

進する。 

 

ア 大学情報の積極的な提

供 

マスメディアやホー

ムページ等の各種広報

媒体を通じて、大学の情

報を積極的に提供する。 

また、学校教育法施行

規則の一部改正により、

公表が義務づけられた項

目等について、的確に対

応するとともに、よりわ

かりやすくなるよう改善

に努める。 

ア これまでどおりマスメデ

ィアやホームページ等の各

種広報媒体を通じて、大学の

情報を積極的に提供した。 

また、学校教育法施行規 

則の一部改正で公表が義務

づけられた項目等について、

よりわかりやすくなるよう

ホームページをリニューア

ルした。併せて、英語のペー

ジも設置した。 

３ 

（３） 

― イ 外部有識者等が大学運

営に参画する仕組みの充

実 

大学運営に学外の幅広

い意見を反映させるた

め、理事や審議会等の委

員に学外の有識者や専門

家を積極的に登用する。 

 

   ― 

※ 外部有識者等が大学運

営に参画する仕組みの充

実 

平成19年度以降、役員、

審議会等外部有識者を積

極的に登用しており、現

行の執行体制を継続す

る。 

― ― 

― （４）評価制度の活用等による

業務運営の改善に向けた

継続的取組の推進 

（４）評価制度の活用等によ

る業務運営の改善に向け

た継続的取組の推進 

 ― 

82 ア 自己点検結果並びに認

証評価機関及び地方独立

行政法人評価委員会によ

る評価結果を踏まえ、大学

の組織及び業務全般につ

いて、継続的な見直しを行

う。 

ア 県評価委員会による評

価結果を役員会、経営審

議会、教育研究審議会等

において検討し、必要な

業務の見直しを行う。 

ア 県評価委員会による「平成

22 年度に係る業務実績に関

する評価結果」に改善勧告は

なかったが、「推薦入試に係

る受験資格と入学生の受入

方針の整合性の検討につい

ては、更なる努力が必要」と

されたため、入試委員会等に

おいて検討し、必要な見直し

を行った。 

※Ⅱ-１-(2)-ア[NO.15]を参

照 

３ 

（３） 

83 イ 監事による法人業務の

監査結果を大学運営に適

イ 監事及び会計監査人の

監査結果に指導項目があ

イ 監事及び会計監査人の監

査結果に指導項目がなかっ

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

切に反映する。 れば、役員会、経営審議会

及び教育研究審議会にお

いて改善策を検討し、大学

運営に適切に反映する。 

たので、役員会、経営審議会

及び教育研究審議会に附議

する項目はなかった。 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

中期 

目標 

教育研究活動が、時代の変化や地域社会の要請に柔軟に対応できるよう自己点検・評価や外

部評価等を踏まえ、教育研究組織を見直すとともに適切な教員配置を行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 教育研究組織の見直しに

関する目標を達成するため

とるべき措置 

２ 教育研究組織の見直し

に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ― 

84 （１）学内の各教育研究組織

が、十分役割を果たし、地

域社会に貢献できるよう、

あるべき組織の編成や見

直しを継続的に点検・検討

する委員会を機能させる。 

（１）各委員会は、所掌分野

の業務や執行体制を点

検する。 

（１）各委員会は、年間を通じて

その運営より所掌分野の業務

や執行体制で改める必要が無

かった。 

 

３  

（３） 

85 （２）教育研究活動の質的向上

を図り、競争力のある大学

づくりを実現するため、組

織の充実を図る。 

（２）教育研究活動を支援す

る組織体制や各種取組に

ついて点検、見直しを行

い、活動のより充実を図

る。 

（２）教育研究活動を支援する組

織体制や各種取組について点

検、見直しを行い、活動のよ

り充実を図った。 

３  

（３） 

86 （３）全学教育科目に関する教

育活動を円滑かつ有効に

実施するため、全学教育研

究機構の機能の充実を図

る。 

（３）カテゴリー幹事会の活

動をさらに充実させる

とともに、全学教育研究

機構教授会との連携強

化を図る。 

（３）カテゴリー幹事会を 4 回

（ネット会議含む）、全学教

育研究機構教授会を５回開

催し、本学の全学教育に関し

て議論した。 

また、本学の全学教育全体

を概観し、方向性を示す司令

塔として「全学教育研究機構

運営委員会」を設置し、カテ

ゴリー幹事会と教授会の連

携強化を図った。 

   カテゴリー幹事会の主な

議題は次の通り。 

   ・運営委員会の委員選出 

   ・人事（担当科目） 

   ・平成 24 年度開講計画 

   ・新設科目の開設 

「全学教育研究機構運営委 

員会」については、Ⅱ-1-(2)- 

イ-(ｱ)[NO.16]を参照 

３ 

（３） 

87 （４）全学横断的な産学官連携

及び学部間の連携による

研究を推進するため、地域

共同研究機構の機能の充

実を図る。 

（４）地域共同研究機構の機

能の充実 

※ Ⅱ-４-(1)-ア-(a)

［NO.60-1］を参照 

（４）地域共同研究機構の機能の

充実 

※ Ⅱ-４-(1)-ア-(a) 

［NO.60-1,2］を参照 

３  

（３） 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

３ 人事の適正化に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

（１）法人化の特長を生かした弾力的な制度の構築       

法人の自主的・自律的な運営により教育研究活動や学外での地域貢献活動を活性化させる

ため、非公務員型の特長を十分生かし、柔軟で弾力的な制度を構築する。 

（２）能力・業績等を反映する制度の確立   

教員の能力・業績等が適切に反映される制度を導入することにより、教員の意欲の向上を

図る仕組みを確立し、教員の資質向上、ひいては教育研究の活性化に資する。 

（３）全学的な視点に立ち公正・公平で客観的な制度の構築 

学部の枠を越え、全学的な視点に立った戦略的・効果的な教員人事を行うとともに、公正

性、透明性、客観性が確保される制度を構築する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３ 人事の適正化に関する目

標を達成するためとるべき

措置 

３ 人事の適正化に関する

目標を達成するためとる

べき措置 

 ― 

― （１）法人化の特徴を生かし

た弾力的な制度の構築 

（１）法人化の特徴を生かし

た弾力的な制度の構築 

 ― 

― ア 法人の公的な性格を踏

まえて適正な業務運営の

確保を図りつつ、教育研

究活動や地域貢献活動に

従事する教員の職務の特

性を生かすため、裁量労

働時間制や変形労働制等

の弾力的な勤務形態の導

入を検討する。 

― 

 

※ 弾力的な勤務形態に

ついては、平成 19 年度

に変形労働制を、また、

23 年度に裁量労働制を

導入済 

― ―

（３） 

― イ 多様な知識や経験を有

する教員の交流により教

育研究の活性化が図られ

るよう、任期制教員の範

囲の拡大を図る。 

― 

 

※ 任期制については、平

成 19 年度以降の新規任

用者に全て適用済 

― ― 

― ウ 地域貢献活動や産学官

連携活動など、教員によ

る積極的な学外活動が促

進されるよう、本来の教

育研究業務に支障のない

範囲で、兼職・兼業規制

の緩和を図る。 

   ― 

 

※ 兼職・兼業の規制緩和

については、平成 19年

度に実施済 

― ― 

91 エ 事務職員については、

当面は県からの派遣職員

で対応するが、民間企業

経験者や大学事務の経験

者など、多様な人材を活

用する方策も検討する。 

エ 大学事務に精通した

職員の採用 

Ⅱ-１-(3)-ア-(ｳ)

［NO.34］のとおり 

エ 大学事務に精通した職員

の採用 

Ⅱ-１-(3)-ア-(ｳ)［NO.34］

のとおり 

３ 

（３） 

92 オ 男女共同参画社会の実 オ 男女共同参画社会の オ 男女共同参画社会の実現 ３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

現に向け、女性教職員の

登用拡大を図るため、女

性が働きやすい勤務形

態、勤務環境の整備に努

める。 

実現に向け、教職員の研

修会派遣や職場研修を

実施する。 

に向け、教職員の研修会派遣

や職場研修を実施した。 

（３） 

― （２）能力・業績等を反映す

る制度の確立 

（２）能力・業績等を反映す

る制度の確立 

 ― 

― ア 教員を対象に、能力・

業績等が適切に反映され

る多面的で適正な人事評

価制度を導入する。 

ア 教員を対象に、能力・

業績等が適切に反映さ

れる多面的で適正な人

事評価制度を検討する。 

 ― 

93 （ｱ）「目標管理」と「業績

評価」 

による総合的な評価と

する。 

評価領域は、「教育」、

「研究」、「地域貢献」、

「管理運営」の4つの領

域とし、学生による授業

評価や学外での研修実

績・成果も「業績評価」

に加味する。 

さらに、学部・学科の

特性や教員の役割を踏

まえた適正な人事評価

制度を整備する。 

（ｱ） 本格運用となる「教

員の個人評価」を円滑

に実施し、課題等の把

握に努める。 

（ｱ） 平成 23 年度より「教員の

個人評価」を本格運用した

ので、その課題の把握は次

年度で行う。 

※ Ⅱ-１-(3)-ウ-(ｴ) 

［NO.42］を参照 

 

［評価時の観点］ 

※Ⅱ-１-(3)-ウ-(ｴ)［NO.42］

に同じ。（±０） 

４ 

（４） 

― （ｲ）公正性・透明性・客観

性を高め、評価に対す

る信頼性を確保するた

め、不服申立の仕組み

を導入する。 

― 

 

※（ｲ） 不服申立の仕組

みとして、平成 22 年

度に確立した「教員の

個人評価」制度におい

て、「改善を要する者」

に対して改善計画の

提出と理事長との面

談を課しており、その

際、不服等の聴取を行

うこととしている。 

― ― 

（３） 

― イ 教員の意欲の向上を図

るため、能力・業績等が

適切に反映されるシステ

ムを構築する。 

イ 前項アの(ｱ)で述べた

人事評価の本格実施体

制は、教員の意欲の向上

を図ることを第一義に

構築する。 

― ― 

― （ｱ）人事評価制度の導入に 

伴い、教員を対象に人事 

評価を実施し、その評価 

結果を研究費の配分、昇 

任等に反映する。 

   ― 

 

※（ｱ）教員評価の結果

の反映方法について

は、平成 22年度に確

― ―

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

また、国立大学法人等

の動向を踏まえつつ、給

料・勤勉手当への反映に

ついても検討する。 

立した「教員の個人

評価」制度において

決定済 

96 （ｲ）年俸制の導入も視野に 

入れた給料構成の検討な 

ど、能力・業績主義の観 

点から、給与体系・構造 

の見直しを検討する。 

（ｲ） 本格運用となる「教

員の個人評価」を円滑

に実施するとともに、

社会情勢や他大学の状

況を注視し、今後の各

種任用制度に応じた給

与体系・構造を検討す

る。 

（ｲ） 本格運用となる「教員

の個人評価」は、その資料

となる「個人評価調査書」

（自己申告）が前提であ

り、相対評価を適正に行う

には本学ではデータが不

足するので、能力業績主義

による給与体系は採用し

ない。 

※ Ⅲ-3-(2)-ア-(ｱ)［NO.93］

を参照 

３ 

（３） 

 

― （ｲ） 特に優秀な成果を上 

げた教員に対して、法人

独自の表彰 

を行い、内外に公表する。 

― 

 

※ 教員の表彰制度に

ついては、平成 21 年

度に整備済 

― 

 

※ 職員表彰規程に基づき、

平成 23 年度は地域貢献の

観点から顕著な功績を上

げた教員を表彰し、ＨＰに

より学内外に公表した。 

デザイン学部 

講師 熊澤貴之 

   〃  齋藤美絵子 

総社市の防災公園のデザ

インへの貢献 

―

（３） 

98 ウ 事務職員についても能

力・業績等が反映される

人事評価制度を導入す

る。 

事務職員には、岡山県

の人事評価制度を踏まえ

つつ、勤務意識の向上や

能力の発揮に資する制度

を導入する。 

ウ 事務局職員に対し、引

き続き人事評価制度の

試行を行い、実施状況を

点検する。 

ウ 事務局職員に対し、人事

評価制度の試行を行い、実

施状況を点検した。 

 

３ 

（３） 

― （３）全学的な視点に立ち公

正・公平で客観的な制度

の構築 

（３）全学的な視点に立ち公

正・公平で客観的な制度

の構築 

 ― 

99 ア 適切な定数管理のも

と、全学的な視点に立っ

て、限られた人材を戦略

的・効果的に配置する。 

ア 教員採用に関しては、

人事委員会で学長のリ

ーダーシップのもとに、

全学的視点及び中期計

画の方針に沿って教育

研究分野を検討すると

ともに、適切な教員配置

を実施する。 

ア 教員採用に関しては、人事

委員会で学長のリーダーシ

ップのもとに、全学的視点及

び中期計画の方針に沿って

教育研究分野を検討すると

ともに、適切な教員配置を実

施した。 

※ Ⅱ-1-(3)-ア-(ｱ)［NO.32］

を参照 

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― イ 教員の人事に関して

は、その公正を期するた

め、役員会及び教育研究

審議会において人事に関

する方針及び基準を明確

にする。 

   ― 

 

※ 教員の人事に関する

方針及び基準について

は、平成 20年度に整備

済  

― ― 

101 ウ 理事長は、前記イに基

づき全学的な視点に立っ

た適正な教員の採用・昇

任のための選考を行う。 

ウ 定められた人事に関

する方針及び基準に従

い、人事委員会及び教育

研究審議会において、公

正な選考に基づき意思

決定を行う。そのため

に、学部等でメンバーを

定めた選考委員会は厳

正公平な候補者の選考

資料の作成に努める。 

ウ 定められた人事に関する

方針及び基準に従い、人事委

員会及び教育研究審議会に

おいて、公正な選考に基づき

意思決定を行った。 

平成 23 年度に採用した教

員数は 17 名（うち学内教員

の昇任者は 4名）であった。 

３ 

（３） 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標 

中期 

目標 

効率的かつ合理的な事務処理を行うため、事務処理の簡素化、外部委託の活用を含め、事務

組織及び業務等について不断の見直しを行う。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ４ 事務等の効率化、合理化

に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

４ 事務等の効率化、合理化

に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 ― 

― （１）業務の見直し （１）業務の見直し  ― 

102 ア 外部委託の活用 

外部委託することによ

り経費節約が可能な事務

については、外部委託を

行い事務処理の効率化・

合理化を図る。 

ア 外部委託の活用 

効果的・効率的な運営

を行うため、外部委託可

能な業務について継続的

に見直しを行う。 

ア 外部委託の活用 

以下の各業務システムの

開発・導入にあたっては、

専門業者への外部委託や情

報系工学研究科の協力を得

て実施した。 

  ・規程集管理システムの導

入 

  ・ＣＭＳの開発 

  ・シラバス作成ｼｽﾃﾑの開発 

・教育研究者総覧ｼｽﾃﾑの開

発 

 

［評価時の観点］ 

必要な外部委託は実施済であ

るが、新規分としてシステム開

発に外部委託を活用した。 

（＋１） 

３ 

（２） 

103 イ 業務マニュアルの作成

等 

事務処理の効率化・合

理化を図るため、徹底的

な事務処理の見直し、業

務マニュアルの作成、情

報の共有化を行う。 

イ 業務マニュアルの作成

等 

業務の効率化・合理化を

目的に各種事務処理を見

直し、改善を図る。 

特に、平成23年度では、

次のシステムの導入を検

討する。 

・シラバス作成システム 

・規程集管理システム 

・教育研究者総覧作成シス

テム 

イ 業務マニュアルの作成等 

業務の効率化・合理化を

図るため、以下の各種情報

システムを導入し、マニュ

アルも整備した。 

・シラバス作成システム 

・規程集管理システム 

・教育研究者総覧システム 

・ＣＭＳ 

３ 

（３） 

― ウ 弾力的な雇用 

繁忙期において、短期

雇用の事務職員を採用す

るなど弾力的な雇用を行

い、事務処理の迅速化・

効率化を図る。 

― 

 

※ 弾力的な雇用 

規程上、繁忙期等にお 

ける臨時職員等の弾力的

な雇用は可能であり、こ

れまでにも弾力的かつ効

― ― 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

率的な対応が行えてお

り、現時点での計画の必

要性はない。 

105 （２）事務組織の見直し 

簡素で効率的な業務運

営を図るため、事務組織

については継続的に見直

しを行う。 

（２）事務組織の見直し 

事務組織の執行体制の

点検･見直しを継続し、業

務運営の効率化を図る。 

（２）事務組織の見直し 

事務組織の執行体制の

点検･見直しを継続し、業

務運営の効率化を図っ

た。 

３ 

（３） 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の増加に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

（１）学生納付金 

入学金・授業料等の学生納付金は、法人の業務運営における最も基礎的な収入であること

を踏まえ、他大学の動向、社会情勢等を勘案し、適正な料金設定を行う。 

（２）外部研究資金等の獲得 

教育・研究に係る水準のさらなる向上を目指し、外部研究資金等の獲得に努める。 

このため、科学研究費補助金をはじめとする文部科学省及び厚生労働省等の競争的研究資

金への取組や産学官連携・地域連携による共同研究・受託研究への取組等を進め､外部研究

資金等を積極的に導入する。 

（３）その他の自己収入確保 

大学資源の有効活用により、自己収入確保に向けた取組を推進する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅳ 財務内容の改善に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

Ⅳ 財務内容の改善に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

― １ 自己収入の増加に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

１ 自己収入の増加に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

― （１）学生納付金 （１）学生納付金  ― 

106 ア 入学金・授業料等の学

生納付金は、県の認可に

係る上限額の範囲内で、

他大学の動向、法人収支

の状況、社会情勢等を勘

案し、適正な受益者負担

の観点から定期的な見

直しを行う。 

ア 入学金・授業料等の学

生納付金の見直しは、社

会情勢、他の国公立大学

の動向を考慮し検討す

る。 

ア 社会情勢、他の国公立大学

の動向を考慮し、入学金・授

業料等の学生納付金の見直

しを検討し、改訂しないこと

とした。 

３ 

（３） 

107 イ 学生納付金の納付に

ついては、コスト（手数

料）、手続の簡便性、安

全性、学生の便宜等の観

点から収納方法の工夫

を図る。 

イ 授業料の口座振替制

度の周知に努め、口座振

替利用率の維持・向上を

図る。 

イ 授業料の口座振替制度の
周知に努め、口座振替利用率
の維持・向上を図った。 

・授業料口座振替率 

       96％（H22：94％） 

３ 
（３） 

― （２）外部研究資金等の獲得 （２）外部研究資金等の獲

得 

 ― 

108-1 ア 外部研究資金獲得の

ため、専門の委員会を毎

月開催し、理事長をトッ

プ として、科学研究費

補助金をはじめとする

文部科学省及び厚生労

働省等の競争的研究資

金等の獲得に向けた戦

略的取組を強化する。 

ア 外部研究資金の獲得

に向け、「社会活動委員

会」等において、教員の

意識向上を図るととも

に、文部科学省「科学研

究費補助金」の未獲得教

員を対象に、学長による

個別指導を行う。 

また、文部科学省「科

ア 外部研究資金の獲得に向

け、学長メッセージや教員と

学長の懇談会、社会活動委員

会において、各教員へ科学研

究費助成事業の申請・採択状

況を報告し、更なる取組を促

すとともに、文部科学省「科

学研究費助成事業」の未獲得

教員を対象に、学長による個

３ 

（２） 

 



 

- 82 - 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

 

○ 科学研究費補助金応募

件数（年間） 

現状    目標 

(H13-18平均) (最終年度) 

保健福祉学部  

21 件 46件以上 

情報工学部   

23 件 44件以上 

デザイン学部 

 2件 10件以上 

学研究費補助金」に関す

る教員の意識向上を目

的に、研修会を企画す

る。 

別指導を行った。 

また、学部独自の取組とし

て、情報工学部は、学科会議

で研究助成金の申請や共同

研究の発足を行うよう促し

た。デザイン学部は、独自に

「科研費申請研修会」を実施

し教員の意識向上を図った。 

    これらの取組の結果、昨年

度の申請件数を 12 件上回っ

た。 

 

教員と学長の懇談会 

      テーマ：科学研究費補助

金の採択を目指

して 

開催日： 8月 12日（金） 

    開催場所：8201講義室 

参加教員：約 60名 

  学長の個別指導 

実施時期：6～7 月 

    対象教員：35 名 

 

  デザイン学部「科研費申請研

修会」 

    開催日時：9月 21日（水） 

        15:30～17:15 

       講師：慶應義塾大学  

松岡由幸 教授 

    出席者：21名 

（デザイン学部教員） 

 

平成 24年度科学研究費助成

事業申請状況 (23 年度提出) 

全学  

申請件数  79件（67件） 

保健福祉学部  

申請件数 31件（32件） 

情報工学部 

 申請件数 42 件（32件） 

※継続取得者分 1 件含む 

    デザイン学部 

申請件数    6件（3件） 

※（ ）内は 22 年度実績 

なお、平成 24年度の採択件

数は 51件（45 件）で過去最高

である。（H24.4.1 文部科学省

及び（財）日本学術振興会より

内定通知） 

 

［評価時の観点］ 

申請件数増加の努力の成果は 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

見られるが、それに加えて、本来、

採択件数の増加をより評価すべ

きであろう。（＋１） 

108-2 平成 24 年度の文部

科学省「科学研究費補助

金」の申請（23 年度に

提出）目標は次のとお

り。 

・看護学科 

新規申請率 70％

を目指す。 

・栄養学科 

新規申請率 100%

を維持する。 

・保健福祉学科 

新規申請率 70％

を目指す。 

・情報工学部 

新規申請率 70%を

目指す。 

・デザイン学部 

新規申請件数 10件

以上を目指す。 

平成 24 年度の文部科学省

「科学研究費助成事業」の申請

（23年度に提出）実績は次の

とおり。 

  ＜所属別新規申請実績＞ 

・看護学科（若手） 

    未取得者数  8人(8人)  

  新規申請件数  7件(6件) 

  新規申請率 88％(75％) 

・看護学科 

    未取得者数 15人(14人)  

  新規申請件数 13件(10件) 

  新規申請率 87％(71％) 

・栄養学科 

未取得者数  10 人(12 人)     

新規申請件数 9 件(12件) 

  新規申請率 90％(100％) 

・保健福祉学科 

未取得者数 16 人(17 人) 

  新規申請件数 9件(9件) 

  新規申請率  56％(53％) 

・情報工学部 

未取得者数 45 人(46 人) 

  新規申請件数 41件(32件) 

  新規申請率 91％(71％) 

・デザイン学部 

未取得者数 38人(40人) 

   新規申請件数 6件(3件) 

   新規申請率  16％(8％) 

※（ ）内は 22 年度実績 

 

［評価時の観点］ 

 申請件数が前年度より増加し 

ていることを評価するが、各々の 

研究に固有の問題があり、申請率 

向上には限界がある。（＋１） 

３ 

（２） 

 

109 イ 研究助成金の公募情

報について、きめ細かく

周知を図るなど地域共

同研究機構の機能強化

を図る。 

イ 外部資金公募情報に

ついて、産学官連携ネッ

トワーク（連携機関や人

脈）を活用し、情報の早

期入手に努める。 

産学官連携推進セン

ターでは、各種情報提供

手段を活用して学内へ

の公募情報提供に努め

るとともに、教員の申請

を積極的に支援する。 

イ 外部資金公募情報につい

て、産学官連携ネットワーク

（連携機関や人脈）を活用し

て情報を早期に入手し、学内

への資料配布（月 2回程度）、

メルマガの配信（月 1 回程

度）、外部競争的研究資金情

報コーナー等でタイムリー

な情報発信に努めた。 

また、産学官連携推進セン

ターは、各種競争的研究資金

の詳細情報の伝達や申請書

３ 

（３） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

のチェック等で教員を支援

した。特に、JST の A-STEP

では具体的な申請書作成の

支援を行った。（第 1回：応

募件数 6 件 採択 0 件、第 2

回：応募件数 12 件、採択 1

件） 

110 ウ 産学官連携をさらに

進め、共同研究・受託研

究・教育研究奨励寄附金

の外部研究資金の獲得

をより一層推進する。 

 

○ 外部研究資金獲得件数

（年間） 

現状    目標 

(H13-18平均) (最終年度) 

共同研究   

17件  30件以上 

受託研究    

7件  24件以上

教育研究奨励寄附金 

19 件  31 件以上 

ウ 引きつづき、産学官

連携ネットワーク（連

携機関や人脈）の活用

や、アクティブラボ、

ＯＰＵフォーラム、各

種産学官連携の場での

交流等において、きめ

細かい対応に努め、新

たな県大ファンを増や

す。 

併せて、提案型共同

研究等を積極的に推進

し、外部資金の獲得を

目指す。 

ウ 産学官連携ネットワーク

（連携機関や人脈）の活用

や、アクティブラボ、ＯＰＵ

フォーラム、各種産学官連携

の場での交流等において、き

め細かな対応で新たな県大

ファンの増加に努めた。 

また、提案型共同研究等を

積極的に推進し、外部資金の

獲得に努めたが、景気の低迷

等も影響し、外部研究資金の

獲得が鈍化している。 

・外部研究資金獲得状況 

共同研究 24件(33件） 

  受託研究 26件(26件) 

奨励寄附金 27件(32件） 

その他   5件(  件) 

※（ ）内は22年度実績 

※ 外部研究資金として、

共同・受託・奨励以外の

ものが増える傾向にある

ので、「その他」として

記述することとした。 

 

［評価時の観点］ 

きめ細かな対応をしたが、景気

低迷等の影響で外部資金獲得に

は至らなかった。次年度に更なる

努力を期する。（－１） 

２ 

（３） 

111 エ 外部研究資金獲得を

促進するため、資金を獲

得した教員に対し、教育

研究上の優遇措置を付

与する仕組みを検討す

る。 

エ 外部研究資金を多く

獲得した教員に対する

優遇措置について、予算

の許容範囲内で適宜設

定することにする。 

エ  外部研究資金を多く獲得

した教員に対する優遇措置

について検討した結果、施

設・設備の修繕及び備品の

更新に重点を置くことと

し、実施を控えた。 

 

［評価時の観点］ 

個人への優遇措置よりも全体

を考慮した予算の配分を行った。

（＋１） 

３ 

（２） 

― （３）その他の自己収入確保 （３）その他の自己収入確

保 

 ― 

112 大学の人的、物的、知 大学の人的、物的、知 認定看護師教育課程を除い ３ 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

的資源の有効活用のも

と、地域社会の要請に対

応した専門分野の有料

の講習会・研究会等を実

施する。 

的資源の有効活用によ

る地域社会の要請に対

応した専門分野の講習

会、研究会等を有料で実

施する。 

て、有料で開催した専門分野の

講習会、研究会等は無かった。 

 

（３） 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

２ 資産の管理運用に関する目標 

中 

期 

目 

標 

教育・研究の水準の向上の視点に立って、施設の有効かつ効率的な活用に努めるとともに、適

正な維持管理を図る。 

また、地域貢献の一環として、教育・研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を拡大す

る。 

長期的かつ経営的視点に立った金融資産の効率的・効果的な運用を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 資産の管理運用に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

２ 資産の管理運用に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

113 （１）大学施設を有効に活用

するため、施設設備の利

活用状況の調査を定期

的に行い、不十分な状況

の場合には使用の見直

しを行う。 

（１）学内施設の利用状況を

点検し、施設の今後の有

効活用に資する。 

（１）学内施設の利用状況を点検

するとともに、「体育施設貸

付要項」に基づき、地域への

貸付を行った。 

・施設貸付状況 

野球場    6件（1件）、 

グラウンド 7件（0件） 

※（ ）内は22年度実績 

３ 

（３） 

114 （２）教育研究の水準の向上

の視点に立って、教育研

究施設等の計画的な維

持管理、補修を行う。 

（２）教育研究施設等の整

備･修繕計画に基づき、

引き続き必要な整備・修

繕を行う。 

（２）教育研究施設等の整備･修繕

計画に基づき、必要な整備・

修繕を行った。 

（具体例） 

・屋上防水改修工事 

（第 7工区） 

・プールサイド改修工事 

・駐輪場、ごみ置き場、焼却

場軸部塗装工事 

        48件 

３ 

（３） 

115 （３）大学施設は、教育・研

究等大学運営に支障の

ない範囲で利用者に応

分の負担を求めつつ、学

外への貸付を行うこと

を検討する。 

（３）地域への施設貸付状況

を点検し、今後の施設活

用方法を検討する。 

（３）地域への施設貸付状況を点

検し、今後の施設活用方法を

検討した。 

※施設貸付状況は、 

Ⅳ-2-(1)［NO.113］を参照 

 

［評価時の観点］ 

検討の結果、地域のニーズがそ

れほど高くないと判断する。 

（＋１） 

３ 

（２） 

116 （４）資産運用、資金管理に

ついては、法律で認めら

れた範囲内での競争原

理を活かした余裕資金

の運用を図るなど、安全

性、安定性等を考慮しつ

つ、効果的に行う。 

（４）引き続き、資金の安全

性を最優先に、余裕資金

の効率的な運用を行う。 

（４）資金の安全性を考慮して、

余裕資金を定期預金により運

用した。 

３ 

（３） 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

３ 経費の抑制に関する目標 

中期 

目標 

自律的な大学運営を行う上で、予算の効率的・弾力的執行により、管理的経費の節減を図る。 

また、教職員一人ひとりのコスト意識の啓発を図る。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ３ 経費の抑制に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

３ 経費の抑制に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

 ― 

117 （１）設備維持管理等の契約

期間の複数年度化や契約

の集約化など、契約方法

の弾力化を通じて、経費

を削減する。 

（１）経費削減を目的に、

契約期間の複数年度化

や契約の集約化等を可

能なものから行う。 

（１）経費削減を目的に、今まで

に契約期間の複数年度化や契

約の集約化等を行ったものを

引き続き運用した。 

３ 

（３） 

118 （２）費用の節減、事務の効

率化が図れる業務に関し

ては、簡素化・合理化や

外部委託の拡大を図るな

どの業務改革を行い、効

果的・効率的な運営を行

う。 

（２）効果的・効率的な運

営を行うため、業務の

簡素化・合理化や外部

委託について引き続き

検討し、可能なものが

あれば実施する。 

（２）以下の各業務システムの開

発・導入にあたっては、専門

業者への外部委託や情報系工

学研究科の協力を得て実施し

た。 

・規程集管理ｼｽﾃﾑの導入 

・ＣＭＳの開発 

・シラバス作成ｼｽﾃﾑの開発 

・教育研究者総覧システムの

開発 

※ Ⅱ-4-(1)-ア［NO.102］を

参照 

 

［評価時の観点］ 

新たにシステム開発を行うた

め、情報系工学研究科の協力以外

に、不足分を外部委託した。 

（＋１） 

３ 

（２） 

 

119 （３）教育研究の水準の維

持・向上に配慮しながら、

適切な規模の教職員配置

を実現するため、組織運

営の効率化、非常勤教職

員も含めた人員配置等に

ついて不断の見直しを行

う。 

（３）教職員及び非常勤講

師の配置に当たって

は、採用の必要性を含

め、組織運営の観点か

ら常に見直しを行う。 

（３）教職員及び非常勤講師の配

置に当たっては、採用の必要

性を含め、組織運営の観点か

ら見直した。 

※  Ⅱ -1-(3)- ア -( ｱ )

［NO.32］を参照 

※ Ⅱ-3-(3)-ウ［NO.99］を

参照 

３ 

（３） 

120 （４）経費の効果的・効率的

活用を図るため、教職員

に対し、コスト意識の涵

養に取組む。 

（４）エネルギー使用量に 

ついて周知し、全学的 

な省エネルギーの徹底 

を進める。 

（４）部局長会議等で、エネルギ

ー使用量について周知し、全

学的な省エネルギーを徹底し

た。 

・エネルギー使用実績 

      1,324kL（H22：1.378kL） 

 

［評価時の観点］ 

４ 

（４） 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

前年度に引き続き、省エネルギ 

ーを徹底して、目標（1,500KL 以下）

を達成した。（±０） 
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

中期 

目標 

教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点

検・評価を実施する。 

また、外部評価を受け、その結果を教育研究活動及び業務運営の改善に活用する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅴ 自己点検・評価及び改善並

びに当該情報の提供に関す

る目標を達成するためとる

べき措置 

Ⅴ 自己点検・評価及び改

善並びに当該情報の提供

に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ― 

― １ 評価の充実に関する目標

を達成するためとるべき措

置 

１ 評価の充実に関する目

標を達成するためとるべ

き措置 

 ― 

121 （１）大学が教育研究の質的な

充実を図るとともに、教育

研究活動の透明性を高め

るため、運営や教育・研究

活動を自己点検・評価する

システムとして、評価委員

会を役員会の下に配置し、

定期的に自己点検・評価を

行う。 

（１）評価委員会では、定

期的な自己点検・評価

に努め、教育研究業務

の改善に資する。 

（１）教育研究業務の改善に資す

るため、評価委員会では、以

下の通り定期的な自己点検・

評価に努めた。 

・教育年報、社会貢献年報の

発行 

・教育研究者総覧の Web化 

・相互授業参観及び相互授業

参観意見交換会の実施、 

・授業評価アンケートの実施 

※Ⅱ-１-(3)-ウ-(ｲ) (ｳ)

［NO.40,41］を参照 

３  

（３） 

― （２）客観的な評価を行うた

め、認証評価機関による第

三者評価を受ける。 

     ― 

※ 認証評価機関による

第三者評価については、

平成 21 年度に実施済 

― ― 

― （３）前記（２）の結果を踏ま

えた改善策を役員会、経営

審議会、教育研究審議会等

において検討し、教育研究

の質の一層の向上を図る。 

   ― 

※ 認証評価機関による

評価の結果については、

平成 21～22 年度に対応

済 

  ― ― 

（４） 
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Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情報の提供に関する目標 

２ 情報公開の推進に関する目標 

中期 

目標 

公立大学法人としての社会に対する説明責任を果たし、大学運営の透明性を確保するため、

広報体制の強化を図り、教育研究活動や業務運営に関する積極的な情報提供に取り組む。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 情報公開の推進に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

２ 情報公開の推進に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

124 （１）総括的な広報責任者を置

き、全学的視野に立ち戦略

的に広報活動を展開でき

る体制を強化する。 

（１）広報専門委員会を中心

に戦略的に広報活動を

展開するとともに、執行

体制の点検を行う。 

また、デザイン学部で

は、平成 22年度に採択さ

れた文部科学省「大学の

就業力育成支援事業」の

一環で、岡山駅前桃太郎

通りにサテライトギャラ

リーを設置・運営し、デ

ザイン教育を通して本学

の広報を支援する。 

（１）広報専門委員会を中心の執

行体制とし、「大学案内」「広

報誌ＯＰＵ」「大学ホームペ

ージのリニューアル」の編集

方針等を決定し、戦略的な広

報活動を展開した。 

また、デザイン学部では、

「大学の就業力育成支援事

業」の一環で、岡山駅前に設

置したサテライトギャラリー

で、デザイン教育の成果の一

部を公開した。 

 

 

３ 

（３） 

125 （２）県民への説明責任を果た

すため、中期目標、中期計

画、年度計画、財務諸表、

評価結果等の情報提供を

ホームページ、冊子等を通

じて積極的に行う。 

（２）法人運営に係る各種情

報の提供について、これ

までどおり継続的な点

検・見直しを行う。 

特にホームページに

ついては、制作から 3

年が経過することから、

構成や内容を見直し、受

験生や地域の方々に、よ

り分かりやすいものと

なるように努める。 

（２）法人運営に係る各種情報の

提供について、冊子等の点

検・見直しを行った。 

   特に入試情報、イベント情

報等は、タイムリーかつ積極

的にホームページ等で提供

した。 

ホームページについては、

プロポーザルによる業者選

定を行い、専門家の提案をも

とに、受験生や地域の方々に

より分かりやすいように構

成や内容を見直しリニュー

アルした。その際、英語のペ

ージも設置した。また、今後

の管理がしやすいようにＣ

ＭＳを導入した。 

 

［評価時の観点］ 

ホームページのリニューアル

や英語のページの設置による改

善を行った。（＋１） 

３ 

（２） 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標 

１ 施設設備の整備に関する目標 

中期 

目標 

長期的視点に立った施設設備の整備計画を策定し、省エネルギー等にも配慮した整備を推進

する。 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― Ⅵ その他業務運営に関する

重要事項に関する目標を達

成するためとるべき措置 

Ⅵ その他業務運営に関す

る重要事項に関する目標

を達成するためとるべき

措置 

 ― 

― １ 施設設備の整備に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 施設設備の整備に関す

る目標を達成するためと

るべき措置 

 ― 

126 （１）教育研究機能を充実させ

るため、設備の整備や高額

機器の購入については、長

期的な計画を策定し、効率

的に実施する。その際、ユ

ニバーサルデザインに配

慮する。 

（１）教育研究施設設備の

整備計画及び高額機器

の購入計画等に基づ

き、効率的な整備、購

入を行う。 

（１）教育研究施設設備の整備計

画及び高額機器の購入計画

に基づき、効率的な整備、購

入を行った。 

（高額機器） 

・高速冷却遠心機 

・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ演習機材 

・レーザー加工機 外11件 

３ 

（３） 

127 （２）電気通信設備、給排水衛

生設備、空調設備等の更新

時には、省エネルギー効果

の高い設備の導入を行い、

エネルギー使用の効率化

を図る。 

（２）エネルギー関係の施

設設備の更新では、こ

れまでどおりエネルギ

ー効果に配慮し、計画

的な導入に努める。 

（２）エネルギー関係の施設設備

の更新では、これまでどおり

エネルギー効果に配慮し、計

画的な導入に努めた。 

・ＬＥＤ蛍光灯導入  50本他 

３ 

（３） 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項に関する目標 

２ 安全衛生管理に関する目標 

中期 

目標 

教育研究現場での安全を確保し、快適な修学環境・職場環境を形成するために、安全衛生管

理を計画的に行うとともにその体制を確立する 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

― ２ 安全衛生管理に関する目

標を達成するためとるべき

措置 

２ 安全衛生管理に関する

目標を達成するためとる

べき措置 

 ― 

128 （１）労働安全衛生法や消防法

等関係法令を踏まえた全

学的な安全衛生管理体制

を確立・強化する。 

（１）全学的な安全衛生管

理体制のもとで、安全

衛生教育の充実に取り

組む。 

（１）衛生委員会において、教職

員の健康管理や職場環境の

改善等について協議し、熱中

症対策の周知、健康診断の未

受診者や精密検査対象者へ

の受診勧奨等を行った。ま

た、多数の教職員をＡＥＤ講

習会へ参加させた。 

３ 

（３） 

129 （２）施設設備の定期点検を確

実に実施し、安全に維持す

るための全学的な管理体

制を強化する。 

（２）緊急性・安全性等の

観点から適切に施設設

備の機能保全及び維持

管理を行う。 

（２）緊急性・安全性等の観点

から、屋上防水改修工事を前

年度に引き続き実施した。 

３ 

（３） 

130 （３）化学物質等の毒物劇物等

の適切な管理及びその廃

棄物の適正な処理を行う。 

（３）化学物質等の毒物劇

物等の適切な管理及び

その廃棄物の適正な処

理を行う。 

（３）化学物質等の毒物劇物等の
適切な管理及びその廃棄物
の適正な処理を行った。 

・実験室での事故 0件（0件） 

３ 
（３） 

― ３ 人権に関する目標を達成

するためとるべき措置 

３ 人権に関する目標を達

成するためとるべき措置 

 ― 

131 セクシャルハラスメント、

アカデミックハラスメント

等の人権侵害を防止するた

め、相談、啓発、問題解決等

に全学的に取り組む体制を

整備する。 

教職員を対象に、人権等

に関する研修会を実施す

る。 

県内の大学連携組織による

「岡山県人権・同和教育懇談会」

が開催する研修会に教職員を参

加させた。 

また、セクハラ・パワハラ相

談対応セミナーに職員を参加さ

せた。 

３ 

（３） 
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Ⅶ 予算、収支計画及び資金計画 

 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

 

Ⅷ 短期借入金の限度額 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

 短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

 

該当なし 

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

 決算において剰余金が発生した

場合は、教育研究の質の向上及び

組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場

合は、教育研究の質の向上及び組織

運営の改善に充てる。 

 

該当なし 

 

 

Ⅹ 重要な財産の譲渡等に関する計画 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

 な し な し 

 

該当なし 

 

 

XI その他規則で定める事項 

 

 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

 １ 施設及び設備に関する計画 

な し 

 

２ 中期目標の期間を超える債務負

担 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40条第 4

１ 施設及び設備に関する計画 

な し 

 

２ 中期目標の期間を超える債務負

担 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40条第 4

該当なし 

 

 

該当なし 

 

 

 

該当なし 
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 中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 

項の規定により業務の財源に充て

ることができる積立金の使途 

な し 

 

４ その他法人の業務運営に関し必

要な事項 

な し 

項の規定により業務の財源に充て

ることができる積立金の使途 

な し 

 

４ その他法人の業務運営に関し必

要な事項 

な し 

 

 

 

 

 

該当なし 
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４ 平成 23 年度の事業年度評価に係る項目別評価結果表 

 
        公立大学法人岡山県立大学自己評価 
     中期計画 最小項目別評価の評点内訳 (B～E) 評 点 大項目 
   項    目 項目数 

４点 ３点 ２点 １点 
項目数計 総得点 平均値 別評価 

       (B～E計)   (G)/(F)   
      (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 72  
30% 67% 3%   100% 

229 3.3 ⑤ 
21 47 2 

 
  70 

  
１教育 44  

35% 62% 3%   100% 
133 3.3   

  14 25 1   40 

    
(1)教育の成果 14  

50% 50%    100% 
49 3.5   

    7 7    14  

    
(2)教育内容等 17  

21% 72% 7%   100% 
44 3.1   

    3 10 1   14 

    
(3)教育の実施体制等 13  

33% 67%    100% 
40 3.3   

    4 8     12 

  
２学生の支援 7  

29% 57% 14%   100% 
22 3.1   

  2 4 1    7 

    (1)学習支援、生活支援、就職
支援等 4  

50% 50%    100% 
14 3.5   

    2 2     4  

    
(2)経済的支援 1  

  100%     100% 
3  3.0    

      1      1  

    
(3)留学生に対する配慮 2  

  50% 50%   100% 
5  2.5    

      1  1    2  

  
３研究 8  

25% 75%    100% 
13 3.3   

  1 3     4 

    
(1)研究水準及び研究の成果等 5  

  100%    100% 
3 3.0    

      1      1  

    
(2)研究実施体制等の整備 3  

33% 67%     100% 
10 3.3    

    1 2      3  

  
４地域貢献、産学官連携、国際交流 13  

21% 79%    100% 
61  3.2    

  4  15     19  

    
(1)地域貢献 5  

18% 82%    100% 
35 3.2   

    2  9    11  

    
(2)産学官連携の推進 5  

20% 80%    100% 
16 3.2   

    1  4    5  

    
(3)国際交流 2  

50% 50%    100% 
7  3.5    

    1 1     2  

    
(4)県内の大学間の連携・協力 1  

  100%    100% 
3  3.0    

      1     1  

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化 32  
11% 89%    100% 

59  3.1  ⑤ 
2  17     19  

  
１運営体制の改善 11  

17% 83%     100% 
19  3.2    

  1  5      6  

    (1)理事長(学長)、学部長等を
中心とする機動的な運営体制
の構築 

4  
100%      100% 

4  4.0    
    1       1  

    (2)全学的な視点による戦略的
な大学運営の仕組みづくりの
推進 

3  
  100%     100% 

6  3.0    
      2      2  

    (3)地域に開かれた大学づくり
の推進 2  

  100%     100% 
3  3.0    

      1      1  

    (4)評価制度の活用等による業
務運営の改善に向けた継続的
取組の推進 

2  
  100%     100% 

6  3.0    
      2      2  

  
２教育研究組織の見直し 4  

  100%     100% 
12  3.0    

    4      4  

  ３人事の適正化      13  17% 83%    100% 19  3.2    
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        公立大学法人岡山県立大学自己評価 
     中期計画 最小項目別評価の評点内訳 (B～E) 評 点 大項目 
   項    目 項目数 

４点 ３点 ２点 １点 
項目数計 総得点 平均値 別評価 

       (B～E計)   (G)/(F)   
      (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

  1  5     6 

    (1)法人化の特長を生かした弾
力的な制度の構築 5  

  100%    100% 
6  3.0    

      2      2  

    (2)能力・業績等を反映する制
度の確立   5  

50% 50%    100% 
7  3.5    

    1 1      2  

    (3)全学的な視点に立ち公正・
公平で客観的な制度の構築 3  

  100%     100% 
6  3.0    

      2      2  

  
４事務等の効率化、合理化 4  

  100%    100% 
9  3.0    

    3     3  

Ⅳ 財務内容の改善 15  
6% 88% 6%   100% 

48  3.0  ④ 
1  14  1    16  

  
１自己収入の増加 7  

  87% 13%   100% 
23  2.9    

    7  1    8  

    
(1)学生納付金 2  

  100%     100% 
6  3.0    

      2      2  

    
(2)外部研究資金等の獲得 4  

  80% 20%   100% 
14  2.8    

      4  1    5  

    
(3)その他の自己収入確保 1  

  100%    100% 
3  3.0    

      1     1  

  
２資産の管理運用 4  

  100%    100% 
12  3.0    

    4     4  

  
３経費の抑制 4  

25% 75%    100% 
13  3.3    

  1  3      4  

Ⅴ 自己点検・評価及び改善並びに当該情
報の提供 5  

 100%    100% 
9  3.0  ④ 

  3      3  

  
１評価の充実 3  

 100%     100% 
3  3.0    

   1      1  
  

２情報公開の推進 2  
  100%    100% 

6  3.0    
    2      2  

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 6  
  100%     100% 

18  3.0  ④ 
  6      6  

  
１施設設備の整備 2  

  100%     100% 
6  3.0    

    2      2  
  

２安全衛生管理 3  
  100%     100% 

9  3.0    
    3      3  

  
３人権 1  

  100%     100% 
3  3.0    

    1      1  

                        

合  計 130  
21% 76% 3%   100% 

363 3.2    
24 87 3   114  

 
 
※２段表示：上段（構成割合％）、下段（個数）を表している。 
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別紙 

予算、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算 

（単位：百万円） 

 

区      分 

 

 

予算額 

 

 

決算額 

 

差 額 

 

(決算－予算） 

 

  収入 

    運営費交付金 

  自己収入 

   授業料及び入学金検定料収入 

      雑収入 

  受託研究等収入及び寄附金収入 

  目的積立金取崩  

 

              計 

 

                

２，１０５   

１，１６５ 

    １，１０７         

５８ 

        ８１ 

        １２０ 

       

３，４７１ 

   

 

 

２，１０５ 

   １，２３５ 

    １，１６３         

７２ 

        ６３ 

        ０ 

       

３，４０３ 

                 

 

                         

０  

７０  

５６  

１４  

△１８  

△１２０  

 

△６８  

 

 支出 

  教育研究経費 

  人件費 

  一般管理費 

  受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 

       計 

 

 

                  

８１３ 

  ２，１５２ 

      ４２５ 

        ８１ 

  

 ３，４７１ 

 

 

                     

７７４  

１，９９９  

３９１  

６９  

 

３，２３３  

 

 

△３９  

△１５３  

△３４  

△１２  

 

△２３８  
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２ 収支計画 

（単位：百万円） 

 

区      分 

 

 

予算額 

 

 

決算額 

 

差 額 

 

(決算－予算） 

 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   受託研究等経費 

      寄附金経費 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

    受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

    資産見返負債戻入 

   資産見返運営費交付金等戻入 

   資産見返補助金戻入 

資産見返寄附金戻入  

   資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

 

純利益 

   

目的積立金取崩額  

 

総利益 

 

 

 ３，４７９ 

  ３，４７９ 

  ３，００２ 

    ７８１ 

    ６８ 

       － 

    ３０ 

 １，７２４ 

     ３９９ 

    ３６０ 

      － 

      － 

    １１７ 

          － 

 

 ３，３５９ 

 ３，３５９ 

 １，９９６ 

      ９４５ 

      １１１ 

       ５１ 

       ６８ 

       １３ 

          １ 

       ５７ 

       １１７ 

      ８８ 

１ 

３         

２５ 

         － 

 

△１２０  

 

    １２０ 

         

－  

 

 

３，２６９  

３，２６９  

２，８７０  

７６３  

４７  

－  

２９  

１，６３９  

３９２  

２５５  

２  

－  

１４２  

－  

 

３，３７０  

３，３７０  

１，８８９  

１，０１４  

１２５  

５０  

６６  

２２  

１  

５５  

１４８  

８９  

２  

５  

５２  

－  

 

１０１  

 

－  

 

１０１  

 

 

△２１０  

△２１０  

△１３２  

△１８  

△２１  

－  

△１  

△８５  

△７  

△１０５  

２  

－  

２５  

－  

 

１１  

１１  

△１０７  

６９  

１４  

△１  

△２  

９  

－  

△２  

３１  

１  

１  

２  

２７  

－  

 

２２１  

 

△１２０  

 

１０１  

 注)費用の部「寄附金経費」は、教育研究経費の決算額に含めて計上しています。 
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３ 資金計画 

（単位：百万円） 

 

区      分 

 

 

予算額 

 

 

決算額 

 

差 額 

 

(決算－予算） 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料及び入学金検定料による収入 

  受託研究等収入 

  寄附金収入 

    その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

 

 

 ３，７８２ 

 ３，３６１ 

     １１０ 

         － 

     ３１１ 

 

 ３，７８２ 

  ３，３５０

２，１０５ 

 １，１０７ 

      ６８ 

      １３ 

     ５７ 

         － 

         １ 

      ４３１ 

 

 

４，２８５  

３，２５６  

５３１  

１８  

４８０  

 

４，２８５  

３，４０４  

２，１０５  

１，１６３  

４９  

２１  

６６  

４０１  

－  

４８０  

 

５０３  

△１０５  

４２１  

１８  

１６９  

 

５０３  

５４  

－  

５６  

△１９  

８  

９  

４０１  

△１  

４９  

 
 
 

 


